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１ 議 事 日 程 

   〔平成18年太宰府市議会 予算特別委員会〕 

                                    平成18年３月２日 

                                    午後 ２ 時 50 分 

                                    於 全員協議会室 

 日程第１ 議案第44号 平成18年度太宰府市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第45号 平成18年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

 日程第３ 議案第46号 平成18年度太宰府市老人保健特別会計予算について 

 日程第４ 議案第47号 平成18年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

 日程第５ 議案第48号 平成18年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第６ 議案第49号 平成18年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計予算について 

 日程第７ 議案第50号 平成18年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算について 

 日程第８ 議案第51号 平成18年度太宰府市水道事業会計予算について 

 日程第９ 議案第52号 平成18年度太宰府市下水道事業会計予算について 

２ 出席委員は次のとおりである（２０名） 

  委 員 長  武 藤 哲 志 議員      副委員長  不 老 光 幸 議員 

  委  員  片 井 智鶴枝 議員      委  員  力 丸 義 行 議員 

    〃    後 藤  晴 議員        〃    橋 本   健 議員 

    〃    中 林 宗 樹 議員        〃    門 田 直 樹 議員 

    〃    渡  美 穂 議員        〃    大 田 勝 義 議員 

    〃    安 部 啓 治 議員        〃    山 路 一 惠 議員 

    〃    小  道 枝 議員        〃    清 水 章 一 議員 

    〃    佐 伯   修 議員        〃    安 部   陽 議員 

    〃    田 川 武 茂 議員        〃    福  和 美 議員 

    〃    岡 部 茂 夫 議員        〃    村 山 弘 行 議員 

３ 欠席委員は次のとおりである 

   な   し 

４ 太宰府市議会委員会条例第18条により説明のため出席した者の職氏名（２３名） 

  市    長  佐 藤 善 郎        助    役  井 上 保 廣 

  収  入  役  松 島 幹 彦        教  育  長  關   敏 治 

  総 務 部 長  平 島 鉄 信                石 橋 正 直 

  地域振興部長  松 田 幸 夫                三 笠 哲 生 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  古 川 泰 博 

          村 尾 昭 子        建 設 部 長  富 田   譲 

  上下水道部長  永 田 克 人        教 育 部 長  松 永 栄 人 

総務部政策統括
担 当 部 長 
地域振興部地域コミュ
ニティ推進担当部長 

健康福祉部子育て 
支援担当部長 
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  監査委員事務局長  木 村   洋        総 務 課 長  松 島 健 二 

  行政経営課長  宮 原   仁        財 政 課 長  井 上 義 昭 

  地域振興課長  大 藪 勝 一        福 祉 課 長  新 納 照 文 

          大江田   洋        上下水道課長  宮 原 勝 美 

  教 務 課 長        井 上 和 雄 

５ 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名（３名） 

  議会事務局長  白 石 純 一        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  満 崎 哲 也 

 

まちづくり技術 
開 発 課 長 
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              開会 午後２時50分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ただいまから予算特別委員会を開会します。 

 本日の予算特別委員会は各会計の概要説明として、各委員からの質疑は３月20日及び22日に

行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第４４号 平成１８年度太宰府市一般会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 日程第１、議案第44号「平成18年度太宰府市一般会計予算について」

説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 平成18年度予算の基本的な考え方、主な事業につきましては施政方針の

中で述べさせていただきましたので、ここでは当初予算の説明資料、これをお開きいただきま

すが、これによって説明を申し上げます。 

 まず、１ページです。１ページには平成18年度の一般会計の予算の総額その他を書いており

ますが、ここでは一般会計では186億2,808万円でございます。前年度と比較しますと19億

582万8千円の9.3％の大幅減というふうになっております。これが予算でございます。 

 次のページの２ページでございますが、その中で歳入の方については１款の市税につきまし

ては72億5,285万4千円計上いたしまして、前年度と比較しますと688万3千円、0.1％の減でほ

ぼ前年度並みと見込んでおりますが、地方財政計画がもう少し伸びなければいけないかなとい

うふうにちょっと思っておりまして、法人税がないというのが市の状況かなというふうに思っ

ています。 

 内訳は、６ページをめくっていただきたいと思いますが、個人市民税については定率減税の

縮減、それから老齢者に対する控除の見直しなど税制改正によりまして前年度より3億70万7千

円、11.2％の増が見込まれますけども、法人市民税は企業収益に改善の兆しがまだ見えず、太

宰府の方にはまだ入ってきていないということでございますが、4.9％の減となっておりま

す。 

 固定資産税は、平成18年度は評価がえの年に当たりまして、2億729万9千円、6.7％の減とな

るというふうに見込んでおります。これは評価がえの年は必ず減額になっているようでござい

ます。 

 ではまた、２ページの方に戻っていただきまして、２款の地方譲与税については国の三位一

体の改革に伴いまして前年度に引き続き国県補助金の一部が一般財源化されました。それによ

りまして、所得譲与税として税源移譲されたことによって6,781万6千円増加いたしておりま

す。市の算定では、税源移譲額はほぼ国県補助金の削減額と同額というふうに見込んでおりま

す。 

 次に、９款の地方特例交付金でございますけども、定率減税の２分の１の縮減によりまし
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て、約半分の49.4％減の1億4,363万3千円と前年度よりも1億3,996万7千円の減少を見込んでい

るところでございます。 

 次に、10款地方交付税でありますけども、6.5％減の33億3,000万円と前年度より2億3,290万

円減少を見込んでおります。内訳は、普通交付税が2億3,290万円の減の29億円、特別交付税に

ついては前年度同額の4億3,000万円と見込んでおります。 

 なお、特別交付税については史跡地が太宰府市では15％であると。あるいは大学あるいは九

州国博、非課税地が非常に多いということから、今年度、平成18年度も含めまして今国の方に

特別交付税の増額の要求をいたしておるところでございます。来年度についても、その要望を

してまいりたいというふうに考えております。 

 それから次に、14款国庫支出金につきましては、前年度より3億9,836万8千円減の22億

3,104万5千円を見込んでおります。これは、税源移譲さっき言いましたけども、災害復旧の国

庫補助金の減少によるものでございまして、平成17年度でほぼ災害復旧の事業は終わったとい

うふうに考えております。 

 18款の繰入金については、82％減の1億7,462万6千円と前年度より7億9,288万円減少いたし

ました。これは昨年度まで財源不足の補てんとして財政調整基金や佐野土地区画整理事業基金

などの繰り入れを行っておりましたけども、今回は経常経費の切り詰めということで、先ほど

市長からも説明がありましたように、財源配分を政策的な経費別に分けて、その政策ごとに配

分をして減少に努めたと、そういう結果でございます。 

 次に、21款の市債でございますけども、今年度は災害復旧、散策路の整備、佐野土地区画整

理事業の事業がほぼ終了しましたために、25.9％減の17億8,220万円と前年度より6億2,190万

円減少しました。今年度の主なものといたしましては、通古賀地区整備事業、ふくおかコミュ

ニティ無線整備事業債、公園新設事業、それに史跡地購入事業で9億8,650万円と減税補てん

債、それから臨時財政対策債7億2,530万円の借り入れを予定いたしております。かなり市債を

抑えた形で今回予算を組ませていただいております。 

 歳入総額に占める市債の割合については、前年度の11.7％から2.1％下がりまして9.6％とな

っておりまして、平成18年度の市債残高は平成17年度末見込額よりも9,000万円減少しまして

239億円程度を見込んでおります。 

 それから、資料の４ページから６ページ、これは先ほど説明しましたものを自主財源、依存

財源という形で示しておりまして、５ページ、６ページにつきましてはグラフで見やすく、わ

かりやすくしたつもりでございますので、後で見ていただきたいと思います。 

 それから、８ページに参ります。８ページからは、これを性質別で区分をして皆さんに説明

を申し上げます。 

 ８ページの義務的経費のうち、人件費は人事院勧告によります職員給与の引き下げや国勢調

査が終了しましたために伴う報酬の減によりまして、前年度よりも1,138万4千円減少いたしま

した。 
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 扶助費につきましては、児童手当や児童扶養手当が増加いたしておりますけども、老人保護

措置費や生活保護世帯の減少、障害者医療費や母子家庭医療等が例年のように伸びていないと

いうふうに考えていまして、8,049万5千円減少いたしております。 

 公債費は３月補正、今議会に提案しておりますが、繰上償還を予定しておりまして、その影

響によりまして203万3千円の微増でとどまったところでございます。しかしながら、ここ数年

の財源不足から多額の赤字国債、通称臨時財政対策債というふうに言いますが、これを発行し

ておりますことから将来の市債残高、公債費の推移など後年度の財政運営に及ぼす影響を的確

に把握して、財政の硬直化を避ける必要があるというふうに考えております。したがいまし

て、人件費、扶助費、公債費の義務的経費総額では8,984万6千円減少いたしておりまして、こ

れも各セクションの部長、課長の努力のたまものだというふうに考えております。 

 次に、物件費につきましては3,358万4千円減少しております。これは中学校ランチサービス

等の備品購入費等の増加はありましたけども、臨時嘱託職員の削減や委託料、賃借料の削減に

よって減少をいたしたものでございます。 

 補助費等は消防組合負担金や下水道会計への補助金が増加したものの、大野城・太宰府環境

施設組合負担金や両筑衛生施設組合負担金、コミュニティバス運行補助金が減少したことによ

り、5,378万4千円の減となっております。 

 普通建設事業費につきましては、ふくおかコミュニティ無線の設置、五条駅の進入路の新

設、環境美化センターの改修、太宰府西中学校放送設備改修など新しい事業や通古賀地区の都

市再生整備事業、高雄中央通線の整備事業を計画しておりますが、反面地区道路あるいは佐野

土地区画整理事業、散策路の整備事業が終わりました関係で、14億650万8千円減少いたしてお

ります。 

 最後に、災害復旧事業につきましては平成15年７月19日の豪雨災害復旧事業が文化財施設災

害復旧を残しておりますけども、ほぼ終了したために減少をいたしたものでございます。 

 平成18年度のその他の主な事業につきましては、資料の９ページから13ページにそれぞれ施

策ごとに主な事業を示しております。継続事業、新規事業等を主にしておりますので、後ほど

ご覧をいただきたいというふうに思います。 

 簡単でございますけども、歳出については以上でございます。 

 終わりになりましたけども、議会議員の皆さんのご指導とご協力をお願いいたしますととも

に、よろしくご審議を賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第４５号 平成１８年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第２、議案第45号「平成18年度太宰府市国民健康保険事業

特別会計予算について」説明を求めます。 
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 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 議案第45号「平成18年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算に

ついて」ご説明申し上げます。 

 予算書は251ページからでございます。歳入歳出予算総額55億9,696万4千円と前年度当初予

算額に比べまして4億6,947万2千円、9.2％の増となっております。 

 まず、歳入でございますが、予算書では252ページと、それから257ページに歳入歳出予算事

項別明細がありますので、それによって説明をいたします。 

 歳入の主なものといたしましては、１款国民健康保険税につきましては、税制改正によりま

す老年者控除の廃止や公的年金控除の縮小に伴う税収の増、また平成12年度に介護保険制度が

始まって以来据え置いておりました介護保険第２号被保険者、国保被保険者の40歳以上65歳未

満の方に対する介護保険料の改定分を見込みまして、対前年度比8.9％増の19億3,198万8千円

を計上いたしております。 

 ２款国庫支出金につきましては、平成17年度の国の三位一体の改革に伴いまして、県への財

源が移されましたために対前年度比8.7％、1億3,899万2千円の減となっております。 

 ３款療養給付費交付金につきましては、退職被保険者等の増加に伴い対前年度比25.5％、

2億9,399万1千円の増額となっております。 

 ４款県支出金につきましては、先ほどの国庫支出金の減額に関連しまして、対前年度比2億

2,826万5千円の大幅な増となっております。 

 また、７款繰入金につきましては国民健康保険事業特別会計財政調整基金からの繰入金

2,910万3千円を含めまして、3億9,828万7千円を計上いたしております。 

 次に、258ページになります。歳出でございますが、主なものといたしましては、まず２款

保険給付費でございますが、近年の医療費の増高が継続しておりますことから、対前年度比

12.7％増の37億8,536万9千円を計上いたしております。 

 次に、３款老人保健拠出金につきましては、平成14年10月からの老人保健対象者の年齢が

75歳に引き上げられ、平成19年10月までは対象数の減が見込まれますが、老人医療費が増加し

ておりますことから対前年度比3.7％増の12億6,739万7千円を計上し、また４款介護納付金に

つきましても介護保険第２号被保険者１人当たりの負担額の増が見込まれますことから、対前

年度比の3.1％増、3億3,342万円を計上いたしております。 

 以上が歳入歳出の主なものでございますが、国民健康保険は国民皆保険を支える制度として

住民の健康と医療の確保を図るという基盤的な役割を担っております。しかしながら、今日こ

の制度は構造的に高齢者や企業からの委嘱者などが増加しており、また長引く景気の低迷など

により国民健康保険税の収入がなかなか増加しない中で、高齢化や医療の高度化などにより医

療費は毎年増え続け、財政運営は依然として厳しい状況となっております。増加の一途をたど

る医療費を抑制し、安心して医療を受けられる制度を維持するためにも本年度以降様々な医療

制度改革が予定されておりますが、今後とも国の動向を十分把握しながら国保事業を進めてま
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いりたいと考えております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（武藤哲志委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第４６号 平成１８年度太宰府市老人保健特別会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第３、議案第46号「平成18年度太宰府市老人保健特別会計

予算について」説明を求めます。 

 同じく健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 議案第46号「平成18年度太宰府市老人保健特別会計予算について」

ご説明申し上げます。 

 予算書につきましては、287ページからでございます。 

 老人保健医療受給者は、１月末現在で6,519人で、前年同月と比較いたしますと266人の減少

であります。これは受給対象年齢を70歳から75歳としたことによります年齢到達者の加入が生

じないことによるものでございます。しかしながら、医療費につきましては医療技術の高度化

や高年齢化に伴います増加により、平成18年度の当初予算につきましては歳入歳出予算総額を

59億5,858万4千円、前年度当初予算額と比べますと7億7,291万3千円、14.9％の増となってお

ります。 

 歳入でございますが、290ページをお願いいたします。 

 歳入についてでございます。１款支払基金交付金につきましては、医療費の増加に伴い前年

度に比較しまして6.9％、2億1,210万6千円増の32億9,929万4千円を計上いたしております。 

 ２款国庫支出金につきましては、前年度に比較しまして27％、3億7,192万円の増の17億

4,958万8千円、３款県支出金につきましては27％、9,298万円増の4億3,739万8千円としており

ます。 

 ４款繰入金につきましては、25.5％、9,590万7千円増の4億7,196万8千円を一般会計から繰

り入れるようにいたしております。医療費の増加及び医療費に対します公費の負担割合が上が

っておりますことから、前年度当初予算額に比較しまして大幅な増加となっております。 

 次に、歳出でございます。 

 歳出の主なものについてでございますが、２款医療諸費につきましては、医療費の増加に伴

い前年度と比較いたしまして14.9％、7億6,990万3千円増の59億2,398万9千円を計上いたして

おります。 

 以上、受給者に対します健康意識の高揚に向けた啓発や保健、医療、介護の連携によりまし

て適正な受診を推進するなど老人保健制度の安定を図ってまいりたいと考えております。よろ

しくご審議賜りますようお願いをいたします。 

○委員長（武藤哲志委員） 健康福祉部長、ただいま説明の段階で老人保健医療受給者を冒頭に説

明いただきましたが、２日目の審査のときに平成16年度、平成17年度決算の関係で老人医療対

象者がどのように推移しているかという資料について、今部長が説明した内容を含めて増加傾
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向、こういうものについては資料が提出できますか。 

○健康福祉部長（古川泰博） 提出いたします。 

○委員長（武藤哲志委員） 先ほど健康福祉部長が老人保健医療受給者を報告されましたが、この

予算書の中では出てきませんので、担当部の方から２日目の審査の段階では老人医療対象者の

資料を出していただくことを委員長の方から要求しておきます。 

 それでは、説明が終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第４７号 平成１８年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 同じく日程第４、議案第47号「平成18年度太宰府市介護保険事業特別

会計予算について」説明を求めます。 

 同じく健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 議案第47号「平成18年度太宰府市介護保険事業特別会計予算につい

て」ご説明申し上げます。 

 予算書は303ページからとなっております。 

 まず、本市の介護保険の対象者の現状でございますが、本年１月末現在で65歳以上の第１号

被保険者世帯につきましては8,769世帯、被保険者総数につきましては1万2,275人でございま

す。昨年同月末と比較いたしますと311世帯、516人の増となっております。平成18年度予算の

歳入歳出総額につきましては33億9,326万円で、前年度当初予算の31億7,307万1千円に比べま

して2億2,018万9千円の増額となり、伸び率につきましては6.94％となっております。 

 国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び繰入金につきましては、歳出の保険給付費に見

合う負担割合により予算額を計上いたしております。 

 それでは、歳入の主なものをご説明いたします。 

 ページにつきましては309ページの歳入歳出予算の事項別明細で説明をさせていただきま

す。 

 １款第１号被保険者の保険料は今回見直しを行いまして、今年度6億8,954万円を計上いたし

ております。前年度比23.96％の増、1億3,326万7千円の増額となっております。 

 ２款使用料及び手数料につきましては、新たに今年度から始まります地域支援事業の創設に

伴いまして予算化をしたもので、72万円を計上いたしております。 

 ３款国庫支出金につきましては、7億8,178万5千円を計上いたしております。前年度の

7.21％の増、5,258万6千円の増額となっております。 

 ４款支払基金交付金につきましては、40歳から64歳までの第２号被保険者の保険料で前年度

の1.98％の増、1,905万7千円を増額し、9億8,052万6千円を計上いたしております。 

 ５款県支出金につきましては、前年度の7.26％増、2,732万9千円を増額し、4億353万3千円

を計上いたしております。 

 ７款繰入金につきましては、前年度の2.85％増、1,487万6千円を増額し、5億3,714万9千円
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を計上いたしております。 

 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 

 310ページになります。２款保険給付費につきましては、介護サービス利用者の増加と予防

重視のサービスの創設によりまして、前年度の4.52％増、1億3,595万6千円を増額し、31億

4,054万8千円を計上いたしております。 

 ４款地域支援事業費につきましては、今回介護保険制度の改正に伴い新たに創設したもの

で、6,274万3千円を計上しております。 

 ６款公債費につきましては、第１期平成12年度から平成14年度と第２期平成15年度から平成

17年度に借り入れをいたしました財政安定化基金償還元金として3,272万8千円を計上いたして

おります。 

 以上が平成18年度の介護保険事業特別会計予算の主な内容でございます。平成12年度より始

まりました介護保険制度も５年を経過いたしまして、介護サービス利用者の増加、さらなる高

齢化の進行が予測される中で、新年度につきましては介護保険制度全般の見直しを行うととも

に、今回の見直しにつきましては予防重視型への転換と新たなサービスの創設、それから65歳

以上の保険料の見直しが主要な点でございます。本市におきましては、新たな保険制度に適切

に対応し、高齢者ができるだけ住みなれた地域で安心して生活できるよう、円滑な事業運営に

努めてまいります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（武藤哲志委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第４８号 平成１８年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につい 

              て 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第５、議案第48号「平成18年度太宰府市住宅新築資金等貸

付事業特別会計予算について」の説明を求めます。 

 348ページ、市民生活部長説明を願います。 

○市民生活部長（関岡 勉） 議案第48号「平成18年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算について」ご説明申し上げます。 

 予算書345ページから356ページをご参照ください。平成18年度の歳入歳出予算につきまして

は、総額1,230万8千円で、前年比37.3％の減となっております。予算総額が減額となりました

主な理由は、公債費の償還の減少に伴って歳入の住宅新築資金等補助金が95万9千円、基金か

らの繰入金を348万5千円、償還金を286万6千円減額したことが主な理由であります。長引く厳

しい社会経済情勢の中にありまして、地区の生活実態は依然として厳しい状況にあります。貸

付償還の向上につきましては、特別収納課と連携しながら夜間の家庭訪問等を行い、償還の促

進とあわせまして償還の意識向上に努めてまいります。よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

 以上でございます。 
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○委員長（武藤哲志委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第４９号 平成１８年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第６、議案第49号「平成18年度太宰府市公共用地先行取得

事業特別会計予算について」説明を求めます。 

 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） それでは、ご説明申し上げます。 

 議案第49号「平成18年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計予算について」ご説明申し

上げます。 

 ページで申しますと357ページから362ページまででございます。 

 本事業の歳入歳出総額は、7,982万8千円でございます。平成15年12月に本事業の特別会計の

条例を制定しまして、平成16年度から平成19年度まで４年間で一般会計の方へ買い戻している

ところでございます。本年度で３年目となります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 市長から提案理由の説明があっておりましたので、同じく建設部長か

ら予算についての説明がありました。これで説明を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第５０号 平成１８年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第７、議案第50号「平成18年度筑紫地区介護認定審査会事

業特別会計予算について」説明を求めます。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 議案第50号「平成18年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算

について」ご説明申し上げます。 

 予算書につきましては363ページからとなっております。 

 筑紫地区では介護保険事業に係ります介護認定審査会を４市１町で共同設置し、介護認定審

査に関します事務をとり行っております。事務局を担当します市町につきましては、２か年ご

とに輪番制とし、平成17年度、平成18年度は本市が担当市となっております。このようなこと

から、今回本市において筑紫地区介護認定審査会事業に関する特別会計予算を計上するもので

ございます。 

 平成18年度の歳入歳出予算総額は7,410万5千円で、前年度当初予算の9,256万円に比べまし

て1,845万5千円の減額となっております。伸び率につきましては19.94％の減となっておりま

す。 

 364ページになります。歳入の主なものからご説明をさせていただきます。 

 １款分担金及び負担金として認定審査会負担金を7,407万9千円計上いたしております。この
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算出の根拠につきましては、関係市町の均等割及び審査件数割によるものでございます。各市

町の負担金額につきましては369ページに記載をいたしておりますので、ご覧いただきたいと

思います。 

 次に、歳出の主なものについてご説明をいたします。 

 364ページでございます。１款１項総務管理費の2,493万4千円につきましては、嘱託職員の

人件費、介護認定支援システムの維持管理等に関します経費でございます。 

 続きまして、１款２項認定審査会費としまして介護認定審査会委員の報酬、費用弁償といた

しまして4,817万1千円を計上いたしております。担当市であります２か年間介護認定審査会の

効率的かつ円滑な運営に今後も努めてまいりたいと考えております。よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第５１号 平成１８年度太宰府市水道事業会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第８、議案第51号「平成18年度太宰府市水道事業会計予算

について」説明を求めます。 

 上下水道部長。 

○上下水道部長（永田克人） 平成18年度太宰府市水道事業会計予算についてその概要を説明いた

します。 

 予算書１ページの業務の予定量等につきましては、本会議での市長の提案理由説明と重複い

たしますので、４ページの事項別明細書からその主なものを説明いたします。 

 予算第３条の収益的収入及び支出でありますが、収入総額を前年度比12.6％増の12億

3,701万7千円、支出総額を2.8％増の12億2,476万4千円といたしておりまして、差し引き

1,225万3千円、税抜きにいたしまして702万3千円の純利益を予定しております。 

 営業収益の根幹を占めます給水収益は、前年度比1,034万3千円の増で10億5,412万3千円を予

定いたしております。これは新たに４月から供給開始いたします大原団地約150戸分が増え、

平成17年度決算見込み量の2.2％増の見込みをいたしております。 

 営業外収益の加入負担金につきましては、一般会計繰出金制度による高料金対策補助金を平

成２年度から収益的収入に計上いたしておりましたが、補助金が平成16年度に廃止されたこと

に伴い、収益的収入の財源不足を補うため、予算第４条の資本的収入から営業外収益へ予算組

み替えを行い、1億3,174万3千円を計上いたしております。 

 次に、予算書５ページ、営業費用につきまして、11億3,258万8千円で前年度比3,122万7千

円、2.8％の増加をいたしております。主な要因といたしましては、２目大佐野浄水場原水及

び浄水費1,714万3千円の増、及び９ページの６目減価償却費1,986万2千円の増によるものでご

ざいます。大佐野浄水場原水及び浄水費につきましては、福岡地区水道企業団からの受水費の
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増が主なものでございます。 

 なお、６ページの水城浄水場原水及び浄水費並びに新落合浄水場原水及び浄水費につきまし

ては、平成18年度から大佐野浄水場原水及び浄水費に組み入れ、廃目といたしております。 

 次に、９ページの営業外費用につきまして7,483万4千円で、前年度比143万4千円、1.9％の

減少をしております。主な要因につきましては、企業債支払利息の減によるものでございま

す。 

 10ページ、３項特別損失の329万4千円、36.4％増につきましては、不納欠損処分額の増でご

ざいます。これにつきましては、従来地方自治法の規定による５年の時効でございましたけ

ど、最高裁判所判例によりまして民法適用となったため２年時効になりました。そのことか

ら、平成18年度からこれに沿った事務を行うため、平成12年度から平成15年度分滞納分につい

て計上をいたしております。 

 次に、予算第４条の資本的収入及び支出につきまして、11ページの収入総額につきまして、

1億5,360万円で前年度比4億7,834万2千円、率にいたしまして75.7％の大幅減となっておりま

す。これはさきにご説明いたしました加入負担金について予算第３条収益的収入への組みかえ

をしたこと、また平成17年度には２年国債の投資有価証券売却代金約５億円を計上していたこ

とによるものでございます。 

 次に、12ページ、資本的支出総額につきましては10億2,814万7千円で、前年度比2億8,777万

2千円、38.9％の増加をしております。これは主に資金の効率運用を図るため、投資の５億円

を計上したことによるものでございます。 

 なお、本年度の配水管新設工事につきましては、通古賀地区再生整備事業で吉松及び国分地

域の一部及び三条菅谷団地全域の2,225ｍ、1億7,903万5千円を予定いたしております。 

 以上で概要説明を終わりますけど、14ページには資金計画、15ページから18ページには給与

費明細、19ページに債務負担行為に関する調書、20ページから22ページには予定貸借対照表及

び損益計算書を添付しております。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○委員長（武藤哲志委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第５２号 平成１８年度太宰府市下水道事業会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第９、議案第52号「平成18年度太宰府市下水道事業会計予

算について」説明を求めます。 

 同じく上下水道部長。 

○上下水道部長（永田克人） 平成18年度太宰府市下水道事業会計予算につきまして、予算書１ペ

ージの業務の予定量等につきましては、水道事業会計予算同様割愛させていただきます。 

 ４ページの事項別明細につきまして、収益的収入及び支出でございますが、収入総額を前年

度比8.3％増の18億7,519万2千円、支出総額を1.7％減の16億6,079万7千円といたしておりま

す。 
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 １項営業収益の根幹を占めます下水道使用料は、前年度比0.7％増の11億5,739万2千円を予

定いたしております。これは平成17年度決算見込み水量の1.6％増で、最近５年間の平均伸び

率等を見込みまして計上いたしておるものでございます。 

 ２項営業外収益の1億399万8千円、20.6％増でございますけど、主に一般会計補助金につい

て平成17年度に１億円減額していたことによるものでございます。 

 ３項特別利益の2,782万8千円につきましては、御笠川浄化センターの処理費用であります流

域下水道維持管理負担金におきまして、これまで生じていました累積剰余金を各構成団体の汚

水処理量で案分し、平成18年度から平成20年度までの３か年間で負担金の中で相殺する福岡県

との覚書によりまして総額8,348万4千円、年額で2,782万8千円減額されることになりました。

これを会計処理上支出には相殺前の負担金を計上いたしまして、相殺額については収入に振り

かえるものというものでございます。 

 ５ページからの支出につきまして、営業費用10億585万9千円で前年度比1,084万4千円増加い

たしております。この主な要因といたしましては、２目の排水量増に伴います流域下水道維持

管理負担金及び５目の減価償却費の増によるものでございます。 

 次に、７ページの営業外費用6億4,463万8千円で、企業債支払利息の減により前年度比

4,069万5千円、率にいたしまして5.9％の減少をいたしております。 

 次に、資本的収入及び支出につきまして、８ページから10ページでございます。 

 収入総額につきましては7億2,427万7千円で、前年度比3億7,891万2千円減少いたしておりま

す。これは建設改良補助対象事業の減少に伴い建設企業債、国庫補助金の減及び平成17年度に

は２年国債の投資有価証券売却代金を計上していたことによるものでございます。 

 ９ページの支出総額は14億239万7千円で、前年度比3,516万8千円減少いたしております。こ

れにつきましては、公共下水道整備費の減によるものでございます。 

 なお、10ページの企業債償還金は8億7,736万8千円、前年度比6,105万2千円増加いたしてお

ります。 

 なお、本年度の汚水管整備につきましては1,925ｍ、主に通古賀、吉松の土地区画整理事業

地内及びその周辺を予定いたしております。 

 雨水管整備につきましては、国分の陣ノ尾雨水幹線及び芝原雨水幹線312ｍを施工するよう

に計画しております。 

 以上、概要説明を終わりますが、11ページに資金計画、12ページから15ページに給与費明

細、16ページに債務負担行為に関する調書、17ページから予定貸借対照表及び損益計算書を添

付しております。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○委員長（武藤哲志委員） 説明は終わりました。 

 なお、本日委員の方に配付されております平成18年度太宰府市予算のただいま説明がありま

した審査資料要求書の提出について、再度確認をさせていただきます。 

 明日の午後１時までとなっておりますので、資料要求については時間を厳守いただきますよ
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うお願いいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（武藤哲志委員） 以上をもちまして本日の予算特別委員会を散会いたします。 

              散会 午後３時38分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 



－15－ 

１ 議 事 日 程 

   〔平成18年太宰府市議会 予算特別委員会〕 

                                    平成18年３月20日 

                                    午前 10 時 04 分 

                                    於 全員協議会室 

 日程第１ 議案第44号 平成18年度太宰府市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第45号 平成18年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

 日程第３ 議案第46号 平成18年度太宰府市老人保健特別会計予算について 

 日程第４ 議案第47号 平成18年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

 日程第５ 議案第48号 平成18年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第６ 議案第49号 平成18年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計予算について 

 日程第７ 議案第50号 平成18年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算について 

 日程第８ 議案第51号 平成18年度太宰府市水道事業会計予算について 

 日程第９ 議案第52号 平成18年度太宰府市下水道事業会計予算について 

２ 出席委員は次のとおりである（２０名） 

  委 員 長  武 藤 哲 志 議員      副委員長  不 老 光 幸 議員 

  委  員  片 井 智鶴枝 議員      委  員  力 丸 義 行 議員 

    〃    後 藤  晴 議員        〃    橋 本   健 議員 

    〃    中 林 宗 樹 議員        〃    門 田 直 樹 議員 

    〃    渡  美 穂 議員        〃    大 田 勝 義 議員 

    〃    安 部 啓 治 議員        〃    山 路 一 惠 議員 

    〃    小  道 枝 議員        〃    清 水 章 一 議員 

    〃    佐 伯   修 議員        〃    安 部   陽 議員 

    〃    田 川 武 茂 議員        〃    福  和 美 議員 

    〃    岡 部 茂 夫 議員        〃    村 山 弘 行 議員 

３ 欠席委員は次のとおりである 

   な   し 

４ 太宰府市議会委員会条例第18条により説明のため出席した者の職氏名（４５名） 

  市    長  佐 藤 善 郎        助    役  井 上 保 廣 

  収  入  役  松 島 幹 彦        教  育  長  關   敏 治 

  総 務 部 長  平 島 鉄 信                石 橋 正 直 

  地域振興部長  松 田 幸 夫                三 笠 哲 生 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  古 川 泰 博 

          村 尾 昭 子        建 設 部 長  富 田   譲 

  上下水道部長  永 田 克 人        教 育 部 長  松 永 栄 人 

総務部政策統括
担 当 部 長 
地域振興部地域コミュ
ニティ推進担当部長 

健康福祉部子育て 
支援担当部長 



－16－ 

  監査委員事務局長  木 村   洋        総 務 課 長  松 島 健 二 

  秘書広報課長  和 田 有 司        行政経営課長  宮 原   仁 

  財 政 課 長  井 上 義 昭        税 務 課 長  古 野 洋 敏 

  納 税 課 長  児 島 春 海        地域振興課長  大 藪 勝 一 

  まちづくり企画課長  木 村 和 美                神 原   稔 

  産業・交通課長  山 田 純 裕        観 光 課 長  木 村 甚 治 

  市 民 課 長  藤   幸二郎        環 境 課 長  武 藤 三 郎 

          蜷 川 二三雄        人権・同和政策課長  津 田 秀 司 

  人権センター所長  西 山 源 次        福 祉 課 長  新 納 照 文 

  子育て支援課長  和 田 敏 信        すこやか長寿課長  有 岡 輝 二 

  国保年金課長  木 村 裕 子        保健センター所長  木 村   努 

  用 地 課 長  陶 山   清                大江田   洋 

  教 務 課 長        井 上 和 雄        学校教育課長  花 田 正 信 

  社会教育課長  松 田 満 男        文化財課長  齋 藤 廣 之 

          鬼 木 敏 光        建設課管理係長  金 藤 忠 晴 

  建設課都市開発係長  井 上   均 

５ 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  白 石 純 一        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  伊 藤   剛        書    記  花 田 敏 浩 

  書    記  満 崎 哲 也 

まちづくり技術
開 発 課 長 

まちづくり企画課
都市計画担当課長 

環境課環境施設整備 
担 当 課 長 

中央公民館長 
兼市民図書館長 



－17－ 

              再開 午前10時04分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（武藤哲志委員） ただいまから休会中の予算特別委員会２日目を再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第４４号 平成１８年度太宰府市一般会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 日程第１、議案第44号「平成18年度太宰府市一般会計予算について」

を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 それでは、まず本日、この審査の関係がありますが、委員から資料要求がありました予算審

査資料をお開きいただきたいと思います。 

 各委員から資料要求が出されておりますが、私の方から、まずページ数の載っていない総務

省の１月19日、20日付の内かんに基づく太宰府市にかかわる部分については、委員長より資料

要求をいたしております。 

 それと同時に、当初予算の説明書をお開きいただきたいと思います。 

 初日に各部長から平成18年度の予算についての説明をいただきましたが、本日、歳出にかか

わる部分については、まず３ページをお開きいただきたいと思います。 

 平成17年度、平成18年度の歳出関係についての予算額、構成比、そして増減額、こういう状

況での内容が計上されております。特に災害復旧事業や佐野土地区画整理事業の終了により、

200億円が180億円になったという説明も受けております。 

 それから、続いて８ページをお開きいただきたいと思います。 

 ７ページ、８ページに今年度の当初予算の歳出、これが各款別に出されております。 

 それから、８ページが性質別構成比として、人件費から物件費、こういう状況で前年と比較

が出されておりますし、大きく人件費、それから物件費、普通建設事業繰出金という形で出し

ていただいてますし、右側の方には性質別の構成比が出されております。 

 それから、予算審議の部分では、平成18年度の戦略プロジェクトの主な事業として、９ペー

ジから新規、継続として掲載されておりますので、委員、この部分についても資料要求のあっ

ている部分もありますが、こういう新規事業、継続事業として、９ページ、10、11、12、13ペ

ージに歳出にかかわる事業名が掲載されております。 

 それでは、まず予算書の56ページをお開きいただきたいと思います。 

 それと、審査資料をお願いいたします。 

 まず、歳出にかかわる部分で16ページをお開きください。 
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 委員から出されております資料要求に基づきまして、各市民団体に交付する補助金で、前年

度と比較して10％以上増額になった団体名とその理由という形で、社会教育課、地域振興課の

関係で、５団体が掲載されております。 

 それから、17ページ、18ページについては、例年資料要求があっておりますが、今年度の各

課別の臨時職員、嘱託職員、委託職員、再任用職員関係についてが、17、18ページに報告され

ております。 

 それから、基金として、審査上、各款に出てきますので、19ページをお開きいただきたいと

思います。 

 ここでは太宰府市の基金の状況として、財政調整基金、それから減債基金、特定目的の基

金、その他の基金として、各歳出のページで出てきますので、ここの総括が出されておりま

す。 

 20ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここでは、特定目的基金の基金計画、それぞれの具体的な使途についてということで、まほ

ろばの里づくり事業基金、地域福祉基金、学校施設等整備基金、ふるさと・水と土保全基金、

環境基金、総合運動公園整備事業基金、公共施設整備基金、灌漑用揚水ポンプ施設管理基金、

佐野土地区画整理事業基金、歴史と文化の環境整備事業基金、住宅新築資金等公債償還積立金

の具体的使途が出されております。 

 それから、21ページには、公共施設の指定管理者制度の移行への考えという形で、平成18年

４月から公募により指定管理者団体が２団体、同じく各ナンバーを打っておりますが、３番か

ら次のページの22ページの22番、それから平成18年度も引き続き直営で管理を行う部分につい

ては23番から23ページになりますが、61番まで。そして、平成18年度から民間に移譲する施設

としては、３款に出てきます都府楼保育所です。 

 それから、24ページをお開きいただきたいと思います。 

 事務事業の見直しにより、廃止、縮小になった事業内容についてが26ページまで出されてお

ります。 

 各委員から出された歳出の総括的な資料がただいま委員長より説明いたしました。 

 これに基づいて質疑もありましたら、歳出の各款で質疑を行っていただきたいと思います。 

 それでは、56ページの１款１項１目各節について、委員から質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２款１項１目についての審査に入ります。 

 各１節から13節については質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 行政区関係費、秘書関係費についての質疑ありませんか。 

 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） 予算書61ページのですね、行政区関係費の中で、行政区事務費補助金
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というのがあるんですけども、これ、確認しときたいんですけども、この1,144万円というの

は、市政だよりを配るための補助じゃないかと思うんですけども、今回は市政だよりが月２回

だったのが１回に減っておりますけども、この金額からいったら、この金額の減り方というの

は、昨年度の予算に比べてですね、さほど減額になっていないんですけど、そのあたりのご説

明をお願いいたします。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務課長。 

○総務課長（松島健二） この件につきましては、平成17年度まで隣組事務費補助金という形で各

隣組当たり、１律に9,000円の補助金を支出いたしておりました。 

 その使途につきましては、隣組長手当として支出してあったり、またこの金額に上乗せをし

て支出してあったりするなど、区によっていろんな取り扱いが違っておりました。そういった

ことで、市といたしましては、各隣組の編成につきましては、おおむね20戸でお願いをしたい

ということで指導を行っておりましたが、現実的に隣組の数字が１けたのところであるとか、

30戸のところ等がございまして、この隣組長におきましては、今言われました広報の配付であ

りますとか、市の方でそれぞれ住民の方にお願いをしますアンケートの調査の取りまとめ、そ

れと自治会活動では区費とか隣組費の徴収、そして冠婚葬祭にかかわる事務、そういったもの

でですね、大変ご苦労をおかけいたしております。 

 そういった中で、今回、地域の実情に合わせたところで、平等割と世帯割という形の中で今

回提案をさせていただいておりますが、広報の配付のみということではなくて、やはり自治会

活動の中で各隣組長が占める事務的な取り扱い等が非常に大きなところがあるというところで

ですね、今回は先ほど申しましたように、平等割と世帯割という形の中で提案をさせていただ

いております。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 審査資料の24ページをお開きいただきたいんですが、今までこの広報

「だざいふ」発行回数を縮小して月１回に変更という形になって、そのかかわりが今片井委員

から質疑ありましたが、議会にかかわる内容がありますが、議会広報が年４回発行されており

ますが、１日付になった場合、議会広報が15日付にお願いをしていたことがあるかどうか。特

別に区長に議会広報を出す前に、20年前、区長会にお願いをした経過がありますが、議会広報

とのかかわりについては内部検討された経過がありますか。 

 総務課長。 

○総務課長（松島健二） 月に１回の広報の発刊という形になりますが、今回、それぞれ行政区に

ついての配送につきましては、月２回の配送日を設けております。そのうちの一回が広報の配

送日。あと一回はですね、基本的に少なくなるかと思いますが、いろんな隣組に対しての周

知、そういった文書の配送日という形で、月２回の配送日を設けております。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） そうすると、行政区にはやはり２回の回覧板が回るというふうになる
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わけですね。 

 総務課長。 

○総務課長（松島健二） はい、そのとおりです。 

○委員長（武藤哲志委員） その辺は広報委員会としても調整をしていただいて。 

 小委員。 

○委員（小道枝委員） 今、片井委員の方からも質問がありましたけれども、その行政区が44ご

ざいますよね。その中で、各組に、私、昨年も申し上げたんですが、10軒足らずで１組、そし

てその中で20軒、30軒という組もあると思うんですよ。その辺の調整を、一応執行部の方とし

ては20軒を目安にということで区長さんとの相談をしましてということやったんですが、いま

だ、どの辺までその辺の周知がされていらっしゃるのか。 

 それと、今、回覧板を２回とおっしゃいますけれども、その中には例えばスポーツ財団の折

り込みがあったり、太宰府館の折り込みがあったりと、いろいろと折り込みがあると思うんで

すよね。それで、その分も、区長さんを通じて隣組長さんのお手をとらせていると思います。 

 それと同時に、広報が１回になったということで、市民がいろんな活動をするに当たって、

２回ありましたから、そのＰＲ、啓発、募集に当たりましての回数が極端に減ってくると思う

んですよね。その辺の団体との絡みは、単に予算の面で１回ということになっていると思いま

すけれども、いろんな団体がいろんな面で市政だよりを頼りにＰＲしているんですが、その辺

はどのように考えていらっしゃいますか。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、委員の皆さんに、今65ページとのかかわりがありまして、65ペ

ージの市政だより関係費で広報の発行が月１回になったという形で計上されてまして、それと

行政区関係費と重なっておりますので、そこの部分を含めて審査ということになりますので。 

 総務課長。 

○総務課長（松島健二） まず、１点目の隣組の編成についてお答えをいたします。 

 先ほど来申してますように、隣組の世帯数が１けたであるとか30に近いとかという部分の中

で、市としておおむね20戸でお願いをしたいというのは事あるごとにですね、区長会の方にお

願いをしております。が、なかなかですね、昔からそういうふうな隣組をつくられているとい

うような地域の実情等もありましてですね、なかなか進んでいないのが現状なんですけれど、

今後もですね、20戸をめどにですね、編成をお願いしたいというお願いをしていきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに委員から。 

 田川委員。 

○委員（田川武茂委員） 編成についてちょっと。マンションがありますね。マンションが今度、

第一交通株式会社、34戸なんですよね。それで、それを１組にするとですね、１階から７階ま

で行ったり来たりせないかんわけですよね。だから、区長からも相談があったんですけど、そ
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れは２組が妥当じゃないかと。そうすると、17戸、17戸ですよね。そういうふうな格好になる

わけですけど、それでもよろしゅうございますかね。それとも、やはり20を目標とした、基本

とした組内でなからにゃいかんのですか。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務課長。 

○総務課長（松島健二） これは地域の実情にそれぞれかかわってくる問題ですので、市がお願い

しているのは、あくまでもおおむね20戸でお願いをしたいということですので、前後する分に

ついては差し支えないというふうに考えております。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） これは行政区全体にわたることなんですけども、行政区にですね、入

る補助金というのが、建設課から入ったり、中央公民館の関係から入ったり、かなりいろんな

課から行政区に入るようになっているんですけども、それで、さっき小委員がおっしゃいま

したように、何十戸の行政区から2,000戸を超える行政区もありまして、その入るお金という

のはかなり差が出てくるんですよね。これ、いたし方ないんですけども、今後、例えばそれ

を、国から地方への補助金としてなんですけども、こう使いなさいということを、ある程度枠

組みを外して、その行政区でもう少し自由な裁量で扱えるように今後考えていくことも必要じ

ゃないかと思うんですけども、やはり行政区のですね、昨年度の決算委員会に出ました資料を

見ましたら、一千何百万円貯金しているところもありますし、市からもらったお金でかつかつ

の１年間の会計をやっているところと、かなり行政区によって差が激しいんですよね。ですか

ら、やはり行政区にかかわる補助金とか、すべての問題をもう一度洗い直して、今後、もう少

し行政区の裁量でやっていく部分を増やしていった方が自治も育つんじゃないかと思うんです

けども、これはコミュニティ推進協議会等も関連があると思うんですけど、そのあたりについ

て検討か何かなさっているでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務課長。 

○総務課長（松島健二） 具体的な検討まではいたしておりませんが、近隣の状況等も勘案しなが

らですね、今後、調査していきたいというふうに思います。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、秘書関係費について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 表彰関係費についてありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２目１節から13節について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目１節、８節、９節、11節、13節、14節について質疑ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（武藤哲志委員） ４目11節から19節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５目11節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６目９節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ７目11節から27節、質疑ありませんか。 

 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） ７目の、69ページ。 

○委員長（武藤哲志委員） まだそこは行っとりませんが。 

○委員（中林宗樹委員） 行ってない。66まで、はい。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに委員から質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、進みます。 

 それでは、審査資料の27ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、ページ数は69ページの方に２款１項７目410細目庁舎維持管理費の15節営繕工事、臨

時工事、この部分の内容について報告がなされております。 

 それから、次の審査に入りますので、28ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここでは資料要求として職員互助会負担金の見直しで、16万8千円の減額理由と、負担率、

今後の見直し、こういう部分が出されております。 

 それでは、戻ります。 

 それでは、２款１項７目、ここでは11節から27節まで大変長くなっておりますが、ここにつ

いての委員からの質疑ありませんか。 

 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） 69ページのですね、一番上の光熱水費と、410細目庁舎維持管理費の光

熱水費が上がっておりますけど、これはどう違うんかということで。 

○委員長（武藤哲志委員） 財政課長。 

○財政課長（井上義昭） 69ページの一番上の光熱水費につきましては、従来、いきいき情報セン

ターの施設の光熱水費をですね、財団の方で一括して支払いをしていただいておりました。こ

の分を平成18年度から財政課の方で一括して支払うということで、いきいき情報センター全体

でですね、光熱水費5,076万6千円が大体平成16年度決算並みでございますが、この分を平成

18年度から新たに計上したということでございます。それで、庁舎維持管理費の光熱水費につ

きましては、庁舎の光熱水費ということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 中林委員。 



－23－ 

○委員（中林宗樹委員） はい、いいです。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに委員から質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、８目11節、13節、14節について質疑ありませんか。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） 69ページ、庁舎維持管理費のところですけども、項目ではないんですけ

ども、庁舎の耐用年数、あとどれぐらいあるのか、わかれば教えてください。 

○委員長（武藤哲志委員） 財政課長。 

○財政課長（井上義昭） 庁舎につきましては、大体60年ぐらいだと思います、耐用年数がです

ね。ですから、あと40年前後ぐらいじゃないでしょうかね。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 今、20年ぐらい。二十何年ね。はい、結構です。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに委員から質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、９目。まず、審査資料19ページをお開きいただきたいと思

います。 

 ここで財政調整基金の部分ですが、財政調整基金として、今年度12万7,000円と減債基金6万

1,000円は19ページの上段に積立予定額で、取り崩しはなし。平成18年度末残高としてそれぞ

れ5億9,992万5,183円、7万6,595円という報告が出されております。 

 まず、この財政調整基金費についての委員からの質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、10目１節から19節まで、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、職員衛生管理費、行政評価費、その他の諸費についての質

疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２款２項１目。審査資料の29ページをお開きいただきたい

と思います。 

 ここで、ＩＴ推進費関係の15節の部分の工事請負費についての報告がなされております。 

 それでは、２款１項１目１節から25節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、審査資料の29ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここで太宰府ガイド本作成の委託の内容、それと次のページに入りますが、まちづくり推進

費の関係でサイン整備工事、これは前年から行われております。次に市史編さん関係費につい

ての説明があっております。 



－24－ 

 それでは、２款２項１目、再度１節から25節までの質疑ありませんか。 

 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） 13節ですかね、サイン整備ガイドライン作成委託料ということで上がっ

とりますけど、これはどういうことを委託されるんですか。委託内容について説明をお願いい

たします。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） 審査資料の30ページの方にご説明いたしておりますようにで

すね、いわゆる市民、それから来訪者、そういった方々にですね、市内を周遊していただける

ということで、できるだけわかりやすいような、そういう案内板を設置しようというようなこ

とでですね、一応、その辺を、いろんなデザイン、形状とか色、そういったものを業者の方に

委託してつくりたいというふうに今計画しております。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） 再三、委託料は出てきますけども、やはり行政庁内でですね、そこら辺

のある程度のことをやってですね、こういう委託料についても300万円というのが100万円ぐら

いで済むようなですね、方法で、何とか庁内である程度ガイドラインなんかもですね、できて

くるんじゃないかと思いますけど、そこら辺の工夫はどんなでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） 外注は行いますけども、基本的には市の考え方をですね、い

わゆるそういうふうな市のアイデンティティーを用いまして、それで業者の方にこういった形

でやってくれというようなことは当然指導いたしていきます。また、今後そういった形での検

討はやっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） 今のサイン整備の件ですけども、今の説明ですと、看板の設置というこ

とになるんですか。 

 今、国博の駐車場の案内の看板が旧国道３号線にも幾つか立っていますけども、ああいう形

の誘導とかになるわけですか。 

 サイン整備というのがぴんとこないんですよ。どういうものをするのかというのがね、なか

なかぴんとこないんですよね。だから、ああいう看板をイメージすればいいのか、どういうも

のをイメージ。今あるものとすれば、こういうものですよというものがありましたら教えてく

ださい。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） 今、計画いたしておりますのはですね、道路の誘導看板じゃ
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ございませんので、いわゆる市民、それから市内を訪れる観光客に対しましてですね、市内に

どういうところが、史跡地とかですね、名勝とかそういったものがあるかとか、そこに簡単な

説明を入れたり、自分のいる場所からどのぐらい行ったらですね、次に何があるというような

ですね、表示とか、あるいはさっき言われました、国博まではここから何キロですよとかです

ね、そういったものをですね、一応つくりたいというふうには考えております。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） それであるならですね、もう一つ、その前に太宰府ガイド本作成という

のがありますよね、この委託料というのが。これと一緒でいいような気もしないでもないんで

すよね、そういうもの。何でこれ、分けられるのかなという気もするし、そういうものという

言い方が悪いかもわかりませんが、そういったものであれば、今現在でもあるんじゃないです

かね。史跡地はこういう場所にありますとか、そういったものは今も資料があって、わざわざ

つくらないかんもんなのかという気もするんですよね。 

 それと、太宰府ガイド本作成ということで重ねてお伺いをしますけども、このガイド本の作

成の委託先が、委託先というか、太宰府ブランド創造協議会に委託するわけですが、この協議

会は太宰府市の商工会と太宰府観光協会と太宰府天満宮及び本市で構成するということになっ

ているわけですね。これには内側の人だけしかいないんですよね。旧態依然のものになるので

はないかと、私は危惧をするわけです。ここに、今日本でも国立博物館ができて注目をされて

いるときに、どうしてよそから見たブランドというものをですね、創造する協議会にしないの

かというのが非常に疑問なんですよ。何で旧態依然なのかというね。それは私の考えですか

ら、いや、そうじゃないと言われればそれまでですけども、そこら辺がね、何でですか。なぜ

外部を入れないんですか、こういうものに。一番大事な部分じゃないんですか。そうせんと変

な勘ぐりをするんですよ。また今までどおりで済ましてしまうんじゃないかと。僕は毎回言っ

ていますように、なぜそういった、外から来ていただける観光客の人たちの目線を入れないの

かというのがね、疑問で仕方がないんですが、お答えください。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、回答を求めます。 

 まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） まず、このガイド本の作成業務でございますけども、これに

つきましては、今ご指摘があったようにですね、いわゆるブランド創造協議会というのを立ち

上げておりまして、いろんな形でもてなし事業とかですね、共同イベント事業等をやっており

ますけども、一応、今回ですね、観光課の方でいろんな市内のですね、ご案内をする観光パン

フレットはあると思いますけども、それだけじゃなくて、この中にはですね、いろんな、ここ

に書いておりますように、太宰府の四季折々のですね、まあ太宰府の見どころですね。あるい

は食事どころとかですね、そういったものが一目でわかるようなガイド本を作成しようという

ことで、そういうことでこの関係４団体がですね、それぞれ持ち合わせております情報をです
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ね、提供していただいて、いろいろ論議をした中でですね、そういったものをつくっていこう

と。当然、外部ということになりますけども、それにつきましては当然、作成に当たりまして

は委託という形で業者委託になりますので、その辺は民間が持っておるノウハウもですね、十

分取り入れながらですね、一緒にこういうものをつくっていきたいというふうに考えておりま

す。 

 それと、サインの方ですけども、サインにつきましてはですね、まあガイド本とサインが１

つでもいいんじゃないかというご意見でしょうけど、一応、サインにつきましては、あくまで

も現場でのですね、来訪者が例えば散策されるという中で、現場でそういった、どこに何があ

ると、ここから何キロ行けばどこに何があるよというようなところをですね、つくりたいと。

そこで若干の簡単な説明もするし、既存のですね、今サインは、どう言いましょうかね、観光

でつくられております、ここから施設名を書いて、ただ距離を入れとるだけでですね、そうい

ったものがありますけども、今回つくろうとしておるものは、そういったところでいろんな誘

導案内をですね、そういった情報を提供していこうというふうな形でですね、ちょっと考えて

おります。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、福委員と安部陽委員があれですが、その関連があるわけです

ね。 

 まず、それじゃあ回答を再度求めたいということですから、関連を許可します。 

 安部陽委員。 

○委員（安部 陽委員） 先ほど福委員が言いましたように、太宰府ブランド創造協議会、これ

が負担金になっているわけですね。それで、４社で総予算がどれぐらいになるのか。それと、

ガイド本の販売を促進するということですから、恐らくこの負担金というのは印刷費ではなか

ろうかと思いますが、その点の確認です。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） それとあわせて、福委員、回答があった部分について再度質疑あり

ましたら。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） ２つありましたので、サインの方から行くと、要するに、例えば政庁跡

に来たら、そこに説明をしてという形の説明板というふうに理解したらいいんですか。僕の理

解度が悪いのかもわからんけども、そこがちょっとよく、だからそこの、史跡地なら史跡地に

行ったときに、ここからこの史跡地にはどれぐらいかかりますよとか、そこに行く方法をそこ

で示してあるとか、そういうことですか。さっきの説明を聞きよったら、本か何かつくってす

るのかなということで僕は理解をしたもんやから、ちょっとわからんようになってしまったん

です。僕の言ったことで理解よければ、もう回答要らんけど。いいですか、そういうことです

ね。 

 それともう一点は、別にこのブランド創造協議会がだめだということを僕は言ってるわけじ
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ゃなくて、そういういわゆる四季折々の見どころですね、それから食事どころなんかを、内側

じゃなくて、実際に来ていただく人に食べていただいて、こういういいところがあるんですよ

というのを見てもらうというのが、僕は、新しい国博ができてですよ、太宰府市をアピールす

るいい機会だから、今までどおり内側の人が、ここがいいですよ、あそこがいいですじゃなく

て、外から見てもらって、ここもいい、あそこもいいというですね、そういうものをお金をか

けてつくるならですよ、新しくつくるならそういうものをつくったらどうかなということを言

いたいわけですよ。だからね、旧態依然というかね、また内部満足で終わってしまうような気

がしてならんわけですよ。だから、まあ、これはもう回答だけお願いします。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、回答を求めたいと思います。 

 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） このガイド本と申しますのは、29ページに紹介してますとおり、今

まではそれぞれ４つの団体が個々ばらばらにまちの紹介なり、いいところの紹介というか、や

っておりましたけども、今回、こういう国博の開館を記念に、いろんなところからいろんな要

望なり希望なりがありますので、どうせやるならばこの４団体が一緒になって、それぞれ持っ

ているノウハウを一本化して内外に広くＰＲする材料をつくろうというのが今回のきっかけな

んです。 

 それで、市外のノウハウと言われますが、そのとおりにやる予定にしています。それぞれ観

光協会からもですね、いろんな、観光協会の方にもいろんな提言があっているし、商工会にも

そんな意見が集まっていますので、そういうのを集約した中での整理整とんをしていきたいと

思います。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、地域振興部長、それからまちづくり企画課長、その商工会、観

光協会、天満宮、太宰府市ということですけどね。だから、天満宮周辺だけに絞るのか、まあ

太宰府も広い範囲にありますけど、商工会員の店だけを紹介するというようなことになってく

ると、また問題も起こりますし。だから、この太宰府ガイド本作成というのは、この太宰府市

全市を対象とするのかですね。この辺は予算委員会ですから、どの範囲まで入るのかですね。

観光ガイド的なものもあるだろうし、その辺を再度。 

 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） あくまでも範囲は太宰府市内全域を予定いたしております。 

○委員長（武藤哲志委員） 今、地域振興部長から説明がありました。 

 まず、77ページの13節関係、これについて委員から再度質疑ありませんか。 

 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） このガイド本は800万円かけてつくるわけですから、本当にいいもの

をつくってほしいと思いますし、ガイド本のですね、内容によって、やっぱりお客さんという

のは全然変わってくると思います。 

 それで、ガイド本をつくるに当たってのですね、今後のスケジュールとかわかっていたら教
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えていただきたいんですけども。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） まだ詳細のですね、スケジュールは組んでおりませんけど

も、当然、年度内というよりもできるだけ早くつくりたいという希望は今持っております。 

○委員長（武藤哲志委員） 安部陽委員。 

○委員（安部 陽委員） この太宰府ブランド創造協議会が負担金となっているわけですね。それ

で、負担金になっているから商工会だとか観光協会も負担していると思いますので、それの総

予算。 

 それから、負担金だから、このガイド本を販売するとなっているから、この負担金は印刷費

の意味じゃないだろうかというとこを聞き直しているんです。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） 太宰府ブランド創造協議会の方に今年度は一応300万円とい

うことで予算を組んでおりますけども、昨年度の実績ではですね、市が430万円、それから観

光協会が10万円、商工会が10万円、それから天満宮は130万円という形でですね、一応予算を

組んでおります。 

 それと、昨年度は特にもてなし、博物館がオープンしたということで、ＣＯＴＯＣＯＴＯ太

宰府もやりましたので、それは別に300万円ございましたけども、そういうことで、一応予算

規模といたしましてはですね、大体昨年度と同様ぐらいを今考えております。 

 以上です。 

 失礼しました。 

 それから、内容についてはですね、基本的には委託料という形でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 安部陽委員。 

○委員（安部 陽委員） ようわからんね。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） 一応、印刷ではないかというご質問でございますけども、一

応印刷費も含みます。委託料という形をとります。 

○委員長（武藤哲志委員） 安部陽委員。 

○委員（安部 陽委員） はい、オーケー。了解。 

○委員長（武藤哲志委員） 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） これは先ほど福委員も指摘されましたけども、やはり太宰府にはで

すね、これからいろんなところの方が見えますので、せっかくつくるガイド本が内部だけの目

線で見るんではなくて、やはり太宰府に訪れてくる人の、何ていうんですか、市場調査ですか

ら、マーケティングというか、そういうことをやった上で、ある程度時間をかけて立派なもの

をつくってほしいと思います。ガイド本をつくることのみに、それが早くつくるということに

なったら、やはり中身が本当に弱く薄くなりますので、やはりきちんとおいしいところとか、
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やはり太宰府の見どころとかも、いろんな方の声を取り入れてつくってほしいと思います。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 関連、許可します。 

 小委員。 

○委員（小道枝委員） ちょっと具体的にお尋ねしたいんですが、ここに食事どころとか四季

折々の見どころというのがございますね。ただ、この食事どころというのは、太宰府全市、例

えば太宰府には年金センターにあるみかさの湯、それからまた天満宮、竈門神社付近、それか

ら西の方、いろいろあると思うんですよね。そういうところも載せられるんですか。 

 それと同時に、これを何冊ぐらい、例えばどんな、まあ単行本方式でいくのか、書店に太宰

府見どころ何とかという何かの、そういうふうに冊子にして置かれて、値段をどれぐらいで何

冊、どのようにして販売されていくのか、その辺の具体的な計画は考えた上での予算なんでし

ょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） 今言われました店舗につきましては、当然、全市域を対象に

いたしております。 

 それから、販売部数については、今のところ３万部ほどをですね、計画しておりまして、こ

れは書店とかですね、そういったところで販売をするように今計画をしております。 

 販売のですね、１冊の値段は、まだはっきり幾らと決めておりません。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 清水委員。 

○委員（清水章一委員） 食事どころの話でね、なかなか、これは行政がつくる、まあ負担金もあ

るわけですが、まあ行政が関連するので、選定の仕方で、あそこは載っているけど、うちは載

っとらんとかいう問題がどうなのかなという形がちょっとしているわけですけど。例えば、載

せるお店に関しては、幾らか広告料みたいな形でいただくよとか、そういう形でやるのかどう

かですね。 

○委員長（武藤哲志委員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 清水委員さんがおっしゃるとおり、広告料とかもですね、視野に入

れながら紹介をしていきたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに委員から。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それから、各委員、お願いします。前の方は私が見えませんので、質

疑ある場合は声をかけていただきたいと思います。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） 順調に進んどったんですが、済いませんでした。 

 もう一つ、委託料の中の総合交通計画策定委託料ですね、これは今度されるんですよね。そ
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れで、お伺いしますけども、これは何年後の太宰府を想定して計画をされるのか、ここをまず

お伺いしたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） この総合交通計画の策定業務の委託料でございますけども、

これにつきましては国立博物館が開館したということも受けまして、今までの天満宮だけので

すね、交通渋滞プラスそういうふうな博物館の来訪者、車での来訪者でのですね、交通の流れ

も少し変わってきておるんじゃないかということからですね、改めましてですね、全体の既存

のいろんな今まで調査してきた資料、そういったものもですね、一応一緒に再度検討しなが

ら、改めてですね、市全体の交通量の流れとかそういったものを調査したいということで、一

応そういう形で考えております。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） ということは、交通量の調査だけ。 

 何で私、ここで聞くかというと、先ほど質問しましたように、何年後というような言い方を

したのはですね、要するにＪＲ太宰府を想定した上での交通量の計画策定をするのか、それは

なしでするのということを、そのＪＲ太宰府駅というものをはっきりした上で調査をしないと

意味がないんじゃないかということが言いたいんですよ。せっかくこれだけ、500万円、お金

をかけて調査をしてつくる。じゃあ、もうＪＲ太宰府駅をやめたんであればいいですよ。もう

計画にありませんというんであれば、今度、この交通計画策定をした上で今から先の太宰府の

交通を考えていけばいいでしょう。しかし、近い将来的にＪＲ太宰府駅をつくる考えが皆さん

の方にあるんであれば、それが計画になった段階でこれをしても遅くはない、そうしないとま

たしなきゃいかんですよということが言いたいんですよ。だから、むだはやめて、もう今回、

ＪＲのことが決まっていないなら決まるまでやめて、いつＪＲするならする、しないならしな

い、それを決めた上でこういったものを使わないと、またしないといかんじゃないですか。そ

のとき、また500万円かかるでしょう。ということが言いたいんですよ。それが決まらん間

は、これはやめた方がいいんじゃないですか。僕はそう思います。 

○委員長（武藤哲志委員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） この問題はですね、福委員さんが何年後を想定しているのかとお

っしゃいますけども、まずは今回の国博の開館を体験しまして、全く想像していなかった部分

とかも混雑をしましたので、今回は市独自だけでこういう計画をつくるのではなくて、国土交

通省、つまり国あるいは県、それから国立博物館、それから天満宮、そういう官民の団体、関

係者も含めた中ですぐできること、あるいは将来こうあってほしいということ、当然質問の中

にありますＪＲ、いわゆる西地区のまちづくりも想定した中での計画書をつくりたいというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 
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○委員（福和美委員） それはそれでいいですけどね。揚げ足取るわけじゃないですけども、こ

こは交通問題でしょう。総合交通計画のことを今話しているわけです。 

 ＪＲ太宰府駅ができるということは、全体の交通が変わるということでしょうが。西地区だ

けの問題じゃないんですよ。じゃあ、もしＪＲをつくってもね、あれは西地区だけのまちづく

りですよというんであれば、それはそれでいいですよ。しかし、あそこをつくることによっ

て、まほろば号の運行も変わってくるでしょうし、観光関係も、今度はＪＲから引っ張ってく

る交通問題も考えないかんでしょう。そういうことは抜きでいいんですか。 

 要するに、もう西地区という言葉、やめてくれませんか、ＪＲ太宰府駅と。あれは、我々が

とらえているのは、あれができることによって太宰府全体のまちづくりが変わるんだというと

らえ方で一生懸命取り組んでいるわけであって、西地区だけがよくなるから取り組んでいるわ

けじゃないんですよ。ただ場所が西地区にあるというだけの話だと僕は、回答は要りません

よ。それの回答は要りませんけども、そういうことで取り組んでいかないとね、まほろば号の

税金をつぎ込んでいる問題も、減らす方法になかなかいかんでしょうし、観光とまほろば号を

結びつけるね、路線というのもなかなか厳しいだろうと思うんですよ。そのためにも交通問題

としての一つの拠点を、西鉄の拠点はあるわけですから、ＪＲとしての拠点。九州からは新幹

線で来る可能性だってあるわけですから、そういったものをですね、総合的に、まあ今回はそ

こまではいかないんだと、そういう違った意味での交通の体系を調査するというんであればで

すね、それはもうそれで結構だと思いますので、回答は要りませんが、よくちょっとそこあた

りをですね、考えていただきたいと要望します。 

 以上。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、まず審査資料の19ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

   ここで積立金として、まちづくり推進費、歴史と文化の環境整備事業基金として挙がってお

ります。なお、まほろばの里づくり事業基金としては、今年度取崩予定額が85,226千円、特定

目的基金の歴史と文化の環境整備事業基金については、51,007千円の積立予定額で、53,400千

円の取崩しを行いたいと。そしてそのまま審査資料の32ページに歴史と文化の環境税関連施設

整備等補助金の支給状況と使途明細（金額）。本会議で岡部議員からの一般質問があっており

ましたが、ここのかかわりがその取崩額について出てきております。 

   それでは、まずここまでとして今から11時10分まで休憩します。 

              休憩 午前11時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時10分 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、休憩前に引き続き再開します。 

   ２款２項１目について再度質疑ありませんか。 

 渡委員。 
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○委員（渡美穂委員） すみません。積立金のところなんですけれども、このまほろばの里づく

り事業基金なんですが、本年度約8,500万円取り崩しが予定されておりますけれども、これは

具体的な使途はどのようなものになっているんでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 審査資料の19ページです。 

 8,522万6千円の取り崩し予定としての内容。 

 まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） まほろばの里の基金の充当でございますけども、私の方にで

すね、今配分になってる予算は、まず九州北部学園研究都市整備構想推進会議の負担金、これ

28万5千円です。 

 それからですね、サイン整備、それから先ほど出ておりました総合計画、太宰府ブランド創

造協議会負担金、それとガイド本作成、それから花いっぱい運動、景観形成、こういったもの

が私の方に充当しております。 

○委員長（武藤哲志委員） 審査資料32ページの中で平成18年度5,100万円以内でという部分、こ

れも含まれているんですか。これは違う。 

 それでは、ちょっと整理をいたします。 

 審査資料の19ページ、今渡委員から出されておりましたように、積み立ては4万2千円です

が、現在平成17年度末残高見込が2億766万563円で、4万2,000円積み立てて、8,522万6千円の

取り崩し額については、まほろばの里事業基金としてのいろんな分野にわたると思いますが、

主な取り崩し額についてはまちづくり企画課長から説明があります。担当部分はちょっと分か

れると思いますが、それではまちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） それじゃ、全体のですね、約8,500万円の内訳をご回答申し

上げます。 

 まず、市史編さん関係ですね、それからキャンパスネットワーク情報、それから観光課が行

っております観光宣伝関係、あるいは施設の整備関係、それから老人憩いの場整備事業、それ

と生け垣推進の協力金ですね、補助金。それから、天神様ほそみち再整備事業、それと学校教

育の音楽・文化・芸術の振興、施設整備。それから、図書館、図書館整備事業。それから、文

化財がふれあい館の主催事業、散策路整備の文化財調査費、それと史跡公有化事業、こういっ

たものに充てております。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） すみません。このサイン整備工事の部分でですね、これは観光案内サ

インとか誘導サイン等となっておりますけど、これちょっと関連で要望したいんですけども、

公共施設のですね、場所がどこにあるのかというのがなかなか市内わかりにくくて、一番身近

な例では市役所がですね、五条駅からおりたときに市役所の位置がどこにあるのかわからない

という状況があるんですよ。それで、ほかの市町村のホームページを見ましたら、市役所に関
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してもきちんとした案内地図が出ておりますので、やはり公共施設というのは太宰府の方だけ

でなくて、最近は他の都市の方も使いますので、もう少し公共施設に行くですね、誘導とか、

案内も考えていただけたらと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） 回答を求めますか。 

 それでは、進みます。 

 ２款２項２目１節から14節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款２項３目８節から19節、質疑ありませんか。 

 渡委員。 

○委員（渡美穂委員） 屋根のない博物館空中散策業務委託料というのがあるんですけども、こ

れは以前何か報道で見た記憶がある、ヘリコプターかなんかを飛ばす事業かなというふうに想

像はしているんですけど、具体的にちょっと教えてください。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） これもですね、一つの観光行政の一環ということで、いわゆ

る市民、それから来訪者を対象にいたしましてですね、いわゆる散策するのも大事ですけど

も、また違った角度でですね、太宰府市の歴史的文化遺産を空中から見ていただいて、改めて

太宰府のよさをですね、再発見していただこうということで一応今回計画をいたしておりまし

て、そういうことでですね、うまくいけば、これ定例化できればいいかなというふうな考え方

を持っております。 

（「答えていない。ヘリコプターかなんか答えていない」と呼ぶ者

あり） 

 失礼しました。今ご質問のあったように、ヘリコプターに搭乗していただくということです

ね。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 力丸委員。 

○委員（力丸義行委員） 関連です。関連というか、今の内容なんですけど、総事業費が115万円

ということですか。それと最大何人ぐらいがヘリコプターに乗れるのかということと、乗るに

当たって負担金を取られるかというところを教えてください。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） 予算は今お願いいたしております115万円を一応考えており

ます。それから、今の予測では大体50人前後ぐらいというふうに考えております。それから、

当然ですね、搭乗者に対しましては負担金をですね、いわゆる搭乗代ということで予算化を歳

入の方でもさせていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 力丸委員。 
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○委員（力丸義行委員） その搭乗の金額は幾らなんですか。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） 今のところ予算では予算審査資料の12ページに載せておりま

すけども、１人大体3,000円ぐらいの50人を目安に15万円という形で考えております。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、12ページの一番下の方に屋根のない博物館空中散策参加費15万

円。 

 ほかには。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） ちょっと戻りますけど、先ほど渡委員の質問で回答があった件ですけ

ど、まずまほろばの里づくり事業基金の項目だけは教えていただきましたが、例えば次の項目

にあります市史編さん関係費の中でですね、この部分がまほろばの里づくり事業基金を取り崩

した部分ですよというのは出てこないわけですので、出てきませんよね。先ほど言った項目の

その内訳のですね、金額というのもちょっと教えていただけませんか。もしよければ、今じゃ

なくて結構ですから、一覧表として、この部分に幾らですよ、幾らですよというのがわかんな

いとですね、どのぐらいの割合でどういうことに基金を使ったのかとはっきりさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。委員長。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、審査資料の19ページですね、委員の皆さんお開きいただき

たいと思うんですが、今年度特定目的基金として1億7,462万6,000円が取り崩されるというこ

とです。その中で歴史と文化の環境整備事業基金、それから特に先ほど大きな金額としては渡

委員から出されておりますまほろばの里づくり事業基金、地域福祉基金、それから当然灌漑

用揚水ポンプ施設管理基金はぽんとありますが、ふるさと・水と土保全基金、ここの部分につ

いて150万円、大まかな予算の振り分けが目的外という状況になる部分については、予算の振

り分けについては２日目あたりまでには資料として出せますか。 

 まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） 一覧表を出したいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、委員の皆さん、今この取り崩しの支出内容については出す

ということですので、その時点でまた質問を許可します。 

 それでは、進みます。 

 再度、２款２項３目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、４目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、５目の１節から14節まで質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（武藤哲志委員） ６目。なお、83ページの中のコミュニティバス運行補助金7,462万6千

円については、31ページ、審査資料、大幅減となっている前年度との比較、こういう形で運行

補助金と平成17年度の部分が出ております。最終的には差が出ておりますので、ここの部分ま

で含めて入ります。 

 それでは、６目の11節から19節まで質疑ありませんか。 

 安部啓治委員。 

○委員（安部啓治委員） コミュニティバス関係のですね、工事請負費の中で五条駅進入路新設工

事でございますが、これは道路の幅員、それから一方通行にするのかどうか。それから、現在

あるタクシーの待機所がどうなるのか、お願いします。 

○委員長（武藤哲志委員） この278万6千円と500万円については新規事業になっておりますの

で、具体的な説明を。 

 まちづくり技術開発課長。 

○まちづくり技術開発課長（大江田 洋） これにつきましては、今警察との協議中でございまし

て、先日取得しました県道筑紫野・古賀線の方から進入した場合、通過交通を発生させると三

差路交差点で非常に危険な状態になるということで、完全に閉鎖しなさいという指導もあって

おります。閉鎖した場合、じゃ、まほろば号をどう回すかというのもありますし、ゲートをつ

けてとめた場合もどうなるかというのもありますので、今その辺は警察、それから内部での調

整中でございます。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 再度、ちょっと委員が今まちづくり技術開発課長から説明を受けまし

たが、ちょっとイメージがわかないんですよ。だから……。 

 まちづくり技術開発課長。 

○まちづくり技術開発課長（大江田 洋） 五条駅前広場は現在五条口線の方から入って駅前広場

でまほろば号、それからタクシーがターンして出ていっております。今回取得しました土地が

県道筑紫野・古賀線、あの土地を取得しております。それを駅前のロータリーと接続します

と、一般車両が通過してしまいます。五条口線の方から入った車が県道に出ていってしまうと

いう状況、それから県道の方から五条駅広場を通って五条口線の方に出ていくという。結局県

道に三差路ができるという状態があります。三差路ができますと、踏切からの距離、それから

五条口入り口信号からの距離が近過ぎるということと、それからそれをするためには右折レー

ンをつくるとかという条件がたくさん出てきまして、通過交通は発生させてくれるなと、あれ

だったらバス専用の用地としてバスだけが出入りするんならいいよということになりますの

で、駅前広場とつなぎますと必ず一般車両が通り抜けします。それで、バスだけを通過させる

とすれば、ゲート等を設置しなきゃいけないということで、いろんな諸条件ございまして、バ

スだけを通したときに市民からここを通させろという要求が出たとき、市として対応できるか

と。あけなきゃいけなくなると、やはり三差路の交差点が発生するということ等がありまし
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て、今現在内部で調整中であります。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 安部啓治委員。 

○委員（安部啓治委員） 今現在タクシーの待機所が３台分か４台分かありますが、その分はどう

考えていくのか、考え、今のところありますか。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり技術開発課長。 

○まちづくり技術開発課長（大江田 洋） タクシーにつきましては、今現在バスが入ってきてタ

クシーの手前でＵターンして出すという状況がいいんじゃないかと。タクシーの待機所を今少

しいじめなきゃいけなくなる要素もあります。その場合、今現在建物が立っていたところを解

体して駐車場か何かになっておりますので、そこに緑地帯がございます。そういうのも全体的

に考えてタクシーの待機所は確保しながら、通過交通発生しないでバスはＵターンして出てい

くような形をとらないと、ちょっと今現在では警察の方の許可はおりないというところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 小委員。 

○委員（小道枝委員） 15節の方のバス停留所の設置工事というのは、新設するんですか、今あ

るところをするんですか、ちょっと教えてください。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、まちづくり技術開発課長、ここに出ていますバス停留所設置工

事と今説明を受けた内容とありますが、バス停の場合はこれ本年度予算、新たに計上されてい

ますが、新たなバス停を今説明あった中につくるのか、別なのかを、あっ、担当が違うわけで

すね。 

 産業・交通課長。 

○産業・交通課長（山田純裕） このバス停留所設置工事につきましては、ダイヤ改正を含みまし

て、ダイヤ改正がありましたときの時刻表の張りかえということでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 小委員。 

○委員（小道枝委員） 単純にダイヤ改正による張りかえだけなんですか。高雄からのまほろば

号が何か今工事が始まっておりますが、その辺も含んではいないんですか、お尋ねします。 

○委員長（武藤哲志委員） 産業・交通課長。 

○産業・交通課長（山田純裕） 高雄路線につきましては、さきの一般質問とか代表質問でもお答

えしましたように、今後見させていただくということで、それよりも全体的に今回運行コース

を見直そうとか、ダイヤ改正をしようと、それに伴いますダイヤ改正も出てきますので、その

あたりのコースの変更とダイヤの、時刻表の張りかえと、そういった分で設置工事になってお

ります。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 清水委員。 
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○委員（清水章一委員） 審査資料の31ページにですね、コミュニティバスの運行補助金というの

がありまして、これは運行経費全体としてはかなり縮小されていますよね。しかし、運行収入

は上がっていますよね。これは運行経費が縮小というのは、赤字路線をどうのこうのというの

は一般質問でありましたが、この辺の縮小の内容と運行収入が逆に言うと上がるというバラン

スがあるわけで、この辺のところの説明をもう少ししていただけますか。 

○委員長（武藤哲志委員） 審査資料の31ページに、前年度と比較したものを資料要求しておりま

して、その部分について産業・交通課長へ再度清水委員の質問、質疑があっておりますので、

説明を求めます。 

 産業・交通課長。 

○産業・交通課長（山田純裕） 今年度、平成18年度に減額予定の分でございますけども、これに

つきましては平成17年度は高雄路線、この分が開通するということの運行経費も60日分予算に

計上させていただいておりました。それで、運行補助金が当初予算で1億2,000万円ということ

になっておりますけれども、最終的には実績まだ、今年度の実績になりますが１億円ぐらいに

なると思います。要するに、2,000万円ほどが60日分高雄路線の開通予定に係る運行費用とい

うことで計上をさせていただいておりました。それが今年度、平成18年度につきましてはない

ということになります。 

 そして、今度は運行収入が上がってる分につきましては、一般質問とかでもお答えしていま

すように、経費の見直しを行うということと、それからもう一つは私どもは収益増を図るとい

うことを平成18年度の目標にしておりますので、そういった分で収入増ということもここに加

味させていただきました。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 清水委員。 

○委員（清水章一委員） そうすると、ダイヤ改正の見直しで相当運賃が、収入があるという解釈

でいいかなと思いますが、この中には先ほどのお話の中に、最大の懸案事項でありました高雄

の部分に関してはまだ検討中ということで、この中には含まれていないということですね。 

○委員長（武藤哲志委員） 産業・交通課長。 

○産業・交通課長（山田純裕） 高雄路線につきましては、これには入っておりません。今後十分

検討させていただくということにしております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに、委員から。 

 田川委員。 

○委員（田川武茂委員） 今の説明でほぼわかるんですけど、60日間ですよ、運行管理費、

2,500万円が1,900万円、69万円、これは60日間分を差し引いてもね、運行管理費はそう対して

変わらんと思うんですが、そこら辺の状況をちょっとご説明お願いします。 

○委員長（武藤哲志委員） 産業・交通課長。 
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○産業・交通課長（山田純裕） 60日分につきましては、管理費、要するに人件費とか保険料と

か、いろいろ燃料費も含めまして約700万円ぐらいというようなことがございます。それか

ら、それに伴いまして、運行に伴いますダイヤのお知らせとか、いろいろな分につきまして

も、これが900万円ぐらいかかるということ、それから新しいバスをそういった路線表示など

しますので、そのあたりの総備品が500万円ということになりますと2,100万円ぐらい必要だっ

たということになります。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） すみません。運行収入がですね、平成17年度が4,500万円で平成18年

度が6,900万円に大体なっておりますけども、これ単純に計算したらですね、５割の運行収入

増しになっているんですよ。今のまほろば号でですね、５割の収入増が望めるのかというの

は、これはもう疑問でですね、もともとこの予算の組み方自体にも実現不可能な気がするんで

すよね。これは厳しいんじゃないかと思うんですけども、そこの点いかがでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 産業・交通課長。 

○産業・交通課長（山田純裕） 確かに、利用者を急激に増やすというようなことは難しいとは思

います。しかし、まほろば号の運行につきましては、運行経費から収入を差し引いた分が補助

金になっておりますので、これは運行経費の見直しということも十分、今までもお話ししてき

ましたけども、費用を下げていく、そして今度は収入を上げていくという努力も必要というこ

とになってきますと、このあたりの分が運行収入でとりあえずといいますか、この金額になり

ますけども、ダイヤ改正で運行経費を落としていくと、いろんな形で出てくるというふうに思

っています。 

○委員長（武藤哲志委員） 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） 相当厳しくて、この実現は難しいんじゃないかなと私は思うんですけ

ども、例えばですね、この中にはですね、まほろば号の運賃改定とかも視野に入れているとい

うこと、それはないんでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 産業・交通課長、説明もあっておりましたが、ある一定、路線の利

用、一般質問でもあっておりましたが、どの路線が収益が一番少ないとかですね、収益が上が

っているとか、回数、時間帯の問題だとかという、こういう具体的な試算をした上で運行収入

を上げようという状況になっていますが、ある一定、路線の時間帯の変更とか、そういうもの

もあるわけでしょう。だから、そういう内容を含めて再度説明いただきたいと思うんですが。 

 産業・交通課長。 

○産業・交通課長（山田純裕） 路線によりましては、確かに非常に厳しい路線がございます。で

すから、そのあたりはダイヤ改正ということで見ていきたいというふうにも思っていますし、

また路線によってはある程度乗っていただいているという部分もございますけども、このあた

りもまたやっぱり時間帯によって違いますので、そのあたりももう一回調査しながらですね、
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何時のあたりは乗っていただいている、このあたりは要らんかなというようなことも見直しな

がらやっていきたいというふうに思ってます。その調査は可能でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 運賃は現在100円ですが、運賃の引き上げは行わないのかという質問

が片井委員からあっていましたが。 

 産業・交通課長。 

○産業・交通課長（山田純裕） これも全体的な分で見直していきたいというふうに思っていま

す。１つは、必ず料金を上げたからということで収益が上がるかどうかということもわかりま

せんので、乗っていただくということも大事でございますけども、それによりまして乗客が減

るということになりますと、また難しい面もございますので、そのあたりも含めまして検討さ

せていただきたいというふうに思っています。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに委員から。 

 田川委員。 

○委員（田川武茂委員） 運行補助金についてですね、平成17年度は１億2,000万円、この中で運

輸省からの地方交付税で補助金があるという、70％、80％あると私たちは聞いておるんです

が、平成18年度はどういうふうになります。それが、運輸省からの補助金ありますかな。可能

ですか、それは、不可能ですか。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、交付税措置をされるということで、前年の資料には、平成17年

度には交付税対象の金額を計上しておりましたが、今年度このコミュニティバスについての補

助金が、ある一定経常的なものとして見込まれているのかどうか。その辺は財政課か、産業・

交通課か、どちらかでも構いませんが。 

 財政課長。 

○財政課長（井上義昭） ただいまお尋ねの地方交付税の分でございますが、まほろば号の運行経

費につきましては、特別交付税の方に算入をされております。過去の実績から申し上げます

と、大体運行経費の９割程度が計算上算入されておりまして、実際に１日当たりの平均乗車

率、これが算定の大きな要素になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 清水委員。 

○委員（清水章一委員） 一般質問にもあっていましたけど、高雄の問題ですたいね、これなかな

かずっと一般質問でも随分出ておりまして、一つの目安として国立博物館開館までに間に合う

ように運行したいと、こういう市の見解があっているわけですね。交通の問題とかいろんな問

題があって、国立博物館の開館には間に合わなかったと。今実際に高雄台とこちらの方とをつ

なぐ道路を今整備しておりますよね。そういう意味においてはもう市民の方々は、大方の方は

通るという、私たちもそういうぐあいに言ってきましたし、そういうぐあいに思っておられる

わけですね。それをアンケートをやって、余り何かそのアンケートの結果が思わしくなかった

という話でやめたとなってきたときに、その反動というのはかなり私強いんじゃないかという
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感じがするわけですね。まほろば号も、高雄の方もやっぱりしっかり今検討されていると思い

ますけども、これは一つはコミュニティバスですので、儲けるということはないわけですね。

もともと福祉バス的な要素があるということを言われてますので、私たちもそれはそれでやむ

を得ないなということで、この部分に関しては予算として計上してもいいという形でやってき

ておるわけですね。ですから、その辺の高雄地域の人たちの信頼を欠くようなことをですね、

私はやってはいけないんじゃないかなという心配をしておりますし、やはりどういうコースが

いいのかなということでいろいろ考えておりますので、最大限ですね、やっぱり市民の期待に

こたえるという方向でですね、ご返答いただかないと、予算は計上していないよ、それは議会

認めたよというわけにはいかんなという感じはするんですけども。 

○委員長（武藤哲志委員） 以前から高雄地域の用地買収だとか、どのように進入させるかの説明

が議会全員協議会だとか所管の委員会でもあっておりましたが、その経過も含めて、今高雄地

域のコミュニティバスの乗り入れについての進行状況を各担当部で報告できるところがありま

したら。 

 産業・交通課長。 

○産業・交通課長（山田純裕） アンケート調査につきましては、調査、それから分析をしている

段階だというふうにお答えしたと思いますけども、それにつきまして、当然ここに分析に取り

かかって、もちろん結果は出ておりますけども、それこそ乗っていただくということで路線を

ある程度示したアンケート、ないし地元にお話をせんといかんなというふうにも思っていま

す。こういうアンケート後の結果としましてですね。そうしますと、今西鉄の路線が走ってお

りますので、このあたりの分が非常にまた難しくなってくるというふうに私どもは今の段階で

思っております。ですから、そのあたりをもう一回ですね、今度は今年度いろいろな検討をす

る中の一つとしまして、試行運転、試行的に期間、二、三か月ですけども走ってみて、そして

ダイヤも検討していきたいなと、ルートも考えていきたいなというふうに思っておりますの

で、それも一つでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） いいですか。 

 財政課長。 

○財政課長（井上義昭） 訂正を１件お願いいたします。 

 先ほど特別交付税に算入されている率が９割程度というふうに私申し上げたと思いますが、

実際のところ８割でございました。訂正をお願いいたしたいと思います。申しわけございませ

ん。 

○委員長（武藤哲志委員） ただいま特別交付税に運行収入の80％を計上するという状況で、その

80％が全部来るわけではありませんし、計算方法があります。 

 それじゃ、不老副委員長。 

○副委員長（不老光幸委員） さきの片井委員の質問の関連ですけども、運行収入が約2,400万円

増えるようになっているんですけども、これ簡単にはなかなかいかないと思うんですけども、
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単純に考えてですね、24万人増えないと100円の場合には増えないわけです。審査資料24ペー

ジに利用促進の件で書いてありますけども、こういった中で例えば時刻表なんかもあるんです

けども、そういった中で時刻表に広告なんかも載せてですね、お客さんがこれ見て、例えばど

こかの病院に行くのにまほろば号を利用するとかですね、あるいはまほろば号の運行、ダイヤ

の改正もされると思うんですけども、運行の場合にですね、実際に市民の方が利用しやすいよ

うな方面をですね、取り入れられるかということをですね。一つは私どものところからです

ね、結構まほろば号に乗って都府楼駅まで乗っていって、それから西鉄電車に乗る方が多いわ

けですね。それからもう一つは、太宰府にＪＲの駅があるのは都府楼南駅があるんですけど

も、そこまでですね、例えばＪＲの時刻表なんかが載っておれば、まほろば号に乗るとか。二

日市まで行くにはなかなか不便なんですね。あるいは都府楼駅横のバイパスの下を高速バスが

運行されているんですけども、あれを実際に利用しますと博多駅まで25分で行くわけですね。

だから、そういう関連性まで含めてですね、検討された上でですね、そこまで考えてやられる

のか。 

 それからもう一つは、今国民年金保養センターがあるんですけども、あそこがやっぱり何回

も一般質問で話が出ていたんですけども、あそこが独自にバスの運行を駅までやっていますよ

というのがありますけども、実際にあそこの１年間のですね、平成17年度の日帰りの利用者が

ですね、10万人超しているんですね。１か月に9,000人ぐらいにすると、１日にどれぐらいに

なりましょうかね、300人ぐらいになるんですね。実際にあそこのおふろに入っていかれる方

が、結構お年寄りの方が一人で住んであって、おふろに行って、あそこでお昼食事でもしょう

かとか、そういうふうな利用をされる場合に、太宰府駅まで行ってそこからあそこのバスが来

るのを待っているわけですね。そうじゃなくて、再三何回も言われているように、あちらにま

ほろば号の運行を取り入れればですね、それでずっと行っちゃうわけですね。帰りはまたいろ

いろそこのバスを利用するということはできるでしょう。 

 そういうことも含めてですね、やっぱり総合的にもう少し見直してですね、ただここに書い

てあるように、利用促進をする、観光客の利用、ＰＲとかですね、地域住民の積極的な利用と

か、車内広告よりも私はこういう時刻表にですね、広告をとってするとか、あるいは関連の公

共機関の運行時間表を一緒につけてやるとかですね、それくらいのようなことを考えて、もう

少しですね、考えないと、この25万人というのは簡単にはいかないと思いますけども。ちょっ

と意見のような感じになりましたけども、いかがなものかと思って話しました。 

○委員長（武藤哲志委員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） このまほろば号、コミュニティバスにつきましては、平成10年から

スタートいたしまして、ちょうど８年が終わろうとしております。私も先ほど言いましたけ

ど、たまたま担当いたしましてですね、やはり収入あるいは経費の面、それから利用者の数、

これらをずっと経過を見ておりますけども、特に１便平均の13人、12人、これは過去四、五

年、全然伸びてないわけなんですね。これも今回国博がオープン、あるいは観光という視点か
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ら滞在型、あるいは回遊性というのも含めながら、あらゆる、政策をいま一度やっぱり原点に

返って見直しを図ろうと、いわゆる経営目標をきちっと立てて、収入はいかに増やすか、経費

をいかに減らすかというのをですね、いろんな全体の中でのいわゆる経営努力をしながら、あ

るいはそうした市民の方の要望も聞きながら全体調整を図りながら検討していきたいというふ

うに思っておりますので、今回運行補助金が何千万円減ったから大丈夫かという指摘、意見も

十分参考にしながら、あらゆる角度から分析をしていきたいというふうに思っております。 

 それから、年金センターへの要望につきましても、これはもう何年か前からもうそういう要

望があっておりました。やはり今回の高雄の要望の問題とも含めまして、やはりそういう採算

性も含めながら市民の利便性をいかにして確保するかという観点からもう一度きちっと原点に

返って見直しをしていきたいというふうに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） 田川委員。 

○委員（田川武茂委員） 前年の実績が1億6,500万円、西鉄にこれは委託料で払ったわけですね。

今回1億4,000万円ぐらいになるわけですけど、これはもう８年経過したわけですけどね、今後

もやっぱり西鉄に委託するわけでしょうか。それとも、競争の原理で、競争入札とか、そうい

うことは考えておりませんか。少しでも安く、これをですよ、安くなるように競争の入札と

か、そういうことは考えておられませんか。 

○委員長（武藤哲志委員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 現時点では西鉄にお願いをする予定にしております。将来的にはど

うなるかということは現時点では言えませんけども、ただ、今現在検討しているのが筑紫地区

の交通担当課長レベルで、それぞれコインバスを持っておりますので、その辺の連帯、連携あ

たりも今検討中なんです。それで、春日市、大野城市、もう既にコインバスを走らせて、西鉄

に委託をしております。それから、現在筑紫野市も運行開始に向けて調査研究をされておりま

す。そういう全体的なですね、筑紫地区での接点、かなり市民要望も多うございますので、そ

れらを含めながら今後の検討課題としたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、担当部、担当課長、今西鉄が市役所の横から宇美町までバスを

出してますよね。だから、そういう西鉄は路線として現在のところ太宰府市から宇美町まで、

もともと西鉄は二日市まで行っていたんですが、この路線を太宰府市のコミュニティバスが市

外である宇美町まで入れることが可能かどうか。だから、そういう運輸局、今規制緩和の関係

ありますが、それと同時に以前から西鉄が東ヶ丘あたりを太宰府高校までの部分を大変ドル箱

と言われて何年もしていますが、その辺の西鉄との協議をしながらやっていくという可能性は

あるのかどうか。西鉄の場合に、できれば宇美町まで、市外までこのコミュニティバスを入れ

ること、西鉄にかわって太宰府市のコミュニティバスが宇美町へ入る。今宇美町周辺では環状

線問題、大きく取り組んでおって、ぜひ太宰府市、国博にという問題があるんでしょうけど、

市外から町内に入ることが可能かどうか。それから、やはりこの運行収入を先ほど各委員から

何人も出されていますが、はっきり言って運行収入がこんな大きな収入を得るということにな
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れば、今西鉄が持っているドル箱路線を太宰府市に譲渡できないかどうか、これだけ委託を７

年もしているわけですから、その辺を協議課題として検討することができないかどうかもあわ

せてちょっと報告いただければと思いますが。 

 産業・交通課長。 

○産業・交通課長（山田純裕） まほろば号を他市町にということにつきましては、今申し上げま

した関係課長会議、いろいろやっています中では、それぞれが可能であるという方向で、将来

検討していこうというふうなことでも話しております。ですから、宇美町、それから筑紫野

市、春日市、いろいろなところにつけることは可能だというふうに思って検討していきます。 

 もう一つのドル箱、高雄線ですけども、これにつきましては西鉄が今西鉄料金で160円とか

180円で走っておりますので、これをまほろば号が走るということになりますと、今の料金で

言いますと100円の料金になります。そうしますと、どうしても西鉄は太刀打ちできないとい

うか、今はドル箱でしょうけども、まほろば号がそれにかわって運行するとなると、相当の費

用が、100円で走るには倍乗っていただかないといけないような形になりますので、非常に難

しくなるんじゃないかなというふうに思っています。ですから、違うルートを考えながらとい

うことも含めて、ルートを、高雄路線は考えていきたいというふうに思っています。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２款２項の６目を終わります。 

 ７目11節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２款３項に入ります。 

 １目１節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２目の７節から23節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、87ページについては資料要求があっておりまして、審査資

料の32ページ、先ほども説明いたしましたが、歴史と文化の環境税関連施設整備等補助金の支

給状況と使途明細がここで19節の部分に対して出ております。昨年は6,160万円でしたが、今

年度減額になっております。 

 それでは、徴税関係費や特別収納事務費を含めて質疑ありませんか。 

 山路委員。 

○委員（山路一惠委員） 歴史と文化の環境税関連施設整備等補助金についてお伺いしたいんです

が、ようやく１月に管理協会が設立をされたということで、この協会には全事業者の方が加入

をされているのかどうかが１点と、あとその管理協会の方でどういうふうに使うかを検討して

もらうということですが、それで上がってきた内容、こういうものに使いたいという要望が出
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てきたときには、もうそれをそのままオーケーするのか、それとももう一度運営協議会等でそ

の内容を検討するのかどうか、その２点について伺います。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 協会への加入事業者数につきましては、今のところ二十数者でですね、

まだすべてのところとの話し合いはついていないという形で聞いております。最終的には、協

会会長、副会長は１台以上の全事業者を含めて協会の中に入ってもらいたいという意向で、事

業者の役員で協議をしながら鋭意全者加入への説明へ回っているという形で話は聞いていると

ころでございます。 

 もう一点の使途につきましては、現状では身体障害者等も多いので、結構各駐車場で車いす

を貸してくださいとかという話があるそうです。今のところではですね、ちょっとまだこれは

内部の協議なんでしょうけど、協会として車いすを買って事業者の方に貸し出すとかというシ

ステムも考えてあります。 

 今は、まだ設立したばかりですので、今協会の中でそこら辺を詳細に煮詰めてあるそうで

す。使途目的につきましては、やはり状況によっては内部協議をしたいというふうには考えて

おります。すべてあくまでもまちづくりに関する、これは補助金ですので、やはりまちづくり

に関する定義に該当するかしないかの部分については、再度内部で検討したり、協議会の開

催、内容によってはですね、極端にまちづくりに逸脱するような申請書が出てきた場合につい

ては、そういう形の方向性で考えていきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） これ補助金ということですので、補助金の使途については、例えば議

会の側にこれだけ使いましたというふうな報告書みたいなのは出るわけなんですね。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） それは報告したいという形で考えております。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、進みます。 

 納税奨励関係費についてありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款４項１目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目についてありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款５項１目について質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目、３目、４目、５目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款６項１目、２目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ここで13時まで休憩します。 

              休憩 午前11時58分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時01分 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、予算委員会を再開します。 

 ２款７項に入ります。 

 １目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３款１項１目１節から８節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） １節、９節については、審査資料の33ページに生活指導員報酬と費用

弁償の内容が審査資料として出されております。 

 それでは、９節から28節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、34ページに在宅老人対策の委託事業、扶助事業で今年度廃

止するもの、介護保険制度に移行するもの、その利用人数等が34ページにあります。 

 それでは、２目の老人福祉費関係について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、１節から28節まで再度質疑ありませんか。 

 門田委員。 

○委員（門田直樹委員） ２目の老人福祉費の老人憩いの場整備補助金が400万円計上されていま

すけど、これは何かもう終わるというふうに一回お聞きしたような気がするんですけれど、説

明をお願いします。 

○委員長（武藤哲志委員） すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） この整備事業につきましては、平成17年度現在で15か所でござ

いまして、まだ残りの地区につきましては今後も継続していくということでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３款１項３目１節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（武藤哲志委員） ４項11節から20節について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５項11節から20節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６目、７目、８目、９目の各節、質疑ありませんか。 

 清水委員。 

○委員（清水章一委員） ６目の精神障害者福祉費関係ですが、今度障害者自立支援法が成立し

て、ここの中に今まで身体、知的という形で支援費が中心だったんですが、三障害統一される

ということで、精神障害の部分の施設、訓練等の関係費がこの中に計上されていないんですけ

ども、補正かなんかで入るような形になるんですかね。 

○委員長（武藤哲志委員） 福祉課長。 

○福祉課長（新納照文） 現在の、これ障害者自立支援法になりますけども、４月１日から施行さ

れますが、今あります小規模の作業所につきましては、地域生活支援センターに切りかわると

いう法律がございまして、この辺につきましては10月１日完全施行を目途にですね、進んでお

るところでございます。したがいまして、今予算計上の段階ではございません。今後国の方か

らの指導がおりてまいりまして、その辺の事務手続につきまして協議を行うようになります。

その間につきましては、みなし的な要素があるということで、今までの現行どおりで予算計上

を行うということになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） いいですか。 

 清水委員。 

○委員（清水章一委員） そうすると、４月１日から実際に精神障害の方々が支援を受ける部分に

関しては、そのお金はどこから出るように、みなしとかという話ですが、予算計上されていな

いということ、出ないんですか、出ないということですか。 

○委員長（武藤哲志委員） 福祉課長。 

○福祉課長（新納照文） まず、利用料ということになろうかと思いますけども、利用する場合に

つきましては、原則１割の負担が生じてまいります。これはもう４月１日で施行いたします。

この４月１日で施行いたしますけども、この歳入の面に関しましては、一切歳入としてではな

くてですね、あくまでもサービスの事業所の方において徴収をすることになっております。そ

の残りの９割において国、県、市で補助をするというふうになっておりますので、この辺につ

きましても支給料がございますけども、今現在精神障害については支援費制度は該当ありませ

んけども、私ども要綱でそれを運用してきております。その運営の方法につきましても、みな

しということが適用されますので、現在のまま10月１日までは行うということになっておりま

す。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、今歳入のかかわりを福祉課長が説明しておりますが、とりあえ
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ず予算書の35ページ、この民生費国庫補助金のところに国が出す部分についてが書かれており

ます。それから、同じく37ページの一番上に知的障害者部分の分がありまして、そして県の支

出金が41ページに出されております。なお、減額関係が先ほど福祉課長が言いましたように

3,247万1千円の減額になっております。 

 それでは、再度質疑ありましたら。 

 清水委員。 

○委員（清水章一委員） 要するに、４月１日から身体とか知的と同じような形で、今まで支援費

で受けられなかった分が受けられるということでよろしいんですね。 

○委員長（武藤哲志委員） 福祉課長。 

○福祉課長（新納照文） そのとおりでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、６目終わりました。 

 ７目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ８目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ９目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ここで10目に入ります。 

 10目の２節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、113ページの審査資料として35ページ。 

 同和対策の自動車技能取得訓練補助金、敬老年金、老人医療費、５歳未満児医療費、介護サ

ービス費。なお、平成18年度で見直した内容としては、所得制限を行うという形になっており

ます。 

 それから、部落解放同盟、全日本同和会、福岡県地域人権運動連合会に出す金額として

768万400円、259万円、19万円。そして、人権センター、この委託先について資料要求を出し

ておりましたところ、現在のところ、南隣保館、南児童館の委託先は未定ということになって

おります。 

 それでは、予算書に戻ります。 

 20節、24節、28節まで質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、11目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、審査資料37ページに人権センターの委託先の資料、先ほど

説明したところが出ております。 
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 それでは、ここの12節から19節まで質疑はありませんか。 

 山路委員。 

○委員（山路一惠委員） 資料の37ページに関連するんですけれど、南隣保館と南児童館の委託先

ですね、武藤委員の一般質問でもまだ未定というお答えでしたが、実際４月１日からはもう委

託をされるということであれば、当然もう決まっていないとおかしいと思うんですよね。その

点ちょっともう一度お尋ねしたいんですけど。 

○委員長（武藤哲志委員） 人権センター所長。 

○人権センター所長（西山源次） 一般質問のときにも市長及び部長が答えたとおりでございます

が、新年度予算、議会の議決後、業者決定の事務処理を行うようにしております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） そうすると、普通は一切委託が出てきているんだけど、予算が認めら

れないとじゃなくて、今のところどんな委託、１社だけをするのか、この選考で何社かを呼ん

でやるのか、いろいろあると思うんですが、その辺は全く、私も質問しておりましたが、その

辺はどんな方法でやろうとしているのか、まだ報告はできないんですか。 

 人権センター所長。 

○人権センター所長（西山源次） 今、業者選定ということで、社会福祉法人という形で２社選定

いたしまして、事務を進めておるところでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） その結果はいつ報告いただけますかね。 

 人権センター所長。 

○人権センター所長（西山源次） 議会議決、終わりまして、それから内部的に決裁が終わったら

発表できると思います。 

○委員長（武藤哲志委員） ６月議会ということになるわけね。 

 人権センター所長。 

○人権センター所長（西山源次） 早い議会でありますが、そのとおりになるかと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） だから、３月27日に予算が可決されると、それから契約に入るという

ことでしょう。 

 人権センター所長。 

○人権センター所長（西山源次） そのとおりでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） じゃあ、今議会には報告はないと。 

 人権センター所長。 

○人権センター所長（西山源次） 議会が終わっておりますので、27日まででございますが、それ

から決裁をもらいますので、早い議会ということになりますと、６月議会になろうかと思いま

す。 

○委員長（武藤哲志委員） 今、人権センター所長から説明がありましたが、これに対する委員か

らの質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３款１項12目についての質疑はありませんか。２節から

21節。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、進みます。 

 ３款２項……。 

 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） 社会福祉費のところで、どこで言おうかと思っていたんですけど、向佐

野にですね、路上生活者というか、何ていうか、鉄道の下、川の下に……。 

○委員長（武藤哲志委員） そこは生活保護費関係でお願いできませんか。 

 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） どうなるんですかね、ちょっと、その辺の……。 

○委員長（武藤哲志委員） 生活保護費関係になりますので。 

 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） 生活保護費関係ですか。 

○委員長（武藤哲志委員） はい。 

 そのときに、生活保護費関係が出てきますので。 

 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） 現実、そこで困っているところがあるもんですから、ちょっと聞きたか

ったんです。 

 はい、わかりました。じゃあ、生活保護費。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、128ページのところで質疑をお願いいたします。 

 それでは、再度戻ります。 

 ３款１項12目についての質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、デイサービス費、南児童館費、南体育館費については廃目

になっております。それは、先ほど人権センター所長からありましたように、委託によるもの

です。 

 ３款２項１目に入ります。 

 このページの１節、11節、12節について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 13節、19節、20節について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、同じく３款２項２目については、審査資料の38、39ペー

ジ、ここに、各保育所年齢別入所者数、障害児もあわせて、年齢別待機児童数、それから都府
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楼保育所の民営化に伴い保育士の配置はどうなるのかという形での資料要求について、現在の

資料が提出されております。保育士33名は、五条南保育所に25名、４月１日から新たに設ける

子育て支援センターに８名配置予定。それから、待機児童数についてはゼロ歳から５歳まで

37名。 

 それでは、進みます。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） この前も一般質問で質問しましたけども、今後の見通しはどのような、

まあなかなか難しいでしょうけど、見通しを持っておられるか。 

○委員長（武藤哲志委員） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（和田敏信） 一般質問の中でお答えいたしました中身のように、次世代育成支

援行動計画に基づきまして、今後入所児童の増を図るというふうにしておりますから、既設の

保育園の増設、あるいは新設も視野に入れたところで検討を進めていくということでございま

す。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） それは一般質問のときに聞いたんで、そうじゃなくてね、要するに児童

数、保育所の児童数のですね、将来の見通しというか。 

 難しいかもわからんけども、要するに増えていくのか、減る可能性があるのかですね、そこ

あたりの見通しが何かあれば教えていただきたい。これはなかなか難しいでしょうから、人口

の推移もあるからね。 

○委員長（武藤哲志委員） 健康福祉部子育て支援担当部長。 

○健康福祉部子育て支援担当部長（村尾昭子） 児童数の推移ということ、待機児童の推移、それ

から６歳までの児童の今後の伸びの推移ということになろうかと思いますけれども、今現在、

ゼロ歳、１歳の伸びがもう微増といいますよりは、もうほとんど横ばい状態というところでご

ざいます。 

 それで、今課長が申しましたように、平成21年度までに保育所入所児童数の拡充ということ

でやっておりますけれども、ここが、あと一か所分程度、150人前後で児童数を伸ばせればと

いうことにしておりますけれども、現実に児童は微増ですけれども、それで待機児童が急激に

増えるかどうかというのは、やはり見込みが難しいと。ただ…… 

（福和美委員「待機児童のことは何も聞いておらんよ」と呼ぶ） 

 ああ、そうですか。 

 児童数は今のところ微増で、やはり今後もこの年間、１年で、そうですね、大体600人ぐら

いのところを推移いたしておりまして、急激に増は望めないのではないかというふうに思って

おります。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） それは、現状維持で大体いくんではないかということですね。 
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（健康福祉部子育て支援担当部長村尾昭子「はい」と呼ぶ） 

○委員長（武藤哲志委員） 今、福委員から言われた部分については、教育委員会の資料を参考

にしていただければ、審査資料48ページを出していただきますと、現在１年生から６年生まで

の大体の児童数が、今の１年生が618名で、あと２年生が599人だとか、３年生は638人です

が、そういう状況での推移を今しているという状況で、今後、通古賀の区画整理によって、あ

そこが2,000世帯ぐらい増えるとどうなるかというのがあるかわかりませんが、今のゼロ歳児

の大体平均が、ほかの資料にも出ておりますが、600名推移だという状況がここに出てきてお

ります。それで、今出されてきた待機児童数と保育所の見込みという関係で見ますと、大体

120名ぐらいが保育所、ゼロ歳、１、２、３歳、４、５歳になると幼稚園という関係になりま

すが、こういう形で比較できるんじゃないかと思います。 

 それでは、ほかに委員から質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３款２項の２目、３目の１節から19節まで質疑ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ここで審査資料39ページ、40ページに、都府楼保育所が４

月１日から民営化されますが、まず保育所の運営委託料、私立保育所の施設整備補助金、保育

所対策等促進事業実施保育所補助金という形で合計額が出されて、6億5,069万6千円という数

字の報告がなされております。 

 それから、審査の関係になりますが、40ページには学童保育所の平成18年度利用者の学年別

予測として処置児童は450名、待機児童数は23名、こういう状況で、６年生までの児童数の報

告がなされております。 

 それでは、予算書に戻ります。 

 まず、私立保育所関係費、それから乳幼児健康支援一時預かり事業関係費、その他の諸費に

ついて質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 同じく３款２項４目、質疑はありませんか。 

 門田委員。 

○委員（門田直樹委員） 夏休みに学童保育所で預かる分の話なんですけれども、４年生以上は基

本的にもう受け入れられないということでもう断っているような状態で、やはり両親ですね、

働きに行っていると、４年生になったらいきなりもう朝からぽつんと家におるような状態で、

まあどうにかならないかということで、これ、私、先回も何かで質問したことがあるんですけ

れども、今年の夏ですね、また同じようなことにもなるんですが、何か方法というのはお考え

ないでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 学校教育課長。 
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○学校教育課長（花田正信） まあ定数等の関係がありまして、４年生以上の方についてはもう、

今委員さんが言われたような対応をしてきた経緯があります。来年度の予算の中に、夏休みの

対応ということで、少し予算を増やしました。いずれにしましても、定員枠とかの関係が出て

まいりますから、その申請内容によってですね、例えば入所させた方がいいのかどうかそこら

をですね、申請が出てきた時点でちょっと判断したいというふうに考えています。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、進みます。 

 ３款２項５目、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６目、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、審査資料41ページに、ファミリーサポート・センター事業

の利用状況の資料が出されております。 

 おねがい会員が59名、おたすけ会員が48名、どっちも会員が18名で125名、送迎４件、送

迎・預かり39件、預かり26件という形での実績関係が出されております。ただし、予算として

は、平成17年度と比較してみますと154万8,000円の減額です。 

 それでは、３款２項６目の１節から19節、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３款３項に入ります。 

 生活保護関係です。 

 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） すみません、先ほどは。失礼しました。 

 実を言いますと、行政の方で、路上生活者は太宰府市内に何名ほどおられるかご存じか、ま

ずその辺からお聞きしたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） 福祉課長。 

○福祉課長（新納照文） ちょっとデータが古いんですが、昨年の４月に国の方からの調査依頼が

来ましたけども、これはあくまでも任意の調査でございまして、私どももざっと回ったような

形でございますけども、わかっているだけでは４名です。しかし、聞くところによりますと、

８名いるということを聞いておりますけども、確認できたのは４名の方だけでした。 

○委員長（武藤哲志委員） 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） で、その方々のお住まいというか、寝泊まりされている場所までも確認

されていますか。 

○委員長（武藤哲志委員） 福祉課長。 

○福祉課長（新納照文） その４名の方につきましてはすべて確認をとっております。 
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○委員長（武藤哲志委員） 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） 実を言いますと、私どもの向佐野区のところにですね、最初１名おられ

たんですけど、それがだんだん増えましてですね、何か小屋が鉄道の河川敷の下に増えまし

て、で隣は近くに小学校があるんですよね。そういう通学路にも面して近いもんですからね、

何かいろんなちょっとした小ざかい事件が起きているようなんですよ。それで、そういう方々

をどのように指導されるというか、恐らくそれは許可してはならないというか、認めてはなら

ないと思うんですけど、行政の考え方はどのように対処されているのかお伺いします。 

○委員長（武藤哲志委員） 福祉課長。 

○福祉課長（新納照文） まず、原則がございまして、ホームレス、いわゆる帰来先がない方につ

きましては、施設及び土地の管理者がすべてを対処するということになっております。したが

いまして、その方が排除したいという形になれば、警察の方にお話をしていただいたり、そう

いうような形をとるようなことになると思います。ですけども、生活上どうしてもその方がで

きないというような状況がございまして、生活保護を受けたいということであれば、当然私ど

もは相談を受ける体制はとっておりますし、またもし病気をされて入院が必要な場合は、これ

も生活保護法の中で、県費になりますけども、すべて私どもの方から医療費の方の支給もでき

るという、法律上のことでございます。したがいまして、管理面につきましてはすべてその所

有者が行うということになっております。 

○委員長（武藤哲志委員） 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） ということは、所有者といえば、あそこは線路敷なんですね、ＪＲ西日

本になりますけど、河川敷との間になるし、公な場所である場合ですね、いろんな方法、今言

われた方法でなかなかできないんですね。地域の方が非常に困ってあるというか、その辺でち

ょっと、ある程度行政も中に入っていただいてですね、いい措置というか、ちょっと何かいい

アイデアないかなと思って。 

○委員長（武藤哲志委員） 建設課管理係長。 

○建設課管理係長（金藤忠晴） お答えいたします。 

 建設課にですね、地元の方から河川沿いにですね、ホームレスの方が生活しているというこ

とで相談に来られましたので、私、まずは現場の方に行きました。で、確認しますと、所有者

は県だということで、県の那珂土木事務所の砂防河川課の方に相談いたしまして、そちらの方

で指導していただくように再三にわたり言っております。那珂土木の方ももう行っておるとい

うことで聞いております、伺っております。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） ひとつ頑張っていただきたいと思うんですけど、確認ですけど、その４

名の方はそこの場所だけですか、別のところにも、何か所ぐらいに、もうちょっと場所だけ知

っておきたいと思って。 
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○委員長（武藤哲志委員） 福祉課長。 

○福祉課長（新納照文） ３か所でございまして、ＪＲの、今佐伯委員がおっしゃっているところ

に２名おられました。確認をとっております。もう一つは、キャンプ場の市民の森にあるんで

すけども、キャンプ場の上の方のほこらのあるところに１名、そしてもう一つは、水城の高速

道路の下に１名、この４名だけは確認をとっております。そのほか、いらっしゃったという跡

があるのがですね、幾つかは確認しましたけども、人物は確認しておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） ひとつちょっと、不審者というか、市民の方にちょっと危害を加えるよ

うな状態になっていますので、特に水城西小学校区の方にはちょっと要注意を要しますので、

至急処理していただきますようお願いします。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、進みます。 

 それでは、３款３項の１目、２目について各節質疑はありませんか。 

 渡委員。 

○委員（渡美穂委員） 生活保護費のですね、ここ一、二年の増減率というか、数でも構いませ

んけども、教えていただけませんか。19世帯の。 

○委員長（武藤哲志委員） 福祉課長。 

○福祉課長（新納照文） 生活保護につきましては、日々異動がございまして、一応年度の末で集

計をさせていただいております。まず、平成17年度につきましては238世帯でございます。平

成18年度につきましては241世帯ということで、今推移をしております。 

 失礼しました。平成17年度につきましては238世帯で推移をしておりまして、もう一度申し

上げますと、平成16年度につきましてはこれよりも多くですね、246世帯ということになって

おります。この表では少なくなっているというのが現状でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、進みます。 

 ３款４項１目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３款終わります。 

 ４款１項１目１節から27節まで、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 同じく２目１節から９節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 11節から14節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（武藤哲志委員） ３目、７節から14節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、４目、１節から28節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、５目８節と14節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、42ページ、大野城・太宰府環境施設組合負担金について

は、審査資料の42ページ、5,842万6千円の減額内容、それから最終処分場が平成17年度完了し

たために減額、こういう状況で、またその下の方には福岡都市圏南部環境行政推進協議会負担

金の内容が出されております。 

 それでは、４款１項６目11節から19節、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、７目質疑はありませんか。 

 清水委員。 

○委員（清水章一委員） 大野城・太宰府環境施設組合負担金ですが、福岡都市圏の南部環境行政

の方に負担金は今行っているわけですけど、この大野城・太宰府環境施設組合の負担金だけ見

ると、昨年度から見ると、平成17年度から見ると、5,800万円ぐらいたしか減額になっている

と思います。で、南部の方にまた負担金が増えているわけですが、要するにトータルとして、

市の方のトータルとして、その部分の負担金は全体的にはやっぱり低くなったということです

か。 

○委員長（武藤哲志委員） 環境課環境施設整備担当課長。 

○環境課環境施設整備担当課長（蜷川二三雄） 失礼しました。 

 5,800万円ほど平成17年度より低くなっております。 

 市の負担金でしょう。 

○委員長（武藤哲志委員） 清水委員。 

○委員（清水章一委員） だから、それはわかっているんですよ。で、その部分で、福岡都市圏南

部可燃ごみ処理事業というところに幾らか負担金が新たに出ていっている。純然たる減という

形で見ていいんですか。 

○委員長（武藤哲志委員） 環境課環境施設整備担当課長。 

○環境課環境施設整備担当課長（蜷川二三雄） どうも失礼いたしました。 

 中間処理施設の委託料ですけれども、これはほぼ変わらない額でございまして、減りました

のは、予算説明資料に載せておりますとおり、環境処理センター内におきます工事が完了した

ためでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには質疑ありませんか。 

 小委員。 
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○委員（小道枝委員） ６目の13節の方の委託料で、ボランティア清掃臨時ごみ収集委託料42万

円と、その下に散乱ごみ収集委託料300万円があるんですが、この清掃の収集委託料というの

は、行政区のクリーンデーの折の分なのか。それと、散乱ごみというのはどういうごみなの

か、そしてもし回収とかありましたら教えてください。 

○委員長（武藤哲志委員） 環境課長。 

○環境課長（武藤三郎） ボランティア清掃臨時ごみ収集委託料については、これにつきまして

は、６月、12月のクリーンデーの収集のときに収集するごみでございます。 

 それから、散乱ごみ収集委託料につきましては、これは天満宮周辺の市内の道路を大体13コ

ースですか、シルバー人材センターの方に委託して散乱ごみの収集をしている委託料でござい

ます。 

○委員長（武藤哲志委員） 小委員。 

○委員（小道枝委員） 天満宮かいわいの散乱ごみといいますのは、お正月とか特別なときに行

っているんですか、それとも毎週とか、何かそういう定期的に、どのような業者がどのような

形で行われているんでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 環境課長。 

○環境課長（武藤三郎） この散乱ごみ収集につきましては、定期的に収集をいたしております。

これは基本的にはシルバー人材センターの方に委託をいたしております。 

○委員長（武藤哲志委員） 進みます。 

 それでは、７目８節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ８目１節から25節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、４款２項１目に入りますが、先ほど審査資料42ページに、

福岡都市圏南部環境行政推進協議会負担金の内容については1,351万2千円という審査資料が出

されて説明がされております。 

 それでは、４款２項１目２節から19節、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目11節から27節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３目11節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４款３項１目24節、28節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、５款１項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（武藤哲志委員） それでは、６款１項１目１節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目２節から13節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４目１節から25節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５目の11節から25節まで質疑ありませんか。 

 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） ここの５目の農業用排水路等整備費のところなんですけど、この予算と

は直接関係ないんですけど、水利組合でですね、水利組合費を取っているところがあるんです

けども、この予算書を見ますと、水路等の整備については市の予算でやってあるんですけど

も、この水利組合の組合負担金を取っている分についてですね、行政の方ではどういうふうに

考えておられるかお尋ねします。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり技術開発課長。 

○まちづくり技術開発課長（大江田 洋） 農業用排水路等整備工事の負担金につきましては、農

業に関するため池、それから農業用水路、貯水の関係等におきまして、地元水利組合の方から

市の方に改修の要望が出ます。そのときに、地元の２割負担をいただいて改修しているもので

ございます。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） それはわかるんですけど、この予算とは直接関係ないけど、水利組合が

ですね、単独で、家を新築したりマンションやら賃貸やらつくったときにですね、負担金を取

っている水利組合があるんですね。これについて行政の方ではどういうふうに把握されている

か、それと、それの対応の仕方についてどういうふうに考えておられるか、そこら辺をお尋ね

します。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、以前この問題も論議はしたことがあるんですが、公共下水道の

普及していない地域については水利組合の権利があって、その権利が保障されていると過去に

説明があった経過があるようですが、現在もこういう状況で、今中林委員から質疑が出されて

いますが、水利組合の、建築、水利組合にまず同意をいただきなさいというのが建設課あたり

でいまだにやはり水利組合の印鑑を求めてきているのかどうか。開発確認というか、そういう

部分、その辺を含めてちょっと回答をいただきましょうか。 

 産業・交通課長。 

○産業・交通課長（山田純裕） 確かに農地転用証明とかということの付随につきまして、書類と
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いたしまして、水利組合長の承諾をいただいてきております。 

○委員長（武藤哲志委員） 今そこで中林委員から言われているように、その地域が下水道が入っ

てない場合ですね、水利組合の同意が必要と、そうすると４万円とか５万円のですね、水利組

合にお金を払わなきゃならないというのは、当然水利組合の権利として長年の慣行で制度とし

てあるわけですよね。こういう部分については行政は把握しているのかというのが中林委員か

らの質問なんですが。 

 環境課長。 

○環境課長（武藤三郎） 水利組合のですね、その負担金につきましてはですね、例えば水路に橋

をかけるから水利組合の印鑑が要ると、ところが行くと、ｍ当たり10万円とか、あるいは農転

時に転用の名目で幾らかちょっと料金を徴収される行政区があります。で、それにつきまして

はですね、その地元にですね、そういった水利組合の規則とか規約がまだあるところとないと

ころがあるそうですので、過去の慣例でですね、取ってあるところと取ってないところがある

ようで、まちまちでございます。だから、十分に把握はしておりません。 

○委員長（武藤哲志委員） 建設課都市開発係長。 

○建設課都市開発係長（井上 均） 開発行為のときなんかは、水利組合の同意等はとっておりま

せん。 

○委員長（武藤哲志委員） じゃあ、中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） いや、ちょっと、直接ですね、行政のとは関係ないんですけども、そう

いう水利組合がですね、単独で負担金を取っているんでですね、それについてはですね、今も

う大体下水はほとんど入りましたし、環境整備も整ってきていますので、そういう水利負担金

をですね、取らないようにですね、行政の方から指導していただきたいというのが本音でござ

います。まあ、そういうところ、これは要望としてお願いしときます。水利組合が今取ってい

るものについては……。 

○委員長（武藤哲志委員） ちょっと申しわけございません。 

 その問題は、行政がちょっとできないと思うんですよ。太宰府市はですね、それを要望とい

うふうにならないと思うんです。私は池の底地権を持っておりましてね、でその水利権の方が

優先するもんですから、だからその水利権を20年間貸してくださいという場合は、太宰府市が

その水利権の早う言えばお金を一応受け入れて水利組合に支出をしなきゃいけないという制度

になっているんですよ。だから、底地は底地で残るけど、水利権というのは当然直接は支払い

できませんから、だからその辺はあくまでも水利権は一度太宰府市が早う言えば、都市整備公

団の場合もそうですが、一度太宰府市がお金を入れて水利組合に交付すると。それを直接する

と法律違反になりますから。だから、そういう制度が残っていますのでね。 

 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） いや、水利権の問題じゃなくて、ただ水利負担金をですね、取っている

……。 
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○委員長（武藤哲志委員） だから、今それをこう言ってるからね。 

 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 整理しましょう。 

○委員長（武藤哲志委員） うん、整理せんと。 

 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 元都市整備部長が。 

 これはですね、従来は、開発行為のときに水利組合の承諾をいただいておりました。それが

にしきの御旗になりまして、負担金を取るようにということで、だから制度的にどうも合致し

ていたみたいです。で、上下水道が完備しまして、これは汚い水が流れるんでその清掃費とい

うふうな形で取っていたというのが事実のようです。 

 しかしそれはもう公共下水道が完備したので取る必要はないだろうと、あとは地元の水利組

合と建てた人の関係になりますので、私たちの承諾が要るから水利組合にお金を払いなさいと

ならないように撤廃しましたので、あとは本人と水利組合とのお話し合いと、そういうことに

なりまして、行政が介入できないというふうに思っていますので、ご理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（武藤哲志委員） いいですか。 

 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） 行政は介入できないけども、何らかの形でちょっと影響力を発揮してい

ただきたいと。はい、これは要望としときます。 

○委員長（武藤哲志委員） まあ、そういう要望があったということで、即対応はできないと思い

ますが、長年の。 

 それでは、進みます。 

 それでは、６款２項に入ります。 

 １目13節、19節、２目７節から22節について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目11節について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、７款に入ります。 

 ７款１項１目２節から８節について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目の11節から22節、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目１節から19節、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、４目７節から27節まで質疑はありませんか。 
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（「はい、委員長」と呼ぶ者あり） 

 ちょっとお待ちください。審査資料の43ページにかかわりがありますので、太宰府館の活用

として平成18年度の取り組みについての考え方という形で、太宰府館の活用内容が43ページに

出されております。 

 それでは、７款１項４目観光費について。 

 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） 予算書161ページのですね、賃金のところで、昨年度までは館長の賃

金ということが約400万円程度計上されていたんですけど、今年その計上がないんですが、館

長は不在のままということなんでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 観光課長。 

○観光課長（木村甚治） 昨年、おっしゃいますように、平成17年度、館長職を置いておりまし

た。平成18年度におきましては、専任の館長職は置かないというところで対応したいというふ

うに考えて、こういう予算計上をいたしております。 

○委員長（武藤哲志委員） 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） それは、今後も館長職はもう置かないということなのか、今後はどう

なのか、そこら辺は。 

○委員長（武藤哲志委員） 観光課長、現実に、再任用の関係がありましたが、財団法人との兼務

もしていると。現在のところ、そういう状況も含めた内容も含めて、ちょっと今、太宰府館の

関係がありますが、今片井委員から出されております内容についてですね、再度報告くださ

い。 

 観光課長。 

○観光課長（木村甚治） それでは、改めてご報告申し上げます。 

 平成17年度以前の元部長の方で再任用という形で館長職を務めていただいておりました。２

年間で、今度の今年３月で満２年が終了いたします。そして、その間に、私ども観光課の方

が、最初は市役所の方におりましたけれども、途中から太宰府館の方に出ていきまして、現場

で直接対応するような形をとってまいりました。そういう中で、今委員長がおっしゃいました

ように、再任用の問題でありますとか、今後の太宰府館運営、観光行政の運営ということか

ら、差し当たって平成18年度におきましては館長職の専任は置かずに、観光課の観光課長の権

限の範囲の中で、縦のライン一本でストレートに臨機応変に対応していくということで、まず

は平成18年度そういう形で采配を行っていきたいと考えております。 

 また、平成19年度以降につきまして、今後につきましては、また再任用でありますとか、い

ろんな人的な配置の問題等も今後検討されるというふうに考えておりますので、まずはこの体

制でやれるだけ力いっぱいやっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 
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 力丸委員。 

○委員（力丸義行委員） 今の再任用の件なんですけど、もう一度、再任用ですね、再任用の説明

でわかられていない方もおられると思いますし、どういう雇用形態なのか。確かに今２年間で

終わりと言われていますけど、それ以上おられる嘱託の元職員等おられますので、やはり一度

その辺をしっかり整理していただきたいというのが、まあ私だけじゃないと思うんですけど、

再任用の説明を、最後に言おうと思ったんですけど、今話が出ていますから、ここでお願いい

たします。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、委員の皆さん、審査資料の17ページをお開きいただきたい

と思います。 

 まずここで再任用、一番右側ですが、納税課、それから特別収納課、それから子育て支援

課、それから学校教育課給食調理、それから社会教育課青少年育成、こういう形で再任用の部

分についてが資料として出されております。 

 今、力丸委員から再任用の内容についてということですが。 

 じゃあ、観光課長。 

○観光課長（木村甚治） 先ほどご答弁申し上げました分で、ちょっと１つ訂正をお願いいたしま

す。 

 太宰府館の館長を２年間、再任用でお願いしておったというふうに申し上げましたけれど

も、正確には再任用ではございませんで、ただ単なる嘱託として２年間お願いして、嘱託職と

して太宰府館の館長、また大宰府展示館の方の事務局の方も兼務しておったという形でござい

ます。 

○委員長（武藤哲志委員） ただいま訂正がありましたので、認めます。 

 それでは、再任用の内容について力丸委員から質疑があっておりますが、答弁は。 

 行政経営課長。 

○行政経営課長（宮原 仁） 再任用につきましては、60歳で退職をお迎えします。そうすると、

年金を受給するまで２年間という期間がございまして、それのための再任用という期間が設け

られているという状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） いいですか。 

 力丸委員。 

○委員（力丸義行委員） そういう中で、年金をもらわれるのに、今２年ですかね。今現在は。 

○委員長（武藤哲志委員） 行政経営課長。 

○行政経営課長（宮原 仁） １年から始まりまして、最長５年になります。 

○委員長（武藤哲志委員） 力丸委員。 

○委員（力丸義行委員） 今現在は。 

○委員長（武藤哲志委員） 行政経営課長。 
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○行政経営課長（宮原 仁） 今現在は２年でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 力丸委員。 

○委員（力丸義行委員） それ以上雇用されている方もおられますよね。は、おられませんか、今

現在。嘱託も同じなんですけど。 

○委員長（武藤哲志委員） 行政経営課長。 

○行政経営課長（宮原 仁） 再任用におきましては、２年でほとんどの方が退職なされておりま

す。それで、嘱託につきましては、嘱託の規定がございまして、最高１年契約の３年が一応限

度となっておりますけども、特別に認める場合は５年までということになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、進みます。 

 小委員。 

○委員（小道枝委員） 今、説明を受けました。再任用、嘱託、60歳定年後、まあ年金を受給す

るまでということで説明を受けました。その中で、現在、太宰府市の中に再任用、嘱託、そう

いう方々は何人ぐらいいらっしゃいますかね。 

○委員長（武藤哲志委員） 今、先ほど説明しましたが。 

 小委員。 

○委員（小道枝委員） はい、わかりましたけども、人数的に。それと、その金額。 

 それとですね、もう一つは、次のページの163ページに、その他の諸費で、賃金が212万2千

円計上されて事務補助員となっているんですが、こちらは太宰府館の事務補助員のことでしょ

うか。 

 それともう一点が、今、課長さんが館長のかわりをお務めになるという説明だったと思いま

すけれども、先ほど43ページの審査資料の中では、観光案内所と連携を取りながら観光客の来

館をさらに促すということがあるんですが、人的配置、それで大丈夫なんでしょうか。ちょっ

と心配になるんですが、お答えください。 

○委員長（武藤哲志委員） 観光課長。 

○観光課長（木村甚治） 今、お尋ねのまず163ページ、その他の諸費の賃金、事務補助員の分の

ご報告を申し上げます。 

 その他の諸費として212万2千円を計上させていただいております。これは、審査資料の方の

43ページにも載せておりましたように、今後プロモーション活動、ＰＲ活動の方に力を入れた

いというところで、今回その他の諸費で212万2千円の賃金、事務補助員賃金を計上させていた

だいております。 

 内容につきましては、これまでにも旅行社の方といろいろ協議を行ったりする中で、やはり

ある程度プロの考え方やいろんなノウハウを持った方をプロモーションとして効果が上がるよ
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うな形でできれば事務補助等で任用して、そして対外的なＰＲ活動の方に従事していただこう

というところで現在検討をいたしておるものでございます。 

 同じような形で、以前合併いたしましたよその南の方の久留米市等におきましても、旅行社

ＯＢを参事として雇用したり、いろんなことをやっておりますので、同じようなことで、高い

効果が得られるような形で、旅行社の方と協議をしながら太宰府のＰＲができるような方をお

願いしたいということで、賃金として今回計上させていただいておるものでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 小委員。 

○委員（小道枝委員） 今のお考えですが、本当に、まあできるだけ専門職、そして太宰府の観

光の発展のためにですね、ご尽力いただけることはいいことなんですが、この方は、プロの方

は何年か契約なさるんですか。１年ぽっきりなんでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 観光課長。 

○観光課長（木村甚治） 現時点では１年の予定で、平成18年度だけ計上いたしております。 

○委員長（武藤哲志委員） 今、小委員から出された部分については、当初予算書の８ページの

人件費、今年度1,138万4,000円の減額という形で、先ほど出された人件費総額の中には載って

おります。 

 ここで…… 

（佐伯修委員「ちょっと関連で１つだけ」と呼ぶ） 

 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） 今、太宰府館の話が出ていますけど、参考までに、団体客の休憩と昼食

会場を利用した団体は何件あったのか。私は見かけたことないんですけど、実を言うと。だか

ら、何件利用されたか。 

○委員長（武藤哲志委員） 観光課長、わかりますか。平成17年度決算がまだ大分先になるわけで

すが。出納閉鎖の関係は５月31日までですが、今わかる範囲内で結構です。 

 観光課長。 

○観光課長（木村甚治） １月の時点での利用人数関係は集計しておりますが、その内容で、団体

が休憩したという形までちょっと今持ちませんので、今数字的なものだけご報告したいと思っ

ております。 

 会議室関係で274件、昨年の４月から１月まで会議室関係で274件、そして和室で170件、体

験工房で163件、まほろばホールで194件と、大きなところであとギャラリーが176件、イベン

ト広場で46件という形で、延べ件数としては1,023件という形で上がってきております。 

 一応これは１月末で締めた……。 

○委員長（武藤哲志委員） 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） いや、それちょっと違うんです、それは。私が言ってるのは、観光客の

来館者。観光客よ、地元じゃないよ。地元ばっかり使いよろうが。 

○委員長（武藤哲志委員） それではですね、今、太宰府館の部分で出ておりますので、ここで
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14時10分まで休憩をいたします。その再開後に、今佐伯委員から、観光客の利用状況について

わかる範囲内の回答を求めたいと思います。 

 それでは、10分まで休憩します。 

              休憩 午後２時01分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時10分 

○委員長（武藤哲志委員） 再開します。 

 皆様、本日、市長部局は大変なちょっと公務がありますし、委員会が終わりましたら会派代

表者会議も控えておりますし、できれば本日、歳入の、予算書の歳出まで終わりたいと思うん

ですが、その辺でご協力いただけますか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、再開します。 

 それでは、先ほどから太宰府館の管理運営の関係で、利用状況ということですが。 

 観光課長。 

○観光課長（木村甚治） 旅行社関係での申し込みということで、大体10団体、旅行社からの申し

込みは10件ほどはあっております。確かにまだ少のうございますけれども、特に体験工房関係

については旅行社関係からも今問い合わせ等も来ておりますので、今後その辺のＰＲに力を入

れたいというふうに考えております。 

○委員長（武藤哲志委員） 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） わかりました。 

 ぜひね、観光客、団体、人数だけを別々に集計して持っとってくださいよ。これからずっと

追及していきますからね。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 大みそかですね、大みそか、あそこの通りね、もう全く寂しいですね。

水城跡をライトアップするより、あそこをね。 

 いやいや、あれだけ観光客がですよ、来るときにね、あそこをライトアップせんですか。明

るくあの通りをね、みんなが通れるようにすりゃいいんですよ。暗いでしょうが、あの周り

が。そういうこともね、やっぱ考えんと意味ないですよ。太宰府館の周りも明かりをつける

と。太宰府館もオープンしとくと、24時間、あの日だけは。トイレも自由に使ってもらう。 

 人が来るときに使ってもらわんとですね、僕は意味ないと思うけど。それ、今年の大みそか

からやりませんか。 

○委員長（武藤哲志委員） ちょっと内部検討。小鳥居小路の農協あたりの前から含めて。そうい

う福委員からの質疑があっておりますので、検討してください。 

 それじゃあ、その他の諸費について質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（武藤哲志委員） じゃあ、進みます。 

 それでは、８款１項１目２節から13節、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 14節から27節まで、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ここで審査資料の44ページから45ページ。 

 ここで、工事の場所と内容、公有財産購入費の明細、補償の場所と内容で、国庫補助、市債

が含まれる場合はその金額を表示という形で、委員から資料要求が出されております。 

 これと、次の審査に入りますが、同じく45ページあたりになりますので、いいでしょうか。 

 それでは、169ページをお開きください。 

 まず、８款２項の１目、２目、３目、そして節の関係で資料要求が出されております。資料

要求も出されておりますが、委員から質疑がありましたら許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、進みます。 

 じゃあ、４目に入ります。 

 ４目の１節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５目の４節から13節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３項に入ります。 

 ３項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、８款４項に入ります。 

 ここで、担当課にお聞きをしておきます。 

 今、国会で白地地域も含めて規制をする、調整区域は20万㎡も例外として認めない、こうい

う論議がされておりますが、将来、白地地域、太宰府はありますし、市街化調整区域も20万

㎡、もう開発は認めないという状況が国会で可決された場合には、大変太宰府も影響を受ける

状況にあるんですが、こういう内容については、担当部としては、今国会で審議中なんです

が、その辺はつかんでおられますか。 

 規制を大変かけるということで、大型店舗の進出を抑えるというのが目的で法改正が行われ

ておりますが、そうすると、区画整理をする場合についてもなかなか大変難しい状況になるよ

うですが、その辺何かつかんでおりましたら報告いただきたいと思うんですが。わからなかっ

たらわからなくて結構です。 

 まちづくり企画課都市計画担当課長。 

○まちづくり企画課都市計画担当課長（神原 稔） 大店法の関係だと思いますけど、太宰府につ
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いては、まあ言われておるようなことは当てはまらないんではないかと今のところ考えており

ます。 

 県の方も、郊外に大店舗ができますと、何ていうんですか、まちから空洞化していくという

んですかね、ありますので、そのための法の改正ということを聞いておるんですけど、太宰府

については特に影響はないのではないかと考えておりますが。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、今、172、173ページの都市計画区域変更関係費の部分の１

節から19節です。同じく景観形成関係費とか庶務関係費がありますが、委員から質疑はありま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２目の11節から28節、質疑はありませんか。 

 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） 公園維持管理費の分でですね、公園の剪定、消毒等が行われますけど

も、これは消毒等についてはですね、どうかしたらもうざっとしていくような光景が見られて

いるということでですね、公園近くの人からそういう話がありますけども、これについてはも

う消毒ですから、したかせんかは見ただけでわかりませんけども、ここら辺の監督、チェック

はどんなふうにされておりますでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 建設課都市開発係長。 

○建設課都市開発係長（井上 均） 公園の消毒につきましては、今現在環境に配慮するというこ

とで、農薬等も余り使わないようなというような指導の方が来ております。それで、回数を減

らしたり、害虫なんかが発生したときに消毒してもらうとか、そういうふうな状況に今切りか

えていってます。 

○委員長（武藤哲志委員） 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） いや、その回数とかじゃなくて、したときにですね、その仕方がもう全

然、何というか、おざなりで、さっとして帰るというような光景があるそうなんですが、そこ

ら辺についてのチェックは。 

○委員長（武藤哲志委員） 建設課都市開発係長。 

○建設課都市開発係長（井上 均） 現場の方でちょっとやっぱりなかなか立ち会いとかできませ

んものですから、写真管理なりはいたしております。 

○委員長（武藤哲志委員） 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） いや、消毒ですから、写真管理ではちょっとできないと思いますけど

も。公園のですね、消毒をするときに、その地元の区長さんなりですね、役員さんなりにです

ね、その立ち会いをお願いするとか、そういうことでちょっとチェックを厳しくすることはで

きないでしょうか。そら、ほとんどの業者さんはですね、きちんとされてると思いますけど

も、やっぱり中にはですね、本当にもうちょろちょろっとして帰られるような業者さんもおら
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れるそうですから。 

 それから、公園等の草刈りにしてもですね、業者さんによっては、もうきれいに後片づけま

でして帰れる業者さんもおられますけども、もうそれこそ、これ草取ったやろかというような

状態で帰られる業者さんもおられるということですので、やはりそこら辺の管理チェックをで

すね、やっぱりちょっと厳しくしてもらわないと、地元の方はしっかり見ておられますので、

そこら辺ですね、どうでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 建設課都市開発係長。 

○建設課都市開発係長（井上 均） 消毒関係なんかは、現場で使用した部分の農薬なり水の量な

りを写真でちゃんと確認はいたしております。ただ、やはり全部が確認できておりませんの

で、今後また検査体制については、ちょっと強化の方で検討していきたいと思っております。 

○委員長（武藤哲志委員） 以前、副議長がこの質問をされておりますし、県の事業もあるし、市

の事業もありますが、現在の委託は造園組合に委託をされておると思うんですよ。だから、そ

の辺で造園組合で、委託を、ここに出されておる金額も含めてやって、指導、管理をしている

ということは間違いありませんか。 

 建設課都市開発係長。 

○建設課都市開発係長（井上 均） 造園組合の方にも、すべての面で、組合長なり通して指導を

いたしております。 

○委員長（武藤哲志委員） 今日、参考に、庁舎の周りの全部草取りをしているのは、あれシルバ

ー人材センターか何かに委託したんですか、庁舎の植え込みの手入れ、全部。朝、私こちらに

来るときに、10名近くが。 

 建設課都市開発係長。 

○建設課都市開発係長（井上 均） シルバー人材センターに委託しております。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは……。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） ちょっとまだ、175ページ、待っておりましたけど、すっと行きました

ので。委託料の景観地区調査業務委託料、これ一般質問でも出ていたかと思いますが、この詳

細をもうちょっと教えてくれませんか。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員、今、464万8千円のこの分。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） そうです。13節かな。委託料464万8千円、景観地区調査業務委託料。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、まちづくり企画課長。 

○まちづくり企画課長（木村和美） 景観地区の調査業務委託料ということで464万8千円計上させ

ていただいておりますけども、これにつきましては、現在太宰府市の景観まちづくり懇話会と

いうのを立ち上げておりまして、現在まで４回ほど開催をいたしております。一応この景観懇

話会のですね、意見等いろいろ聞きながらですね、この懇話会の運営に係る資料を作成した
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り、あるいは現地調査が必要になってくる建物あるいは樹木等のですね、調査業務、そういっ

たもろもろについてですね、将来の地区設定を前提といたしました、そういった専門業者によ

る委託をですね、懇話会の意見等々聞きながらですね、やりたいということで今回計上させて

いただいております。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ほかに。 

 渡委員。 

○委員（渡美穂委員） すみません、公園新設関係費で確認したいんですけど、この7,982万8千

円の公共用地先行取得事業特別会計繰出金というのは、これは場所は落合になるんでしょう

か。 

○委員長（武藤哲志委員） これは特別会計になりまして……、公共用地先行取得の特別会計はち

ょっと……。 

 建設課都市開発係長。 

○建設課都市開発係長（井上 均） この7,982万8千円は、高雄公園分の用地国債分の償還金にな

ります。 

○委員長（武藤哲志委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） ここでちょっとお尋ねしていいかどうかわからなかったんですが、歴史

スポーツ公園のですね、ジョギングコース、ここをたくさんの方が今利用されているわけなん

ですけれども、桜の木がですね、根を張りましてね、起伏がこう、で段差ができているんです

よ。やはり高齢者の方が、やっぱりつまずいて骨折をするという危険性もあります。その補修

工事費が、公園施設維持補修工事402万5千円の中に含まれているのかお尋ねします。 

○委員長（武藤哲志委員） 建設課都市開発係長。 

○建設課都市開発係長（井上 均） お問い合わせの歴史スポーツ公園につきましては、平成17年

度に工事することで、今工事を発注しております。だから、近いうちに現場の方で作業をいた

します。 

○委員長（武藤哲志委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 現年度予算でやるということですね、平成17年度の。 

○委員長（武藤哲志委員） 建設課都市開発係長。 

○建設課都市開発係長（井上 均） はい、そのとおりです。 

○委員長（武藤哲志委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） はい、わかりました。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） この前の一般質問のときに、13節の委託料、違反広告物の件ですけど、

調査して回答くださいということでお願いしておりましたけど、もう回答できますでしょう

か。できるか、できんか。できるならしてもらったらいいし、できなければ、まだ調査中でも
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いいけど。 

○委員長（武藤哲志委員） 建設課管理係長。 

○建設課管理係長（金藤忠晴） 一般質問の際に、神戸市、たしか神戸市だったと思います。神戸

市の違反広告物の撤去の例を出していただきながらですね、そのような撤去の方法は、うちの

太宰府市でもできないのかということでのご要望というか、ご質問だったと思います。 

 これについて、うちの方も神戸市の方に確認いたしました。これについては、撤去許可証を

もらった団体につきましてはですね、違反広告物をもう即撤去するということで伺っておりま

す。で、うちの方も福岡県の屋外広告物条例もございますので、神戸市と当市とは若干違うん

じゃないかなと思いますので、それもですね、検討しながら方向性を出させていただきたいな

というように考えております。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 方向性は後からでいいですよ。要するに可能なのか、条例があるからで

すね、福岡県の条例でも神戸市のように、その条例とね、向こうの条例とどっかが違う、違っ

てですね、神戸はやっているのか。わかるかな。要するに、福岡県の今の条例では無理なの

か、ああいう撤去の仕方が。いや、拡大解釈をすればできるんですよという回答なのかがさ、

聞きたかったわけよ。それは、今すぐやれとか、やるやらんじゃなくて、それが、それによっ

て、条例ですから、もしできなければ、条例改正せんことにはできないわけですから、それは

今すぐどうのこうのという問題じゃないでしょうが。それが、要するに福岡県の条例でできる

かどうかというのが知りたかったわけですけど。 

○委員長（武藤哲志委員） 建設課管理係長。 

○建設課管理係長（金藤忠晴） その件につきましては、もう少し時間をいただきたいと思いま

す。検討させてください。よろしくお願いします。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３目11節、12節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４目１節から27節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、５目４節から16節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６目19節、７目13節から22節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ８款５項１目１節から15節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、９款１項１目19節、２目、１節から27節、質疑ありません
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か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目11節から27節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４目11節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、９款１項の５目の災害対策費の１節から14節、今審議、条

例の審議をしている部分です。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、187ページにふくおかコミュニティ無線に関連した項目の

内容とそれぞれの財源内訳という形で、審査資料46ページに資料要求に対する資料が出されて

おります。コミュニティ無線の無線機関係の登録料だとか免許申請料、それから実施計画委託

料、利用料、設置工事、それから負担金、こういう状況で個々の総額の金額、そして整備事業

としての事業債、90％として計上された内容が報告されております。 

 それでは、これに対する質疑はありませんか。 

 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） このコミュニティ無線の関連なんですけども、このコミュニティ無線

がですね、実施されることによって、災害のときのいろんな伝達の方法もかなりよくなると思

うんですけども、昨年のですね、台風のときにですね、私近隣のホームページを探しました

ら、太宰府市だけが災害の緊急情報というのが載っていなかったんですよね。例えば、ホーム

ページでどういう事項が載っているかと言いましたら、コミュニティバスの運行休止に関する

こととか、市の会議のこととか、そういったことが全部ホームページに載っておりました、緊

急情報として。ですから、コミュニティ無線の、これもやっていくのは大事なことなんですけ

ども、やっぱりホームページの中で緊急災害情報という形で市民の皆さんに知らせたい内容を

ぜひきちんとホームページで載せていただければと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務課長。 

○総務課長（松島健二） 今言われました件につきましては、検討していきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、ここにいろんな、登録料で111局とか、それから免許申請料で

１局、その他で105局とかありますが、大体配置先はどういうふうに考えられているかを、も

う少し説明を受けておきたいと思います。 

 総務課長。 

○総務課長（松島健二） 基本的に市役所に親機、親局を置きまして、地区公民館、コミュニティ

の中心となる地区公民館にですね、子局を置きたいと思います。ただ、子局から電波の届く範

囲というのがですね、半径300ｍということでございますので、その空白地帯と申しますか、
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音達ができない部分等については、それぞれ場所を選定いたしまして、市全域にですね、音声

が届くような形で持っていきたいと思っておりますので、その総数が子局といたしましては

105になります。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 0.5ｗぐらい、ｗ数は。それとも0.1ｗ。300ｍというたら、もう本当

おもちゃみたいな無線機だけどね。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） ちょっとこういうのに詳しくないもんですから、もうちょっと教えてく

れんですか。災害のときにどういう使い方をするんですか。今の説明までは大体わかったけ

ど、それをどういうふうに使うのか。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務課長。 

○総務課長（松島健二） 例えば、避難勧告、避難指示等を全市民といいますか、地域ごとにもな

ってくる可能性ありますけれど、そういったときにですね、音声を通じまして、子局でありま

す公民館のスイッチをこちらの方の親局の方で自動的にですね、オン、オフをしまして、そこ

のスピーカー等を通じまして住民の方にお知らせをするという無線設備でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） ということは、今までは市役所の車が、消防車なりそういった緊急の車

が放送しよったやつを、もうこっから音声で一斉に流すことができるというふうに理解したら

よろしいんでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務課長。 

○総務課長（松島健二） はい、そのとおりです。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） そうすると、今委員長言ってあるように、公民館から300ｍ以内の範囲

しか大体届かないと。 

 大事なところを、ちょっと詳しく教えてください。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務課長。 

○総務課長（松島健二） 基本的には公民館にスピーカー等を設けるようにいたしておりますが、

先ほど言いましたように、音達距離というのがございますので、公民館と公民館、距離がたく

さんある場合もあります。そういったときには真ん中、もしくはその間に２か所ですね、基地

局、子局みたいなものを設けまして、すべてに網羅するような形で音声が届くようにいたしま

す。 

○委員長（武藤哲志委員） 安部啓治委員。 

○委員（安部啓治委員） ちょっと関連ですけど。公民館で傍受をされたという確認は本局ででき

るんですかね。だれもいなかったら、傍受しとるかどうかわからないわけですが。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務課長。 
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○総務課長（松島健二） この親機の方から子局に対しましてですね、オン、オフというのは自動

的に操作できるようになります。 

○委員長（武藤哲志委員） 佐伯委員。 

○委員（佐伯 修委員） その今言われている300ｍまでが、音が届くわけですか。子局までが

300ｍで、その辺の……、それでそのスピーカーは市内に何個要りますか、300ｍぐらいで。 

 111で全世帯に届きますかね、と思って。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務課長。 

○総務課長（松島健二） 市域の面積からですね、音達、声が届く範囲を割り出したのが105局、

現在のところですね。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 太宰府市全域に市役所から一斉に放送することができます。だから、節

水に協力してくださいと今全市回っていたのが、太宰府市から全部することができます。一斉

放送がですね。そして、スピーカーから300ｍしか聞こえません。５ｗか何かと言っておりま

すが。一つのスピーカーから300ｍです。ですから、全部それをつないでしまいます、無線

で。ですから全域聞こえるようになります。 

 もう一つのやり方として、公民館に子局を置きますので、公民館から自分の好きな範囲、例

えば東観世区だったら東観世区の区域だけの放送ができるような仕組みをすることもできま

す。だから、全市一斉と行政区という部分に分けて使うことができるすぐれた拡声器です。 

○委員長（武藤哲志委員） 安部陽委員。 

○委員（安部 陽委員） じゃ、今の部長のお話では、例えば連歌屋の公民館が、お宮の近くです

よね、そしたら一番今利用しておるおふろの、おふろじゃない。 

（「年金センター」と呼ぶ者あり） 

 年金センター、あそこまで届くことになりますか。 

（「マイクをつけて」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 田川委員。 

○委員（田川武茂委員） この無線機とはちょっと別なんですけどね。 

○委員長（武藤哲志委員） ちょっとご静粛に願います。 

 田川委員。 

○委員（田川武茂委員） 私のところの放送設備、ねっ、放送設備がないから放送設備をつくりた

いという区長の希望があるわけですけど、そりゃここの中で地元のやつはできんやろ。でき

る。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） ご要望におこたえできます。 

○委員長（武藤哲志委員） 田川委員。 

○委員（田川武茂委員） よろしく。 
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○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 山路委員。 

○委員（山路一惠委員） 以前議会全員協議会の中でですね、福岡県西方沖地震の義援金をコミュ

ニティ無線の整備に全額充てるというような説明がたしかあったと思うんですけど、これに全

額入れてるということで理解していいんですか。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務課長。 

○総務課長（松島健二） はい、そのとおりでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 466万4千円の中に含まれているということですね。 

 まず、審査資料の一番下のところに、無線整備事業債という形でプラスという形になってい

る。 

 総務課長、以前ここの議会全員協議会で、そういう災害に充てたいという形で承認を受けた

という経過があるんですよ。そのお金については、こういうふくおかコミュニティ無線防災事

業に使いたいという形で、この予算の中に含めた466万4千円の中に入っているんですか。 

 総務課長。 

○総務課長（松島健二） この総額の中に入っております。 

○委員長（武藤哲志委員） 山路委員。 

○委員（山路一惠委員） その金額は幾らぐらいなんですかね。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務課長。 

○総務課長（松島健二） 460万2千円でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、184ページの諸収入の460万2千円というのがその他の財源に含

まれております。 

 山路委員。 

○委員（山路一惠委員） 事業債でするんだったらね、本来義援金というのは、やっぱり災害で被

災された方に支給するもんであって、そっちを優先すべきだったんじゃないかなあと思ったも

んですから。 

○委員長（武藤哲志委員） 福祉課長。 

○福祉課長（新納照文） 議会全員協議会の方で２回ほど義援金につきましてはお諮りをさせてい

ただきまして、１回目の内容につきましては、被災者への義援金の金額を幾らにするかという

ことのお願いをいたしました。２回目につきましては、基金として積み立てますということを

１回目に申し上げていたものをですね、今回その義援金としての活用は十分であるということ

からですね、整合性がとれるということから、全額をこの無線の工事の方に持っていきたいと

いうことでお諮りをさせていただきまして、ご承認をいただいたものでございます。したがい

まして、議会全員協議会の中でもそれぞれ使い方におきましてもですね、それぞれ個別の方に

も、福岡市に合わせた形で義援金を差し上げておりますので、残金の分をこれに使わせていた

だきましたということでございます。 



－74－ 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。再三説明を受けておったという経過です。 

 それでは、９款を終わります。 

 10款に入ります。10款１項１目１節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目の１節から25節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３目１節から23節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、４目１節から11節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２項１目１節から３節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、審査資料の47ページに前年の小・中学校別不登校児童・生

徒数が報告をされております。平成18年１月末日現在で、小学校で20人、中学校で40人、合計

60人です。 

 それでは、４節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、47、48ページに前年度の小・中学校の部分の兼ね合いと、

それから49ページに学校給食事業の中学校ランチサービスの概要が報告されております。これ

に対する質疑に入ります。 

 それでは、２目の19節、20節について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３項１目１節から８節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ９節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目の19節、20節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３項３目11節から20節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４目13節、15節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４項１目11節、19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５項１目27節まで質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目の１節から13節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、14節、19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、５項３目、ここでは審査資料の49ページ、中央公民館の嘱

託職員の報酬が大幅減という部分の説明がなされております。 

 それでは、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、４目１節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５目の１節から13節、６目の１節から16節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 17節から27節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ７目４節から16節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ８目13節、23節の質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ９目の１節、11節、12節、19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６項１目１節から18節、19節から27節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目の12節、13節、14節、質疑ありませんか。 

 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） ２目のですね、老人スポーツ広場というのが233ページにあるんですけ

ど、これどこにありますか。 

○委員長（武藤哲志委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松田満男） 老人スポーツ広場につきましては、観世音寺のテニスコートをご存

じですかね、の右手の丘、ちょっと山手にありますゲートボール場でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに質疑ありませんか。 

 大田委員。 

○委員（大田勝義委員） 史跡水辺公園の件でちょっとお尋ねしたいんですが、ここのですね、使

用料の、借地の関係ですね、借地料、これは前回の決算のときに助役の答弁ではですね、ここ

は売買に応じてもらえないという話があったんですけれども、それで賃貸で継続中だというこ
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とですが、助役は、このままではいけないのでしかるべき手を打つということで、決算のとき

答えてあるんですね。これが600万円からあるんですけれども。この場所、調整区域なんです

ね、もともとは田んぼで。借地ということで、これは大体何坪ぐらいを借りてあるのか、そし

て大体今まで幾らぐらい予算として支払ってあるのか、それも聞かせていただきたいんです

が。幾らぐらいかかっているのかな。調整区域でしょ。坪単価に直したら幾らになるんです

か。 

○委員長（武藤哲志委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松田満男） 今言われましたように、史跡水辺公園の一角でございます。ちょっ

と細かい数字は、今ちょっと手元にありませんが、約2,000平米でございます。ということ

は、600坪でございます。 

 で、今現在約600万円の借地料を払っておりますが、今年につきましても、一応本人の地権

者の方にはまた連絡いたしまして、借地料につきましては、また減額をお願いするということ

でお話ししておりますが、確定はいたしておりません。 

 今年平成18年度中には何とかあそこの借地については、方向的には早いうちにあそこを、今

のままではいけないということで、本人にまた協議に行く予定でございます。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 大田委員。 

○委員（大田勝義委員） 今まで幾ら支払っているかわかりますか。毎年で幾ら。 

 何年になるかな。 

○委員長（武藤哲志委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松田満男） 平成４年からでございます。 

（「14年」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 大田委員。 

○委員（大田勝義委員） 14年の600万円ということやな。 

（「8,000万円」と呼ぶ者あり） 

 8,000万円。8,000万円払ってある。で、これは、ある以上はずっと永久に続くわけですよ

ね、ある以上は。そこに施設がある以上はずっと続くわけでしょ。減額をしてくださいとこっ

ちが言ってるけども、相手が応じられないわけですよね。そうすると、永久に続くわけですよ

ね。 

○委員長（武藤哲志委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松田満男） 平成４年からですね、若干の減額になっておるようでございます

が、大きな減額にはなっておりません。これをそのままいくと永久に続きますので、これに対

しての、何ですか、例えば今までも何回、前の話を聞きますと、それについては替え地を相談

するとか、買収の相談をしたけどもなかなか応じてくれなかったという経過があります。しか

しながら、それでも替え地の問題とか買収とか、もう一つは、もうあそこをもとの土地に戻す
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とかという方法もありますので、この平成18年度中にですね、何とか方向をですね、協議を集

中して、協議させていただきたいということで、一応本人の方にはご連絡いたしております。 

○委員長（武藤哲志委員） 大田委員。 

○委員（大田勝義委員） 助役がね、前のとき、しかるべき手を打つということはどういうことで

すか。 

○委員長（武藤哲志委員） 助役。 

○助役（井上保廣） いろんな方法があるだろうと思います。ここで事前に話されること、話され

ないことあろうと思います。しかしながら、今課長が説明をしましたように、あるいは議会の

中でそういった声が上がっておるわけですから、私どももこのまま放置するわけにはいかない

と、やはり税金の使い方であるわけですから、地権者の要望等もあるだろうと思いますから、

私どもの考え方含めて説得責任があろうと思いますから、その辺のところ用地交渉を強力に進

めてまいりたいと、いろいろな方法のもとに行っていきたいというように思っております。 

○委員長（武藤哲志委員） 大田委員。 

○委員（大田勝義委員） 600坪あって600万円で借りているから、坪１万円ですよね。当時、14年

前にそういう金額でこの調整区域を借りられたわけでしょ。だから、非常に当時としても高い

し、今でも高いんじゃないですかね。坪１万円で借りると。今でどのぐらいですか。平米の、

坪の……。 

 2,000円か1,000円か、そんなもんでしょ、してもね。だから、当初の、そのときの判断とい

うのは非常に甘かったような気がしますよね。だから、地権者としては非常においしい話です

よね。田んぼつくらんで、年間、たったそれだけ、600坪からそれだけのお金が入ってくる、

600万円も入ってくるということは。年間ただで入ってくるとですからね。だから、おいしい

から絶対手放さないと、私でも手放したくないと思いますけどもね。だれが考えたって手放し

ません。そういうふうなことで、非常に当初の考え方が甘かったと思いますのでね。だから、

助役、本当にしかるべき手を打ってですね、何とかこれを買い上げるなり場所を移すなり、対

応してほしいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） 助役。 

○助役（井上保廣） はい、努力します。 

○委員長（武藤哲志委員） 大田委員。 

○委員（大田勝義委員） 以上です。 

（「場所はどの辺ですか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） まず、屋外プールのですね、ちょうど三角地になっているところで

す。 

（「屋外」と呼ぶ者あり） 

 屋外の、屋外プールの。だから、つくるときの経過がいろいろあって、一度、今までつくる

ときの契約とかいろんな部分があるんで、再三問題になっていますので、一遍まとめてみてく
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ださい。で、どの課が引き継いでもいいように、わかるようにしていただいて、していかなき

ゃいけませんし、このままだと大変な大きな金額にもなっていく問題があって、再三言われて

いますので。 

 この問題についてまだ、プールの問題、だれか委員から質疑ありましたら。ありますか。 

 力丸委員。 

○委員（力丸義行委員） 屋外プールの分ですよね、その土地が位置するところ。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ですね。はい、いいです。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、進みます。11款……。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） 次の少年スポーツ公園費、大佐野スポーツ公園費の委託料が117万5千円

と240万円と出ておりますが、この委託内容について、何か違った委託があるのかどうかお伺

いをしたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松田満男） 少年スポーツ公園、大佐野スポーツ公園でございますが、これも今

回の平成18年度から指定管理者に管理を行わせるわけでございますが、少年スポーツ公園、こ

れについては今までと内容的には大きくは変わりません。ほとんど管理委託関係をですね、か

なり管理関係を節減、削減した面はあります。ただ、今まで少年スポーツ公園の管理につきま

しては、もう１人でですね、１人といいますか、あそこの門のあけ閉めを１人でしてあったん

ですが、共同でやろうと、やってみようという今の計画ではあります。 

 それと、もう一つの大佐野スポーツ公園、これについても内容的には大きく変わりありませ

んが、変わった面といえば、今回の減免廃止に伴う収入増、それからもう一つは、管理、草刈

り等の管理委託が削減されたという、要点としては以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 僕が聞いてるのはさ、117万5,000円と240万円のこの差があるけども、

この差はどうしてこう差が出てくるのだろうかということを、聞いているんですよ。 

○委員長（武藤哲志委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松田満男） わかりました。この差については、面積でも当然大佐野スポーツ公

園の方が広うございます。それからもう一つ、管理委託関係についても差が、面積の広いとい

うことから差が、草刈り等もありますし、管理委託の差があります。大佐野スポーツ公園につ

いてはのり面等がかなり広くございますので、草刈り等については今までかなり費用が要って

いるようでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） ということは、少年スポーツ公園の場合は、別にそういったものを業者

に頼んでいるということになるわけ。 
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○委員長（武藤哲志委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松田満男） どちらも業者に委託はしておりますが、少年スポーツ公園……。 

○委員（福和美委員） いや、違う違う、草刈りとかそういうのをさ、そういうことをほかの業

者に委託していなければ、ただ広さだけで違うということ。 

○委員長（武藤哲志委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松田満男） 広さの問題もありますけども、現地そのものが草刈りをしなくても

いい公園と、草刈りを多くしなくてはならない部分がありますので、大佐野スポーツ公園につ

いてはかなり広くありますので、その点の管理委託の差があります。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） そんなに面積違うかいな。 

（「違う違う」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（松田満男） 違います。 

（「全然違う」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） まず、福委員、審査資料の21ページをお開きいただきますと……。 

（福和美委員「ちょっと広さを確認してくれる。出してくれる」

と呼ぶ） 

   まず、審査資料の21ページに具体的に指定管理料といろんな部分が出ておりますから、それ

を参考に。 

 それではですね、お諮りします。 

 ここで15時15分まで休憩をいたします。そして、歳出全般についての質疑を…… 

（「まだまだ、ここ終わっていない」と呼ぶ者あり） 

 だから再開後にですね、これは再開後説明を受けますが、それが終わった後、給与関係、債

務負担行為、それから土地開発公社、この部分、それから地方債まで審査した後、歳出全般に

ついて質疑漏れがありましたら許可いたしますので、この休憩時間に歳出全般についての質問

項目がありましたらまとめていただきます。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） じゃ、ここで15時15分まで休憩します。 

              休憩 午後２時59分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時15分 

○委員長（武藤哲志委員） 予算委員会を再開いたします。 

 福委員から質疑があっておりましたが、回答求めますか。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） 結構です。 
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○委員長（武藤哲志委員） はい。 

 それでは、10款６項２目の北谷運動公園費、歴史スポーツ公園費、老人スポーツ広場費、体

育センター費、太宰府史跡水辺公園費、少年スポーツ公園費、大佐野スポーツ公園費関係につ

いての質疑を終わります。 

 11款１項に入ります。１目15節、２目11節から19節、３目15節、４目の15節これについての

質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２項の１目15節、２目の14節、15節について質疑ありませ

んか。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） 災害復旧の中でですね、この項目云々ということじゃないんですけど

も、大体終わりに近づいたというふうに考えてよろしいんでしょうか、網羅したと。 

○委員長（武藤哲志委員） まちづくり技術開発課長。 

○まちづくり技術開発課長（大江田 洋） 皆様のおかげにおきまして、災害復旧事業については

おおむね終わりました。一部北谷川のところで残事業、残っておりますけども、それにつきま

しても６月の出水期までには完全に完成するということで、今年度完了ということです。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） これちょっと災害復旧で出ているかどうかがわからないんですが、水城

ケ丘のポンプ小屋がありますよね、わかりますかね、あそこのところの、水城ケ丘からあそこ

の調整池の方に、ダムの方に行く、それ出てないですかね、災害復旧では。正式に場所とあれ

を言わんとやっぱりわからんか。 

○委員長（武藤哲志委員） 建設課都市開発係長。 

○建設課都市開発係長（井上 均） 場所は砂防ダムの横のポンプ場の下の民家ののり面だと思い

ます。それにつきましては、今年度の予算で土の除去とのり面の吹きつけをしております。 

○委員長（武藤哲志委員） とりあえず３年間の災害復旧で、今年は７億円近くの減額という形で

災害復旧が大体終わったということで、あとここで見ますと、文化施設、文教施設がまだ計上

されていますが、あと文教だけですね。 

 文化財課長。 

○文化財課長（齋藤廣之） 文化財におきましては、四王寺の大石垣につきまして、平成19年度ま

でに完成へ向けて今進めております。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、公共土木、文教施設の災害関係について質疑ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、12款に入ります。１項１目、質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、14款予備費についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、238ページをお開きいただきたいと思います。 

 ただいま歳入で審査をしてきました職員給与関係の明細書が出されております。238ページ

ですが、職員数は326人。また、239ページには級別職員数、こういう状況での支給率が出され

ております。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、240ページをお開きいただきたいと思います。 

 240ページから247ページまでに債務負担行為が前年度末までの支出見込み額、当該年度以降

の支出予定額等が計上されております。 

 それでは、240ページの、番号を打っておりますが、１番から27番までの債務負担行為につ

いての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、242ページの28番から54番までの債務負担行為についての

質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 244ページの55番から81番までの質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 246ページの82番から100番までの債務負担行為についての質疑ありま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、248ページに土地開発公社等の債務負担行為、まず１、

２、３として太宰府市土地開発公社に対する借入金にかかわる債務保証、社会福祉法人太宰府

市社会福祉協議会に対する借入金にかかわる損失保証、高雄中央線道路改良事業の債務負担行

為についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、一部事務組合関係の債務負担行為として、１番の筑紫自治

振興組合社会福祉施設整備事業債負担金から８番の両筑衛生施設組合し尿処理施設整備事業負

担金までについての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、最後のページになりますが、250ページの総括的な地方債

の前々年度末における現在高、前年度末及び当該年度末における現在高の見込みとして一番下
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に前々年度末現在高247億2,051万2千円、当該年度中の増減見込み額として新たに今年度17億

8,220万円の地方債を見込んでおります。そして、当該年度中元金償還見込額として26億

7,532万7千円、その後の地方債の当該年度末現在高見込額は239億3,903万8千円という報告が

出されております。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、歳出にかかわるものについての全般について、まず１款議

会費から14款、またはただいま説明しました内容まで含めて歳出全般についての質疑を許可い

たします。 

 片井委員。ページ数を言っていただきます。 

○委員（片井智鶴枝委員） 97ページのですね、統計調査費のことで、ここに商業統計調査準備調

査費というのが今年初めて計上されているようなんですけども、太宰府市がこれから目指すも

のとしては観光というのが産業の主要な柱になると思うんですけども、その際にですね、観光

客の動向を調査とか、入り込み数とか、そういう実態調査、または観光関連産業の従事者とか

事業者数とか売り上げ数とか、そういったことをやっぱりきちんと実態がどうなっているかと

いう統計調査をとらないといけないと思うんですけども、それにしたらこれは、今年はその調

査をするというわけじゃなくて、その調査のための準備の費用として２万円計上されていると

いうことなんでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、国から委託を受けてやる内容ですが、わかりやく地域振興課

長、説明を求めます。 

○地域振興課長（大藪勝一） 指定統計調査につきましては、国の方から２年置きとか３年置きと

か５年置きとかですね、そういった形での調査がございます。それで、この商業統計調査につ

きましては翌年度での統計予定ということでの準備のための消耗品という形での予算を計上さ

せていただいております。 

○委員長（武藤哲志委員） 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） そしたら、これは国のこの事業に対しての支出だと思うんですけど

も、太宰府市独自でですね、こういった統計をして実態を調べるということは、予算の計上は

今年はなされてないんですね。 

○委員長（武藤哲志委員） まずはここを見ていただき、左側のページを見ますと、一般会計は

2万7千円だけで、あと県からの支出があり、そういう市が委託、委嘱をして統計調査を行う

と。その結果については後日どういう状況かというのが報告されるということになるわけで、

市の支出はないということになります。 

 ほかには。 

 安部陽委員。 

○委員（安部 陽委員） 予算書の158ページに観光費が940万5千円昨年度より減になっているわ

けですね。再三やはり、観光事業というのは、今後のやっぱり国の施策でも重要視されてるわ
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けですけど、この900万円からのマイナスの要因の一番大きなところは人件費なのか、そのほ

か印刷費、いろいろあると思うんですけど。私は逆に増やしてもらいたい気持ちであるんです

が、その件の見解を。それからですね、観光案内所がですね、職員がやっぱり交代要員がほと

んどいないと。くたくたになってあるわけです。物すごく今博物館の問い合わせ等が多いんで

すね。それと、乗り物が空港に行ったり、旅館、ホテル等の問い合わせなんかも多いんですよ

ね。その点、観光協会に委託してありますけれども、あそこの職員がやっぱり疲れてあるんで

すね。私、月に四、五回は行くんですけど、まあそういう関係で、ちょっとその点もあわせ

て。 

○委員長（武藤哲志委員） 観光課長。 

○観光課長（木村甚治） まず１点目の900万円ほど前年度よりも数字が減額になっておるという

ことでございますが、一つはおっしゃいましたように嘱託報酬関係と、もう一つは太宰府館の

管理運営費の光熱水費関係が前年度からいきますと400万円ほど減額で計上いたしておりま

す。その辺でトータル的には900万円減ということ。それと、２点目の観光協会の案内業務に

ついてでございますが、おっしゃいますように年じゅう無休でやっております。現在朝９時か

ら５時半ですか、時間は30分遅く開いて、夕方のニーズに対応するようなところでも開館の時

間をずらしたりしておりますが、やはり非常に人的に厳しいところもございますが、新年度に

おきましては１名増員する中でまず体制を整えたいというふうに考えております。そういうと

ころで今年度は、平成18年度は観光協会の人員を１人増やすところでの委託料ということで計

上させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 渡委員。 

○委員（渡美穂委員） すみません。219ページの図書館のところなんですけれども、太宰府市

民図書館これは指定管理者になっていると思いますが、ほかの部分の指定管理者のところはで

すね、施設管理委託料ということで指定管理料を書かれているんですが、ここはですね、図書

館業務委託料というのがまた別に発生しておりますし、さらにですね、テレビの受信料、ファ

クス賃借料、複写機賃借料、電算機のこういった賃借料、使用料までがすべて別に予算で計上

されているんですが、通常その指定管理者に指定された場合、こういったものもすべて含めて

その協議内容に入ってきて、協議書を交わされるのではないかと思うんですが、その理由をお

聞かせください。 

○委員長（武藤哲志委員） 中央公民館長兼市民図書館長。 

○中央公民館長兼市民図書館長（鬼木敏光） 今までのですね、流れによってですね、市でできる

ものについてはですね、その市の方で予算化、大体組んでおります。市の業務の中で市の行事

をするものについては市の方で組んで、指定管理者に任せるものは文化スポーツ振興財団の方

でお願いしていることでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 渡委員。 

○委員（渡美穂委員） それだと、指定管理者というよりはむしろ一部業務委託という感じがす

るんですが、この太宰府市民図書館についても指定管理者制度、これ導入されていますので、

私はちょっとこの表記の仕方には非常に大きなというか、予算の立て方に疑問を感じるんです

けれども、あとその賃借料とかですね、使用料ですよね、これがまたその予算に別途計上され

ているということもおかしいのではないかなと思うんですが。 

○委員長（武藤哲志委員） いろいろ経過があるからその経過も含めてね、中央公民館長、それか

ら市民図書館長を兼ねておられて、以前のいきさつも、こう経過がいろいろあるようですし、

その辺も含めて報告いただけますか。今出されている施設は、文化スポーツ振興財団から派遣

された図書司書が何名来ていると、もともと市の職員が図書司書で何人おると、それと同時に

中央公民館と図書館も兼務をしているという、そういう説明をしないとちょっと内容的にはわ

からないと思うんですが、その辺の説明がいただけますか。 

 中央公民館長兼市民図書館長。 

○中央公民館長兼市民図書館長（鬼木敏光） 平成11年７月から今の文化スポーツ振興財団の方に

管理委託をお願いしております。その中で、予算についての振り分けの方法は、債務負担を組

む分については市の方で予算化し、でないものについては文化スポーツ振興財団の方で予算を

計上しております。そして、仕事の内容を振り分けまして、市の方で扱っていく分については

市で予算化している状況でございます。そして、来年度からは指定管理でなくなる館長業務、

それを振り分けまして仕様書で業務していくように計画しております。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、渡委員、246ページをお開きいただいてください。債務負担

行為で、今質問されてる内容が246ページの82に市民図書館指定管理料として、平成18年度、

平成19年度として7,247万8千円。83に中央公民館の管理委託料として、ここは委託ということ

で3,867万1千円を平成18年度から平成20年度までという状況で債務負担行為をされているとい

うことになります。だから、その辺を含めて再度質問をしていただきたいと思います。 

 渡委員。 

○委員（渡美穂委員） 例えば賃借料のところでもですね、例えばテレビ、テレビは入っていま

せんけど、複写機とかこれは債務負担行為に入っている部分もあると思うんですね。だけど、

そうじゃないテレビの受信料とかですね、そういったものが例えば債務負担行為にも入ってい

ないんですが、それがなぜわざわざ予算化をされているのか。通常ですと指定管理者として協

定を結ぶ際にそういったものもすべて含めた形での指定管理料として相手にお渡しをするよう

になるんではないかなというふうに考えているんですが。また、この図書館の図書館業務委託

料と施設管理委託料をわざわざ分けてある部分というのがちょっとわからないんですけれど

も。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、私も質問した、その南児童館、南隣保館の部分と同じような内
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容でね、本来は指定管理者にするのか委託にするのかと、こうあるんですが、そういう状況の

中で今職員が、あそこは正規な職員が図書司書が何名と、それから館長が兼務しているのと係

長が配置されているという部分があって予算措置の関係があるでしょう。その辺をまず説明を

されませんかと、こう言ってるの。 

 中央公民館長兼市民図書館長。 

○中央公民館長兼市民図書館長（鬼木敏光） 市の職員が６名おります。財団職員が14名でござい

ます。その職員がかかわっている業務に対しての予算の振り分けをしております。それで、債

務負担行為については財団ではありませんので市の方で予算化しております。 

○委員長（武藤哲志委員） いいですか。わかりました。市の職員が配置されているためにこうい

う支出が必要だと。 

 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 歳出全般についての質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、本日は歳出全般について終わります。 

 明後日22日の午前10時から予算特別委員会３日目を再開いたします。 

 22日は歳入の審査を行い、それからその他の特別会計の審査を行いたいと思います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、本日これをもちまして散会いたします。 

              散会 午後３時34分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程 

   〔平成18年太宰府市議会 予算特別委員会〕 

                                    平成18年３月22日 

                                    午前 10 時 00 分 

                                    於 全員協議会室 

 日程第１ 議案第44号 平成18年度太宰府市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第45号 平成18年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

 日程第３ 議案第46号 平成18年度太宰府市老人保健特別会計予算について 

 日程第４ 議案第47号 平成18年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

 日程第５ 議案第48号 平成18年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第６ 議案第49号 平成18年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計予算について 

 日程第７ 議案第50号 平成18年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算について 

 日程第８ 議案第51号 平成18年度太宰府市水道事業会計予算について 

 日程第９ 議案第52号 平成18年度太宰府市下水道事業会計予算について 

２ 出席委員は次のとおりである（２０名） 

  委 員 長  武 藤 哲 志 議員      副委員長  不 老 光 幸 議員 

  委  員  片 井 智鶴枝 議員      委  員  力 丸 義 行 議員 

    〃    後 藤  晴 議員        〃    橋 本   健 議員 

    〃    中 林 宗 樹 議員        〃    門 田 直 樹 議員 

    〃    渡  美 穂 議員        〃    大 田 勝 義 議員 

    〃    安 部 啓 治 議員        〃    山 路 一 惠 議員 

    〃    小  道 枝 議員        〃    清 水 章 一 議員 

    〃    佐 伯   修 議員        〃    安 部   陽 議員 

    〃    田 川 武 茂 議員        〃    福  和 美 議員 

    〃    岡 部 茂 夫 議員        〃    村 山 弘 行 議員 

３ 欠席委員は次のとおりである 

   な   し 

４ 太宰府市議会委員会条例第18条により説明のため出席した者の職氏名（４０名） 

  市    長  佐 藤 善 郎        助    役  井 上 保 廣 

  収  入  役  松 島 幹 彦        教  育  長  關   敏 治 

  総 務 部 長  平 島 鉄 信                石 橋 正 直 

  地域振興部長  松 田 幸 夫                三 笠 哲 生 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  古 川 泰 博 

          村 尾 昭 子        建 設 部 長  富 田   譲 

  上下水道部長  永 田 克 人        教 育 部 長  松 永 栄 人 

総務部政策統括
担 当 部 長 
地域振興部地域コミュ
ニティ推進担当部長 

健康福祉部子育て 
支援担当部長 
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  監査委員事務局長  木 村   洋        総 務 課 長  松 島 健 二 

  秘書広報課長  和 田 有 司        行政経営課長  宮 原   仁 

  財 政 課 長  井 上 義 昭        税 務 課 長  古 野 洋 敏 

  納 税 課 長  児 島 春 海        特別収納課長  吉 鹿 豊 重 

  地域振興課長  大 藪 勝 一        まちづくり企画課長  木 村 和 美 

  市 民 課 長  藤   幸二郎        人権・同和政策課長  津 田 秀 司 

  福 祉 課 長  新 納 照 文        子育て支援課長  和 田 敏 信 

  すこやか長寿課長  有 岡 輝 二        国保年金課長  木 村 裕 子 

  保健センター所長  木 村   努        区画整理課長  大内田   博 

          大江田   洋        上下水道課長  宮 原 勝 美 

  施 設 課 長  轟     満        教 務 課 長        井 上 和 雄 

  社会教育課長  松 田 満 男        文化財課長  齋 藤 廣 之 

  会 計 課 長  志牟田 健 次        建設課都市開発係長  井 上   均 

５ 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名（４名） 

  議会事務局長  白 石 純 一        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  伊 藤   剛        書    記  満 崎 哲 也 

まちづくり技術 
開 発 課 長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ただいまから休会中の予算特別委員会３日目を再開しま

す。 

 審査の都合上、歳出は終了しておりますので、歳入から審査を行いたいと思います。 

 それでは、予算書18ページをお開きください。 

 なお、再度ですが、執行部から平成18年度当初予算説明資料が配付されておりますので、そ

れをお出しいただきたいと思います。 

 本日は、平成18年度歳入予算の審査に入りますので、まず２ページ、歳入予算の款別集計表

が報告されております。１款から21款までです。 

 ４ページをお開きいただきたいと思います。 

 太宰府市の平成18年度自主・依存財源構成比として、自主財源は49％、依存財源については

51％という報告がなされておりまして、昨年より自主財源が増額になっております。 

 ５ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここでは、自主財源と依存財源についてですが、市税それから諸収入まで、依存財源につい

ては、国が地方交付税、この見直しを行ったために、地方譲与税からこういう地方消費税交付

金、そして国庫支出金、市債という形で載っております。 

 それから、６ページには前年度と比較して個人市民税が３億70万7,000円の11.2％の増額、

こういう特徴点が報告されております。 

 以上が執行部から出された部分です。 

 審査資料、まず１ページをお開きいただきたいと思います。 

 総務省が１月19日、20日に全国の県の担当者を集めて指示をした内かんというのがありま

す。その結果、県が各市町村を集めての財政見通しについての概要を指示しております。その

結果、太宰府市の平成18年度地方財政収支見込みの概要として、現在のところ、平成18年度、

平成17年度の比較が出されております。その結果、歳出と歳入の関係がありまして、太宰府市

は地方債の依存度が昨年は11.7％だったのが今年度は地方債の依存度が低くなりまして、

9.6％という内容になっておりまして、また交付税措置の関係では、交付税を減らしたために

地方譲与税がパーセントでは38.4％の増額です。 

 なお、地方特例交付金49.4％の減額、地方交付税は6.5％の減額になっております。全体的

には、比較しますと25.9％の減額です。 

 なお、内かんに様々な平成18年度の国の部分として、退職団塊世代を迎えるに当たって、退

職がある場合ですが、太宰府市についてはどのような考え方があるのかという形で、私の方で

資料要求をしておりました。退職手当債を平成18年度から平成27年度までの部分ですが、太宰

府市は退職手当組合に加入している関係で、退職勧奨の地方債は利用目的がないということで

す。 
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 それから、行政改革推進債という形で、やはり政府が行政改革を行うために地方債を認めて

おりますが、これは太宰府市としては検討をしたいと。 

 それから、政府の税源移譲、３ページの上段になりますが、個人住民税に移譲されました。

その結果、見込み額としては16億2,647万7,000円、県民税が含まれております。それから、財

政力格差の対応について、税源移譲分を基準財政収入額に100％算入した結果についてが報告

されておりまして、太宰府市の標準的な税収の75％が交付税に算入され、25％が保留財源とな

っております。こういう状況で、基準財政収入額の中に所得譲与税が２億3,919万9,000円全額

を算入したと。交付税を29億円と算定しとると。75％の算入と比較した場合は、約６億円が減

額となったという報告です。 

 申しわけありません。6,000万円です。 

 ４ページをお開きいただきたいと思います。 

 平成18年度の予算書全款にわたる政府の税源移譲による補助金活用内容として国がやはり出

されているが、どういう状況かという資料要求をしたところです。消防防災設備は該当がない

ということです。 

 公立学校施設、それから児童手当、介護等負担金、次世代支援対策交付金、こういう状況に

ついては、平成16年から所得譲与税によって措置しているところです。 

 それから、地方債元利償還補助金については該当がない。それから個人住民税所得割６％は

平成19年度見込みということで、平成17年度個人住民税所得割の市民税分６％を算出すると

34億1,552万6,000円、平成17年度と比較すると５億2,827万1,000円の増額ということです。 

 それから、徴収率向上、太宰府市の税金の徴収率については、県下の中でも上位です。その

ため、需要額455万4,000円が増額になっておるということであります。 

 それから、５ページですが、太宰府市の年齢別人口、２日目の審査でもありましたけど、太

宰府市の幼年人口として、０歳から14歳までの部分の構成比が13.73％、15歳から64歳までが

67.79％、高齢化の関係ですが、65歳から90歳以上が18.4％、こういう状況での太宰府市の人

口構成比が報告されております。 

 ６ページをお開きいただきたいと思います。 

 過去10年間の個人、法人市民税の決算推移の資料を求めました。その結果、平成７年度から

平成17年度までの個人市民税、法人市民税、決算額が報告をされております。 

 なお、不況の関係がありますが、特に平成12年度近くは歳入額が大変な金額だったんです

が、年々一般会計の歳入状況については減額になっております。 

 それから、固定資産税の関係ですが、評価額の下落に伴い、減額をしたという報告が出され

ております。 

 それから、歴史と文化の環境税については、本日資料が出されておりましたが、減額理由の

内容が出されております。 

 あと随時私の方で説明をしていきたいと思います。 
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 それでは、予算書18ページの１款１項１目個人市民税について、特別徴収、普通徴収、滞納

繰越分について、委員から質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、参考的に大変ここに見ますと、太宰府市は他の自治体にな

い特徴点があります。ここで見ますと、特別徴収される金額とそれから普通徴収によって納付

する額がここに出されておりますが、現在のところ、特別徴収についてとそれから直接納付に

よる普通徴収についての納税者、大体割合がわかりましたら報告いただけませんか。もう特別

徴収していただいて、直接入ってくるという。 

 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 具体的な数字はつかんでませんけど、大体６割４割ぐらいの状況でござ

います。 

○委員長（武藤哲志委員） 今、税務課長から税金、特別徴収されて納付されるのが６割、それか

ら普通徴収が４割、こういう状況で29億1,883万円のうち19億4,698万8,000円は特別徴収で入

ってくると。 

 それでは進みます。 

 ２目の法人市民税について、質疑ありませんか。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） 法人市民税の関連で質問しますけど、以前にも質問したことがあります

けども、いわゆるこの法人の大小はいろいろあると思いますが、そういった誘致に対する今後

のもし考え方があったら教えてください。あるかないかでも結構です。 

○委員長（武藤哲志委員） 総務部政策統括担当部長。 

○総務部政策統括担当部長（石橋正直） 現在のところ、法人についての誘致は別段しておりませ

ん。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） ということは、今後もないということ。いや、現状じゃなくて、今後の

考え方が知りたいわけです。 

○委員長（武藤哲志委員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 企業誘致につきましては、後期の基本計画、つまり平成18年度から

平成22年度までの基本計画の中でもきちっとうたっておりますように、今後関係機関、団体を

含めまして、将来的にはそういう企業誘致については行っていきたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） そういう考え方の中で、まだ今からかもわかりませんが、こういった関

係の企業を誘致しようとか、もちろん環境に配慮しないといけませんから、いわゆる工場的誘

致というのはなかなか難しいと思いますけども、業種と言うたらいかんのかな、何と言えばい
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いんですかね、１つのこういった関係の企業の誘致とか、そういうものはまだそれは今後の課

題であって、土地の利用についてもまだ、今のところはまだ確定したものはないということで

すね。今後その中で検討していくということでよろしいんですか。 

○委員長（武藤哲志委員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 今日の追加審査資料がございますけども、この中で「まほろばの里

づくり」事業基金という内容の中に、所属課がまちづくり企画課で、九州北部学術研究都市整

備構想推進会議負担金というのがございます。これは以前から説明した経緯もございますけど

も、いわゆる研究所みたいな企業を優先的に誘致していこうという考えがございますので、俗

にいう工場とかというのは本市の特性から似合わないという考えで、特に国立博物館も開館し

ましたし、こういう国とか、県とかの関連もございます関係から、そういう研究所とかそうい

う部分の企業を優先的に誘致を今後機会があればやっていきたいというふうに思っています。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２項の固定資産税、先ほど言いましたように資料の７ペー

ジ、審査資料ですが、平成18年度は、３年に１度の固定資産の評価替え年度で、土地、家屋に

おける資産価格の変動に対応し、それぞれの評価額を均衡のとれた価格に見直しする作業、こ

の結果、在来家屋の評価額の下落という形で２億725万8,000円も減額になっております。とこ

ろが、２月27日の国会では、2.5％固定資産税を見直しによって引き上げると、この部分につ

いて国会で論議がされておるわけですが、太宰府市は逆にここでは２億725万8,000円も減額に

なるのかどうか、固定資産の見直し時期、この辺の資料が出されておりますが、補足説明を求

めたいと思います。 

 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 家屋につきましては、下落がありますので、約10％の減額になります。

それと、今委員長が言われました土地の部分については、これまで負担調整で2.5％とか２％

とかという形で増額していたんですけど、一律５％という形で増額になりましたので、その差

し引きの額でここに下落になった家屋の部分と、今法改正によって土地の部分については増額

になっていますので、その差し引きを見込みまして、２億725万8,000円を減額という形でして

いるところです。ですから、予想以上に家屋の下落が、３年分ですから大きいということで

す。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） よく市民から、固定資産税がいつも高いというのがあるんですが、今

年はこういう状況で、２億725万8,000円も固定資産税が収入として見込まれないという内容で

す。 

 委員の方から、２項の１目、これについての質疑ありませんか。 

 中林委員。 
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○委員（中林宗樹委員） 固定資産税の５％の増額ということでありますけども、実勢価格と固定

資産税の評価価額の差が若干近まってる部分もありますし、逆転している部分もあるというこ

とを聞きますけども、そこら辺についての調整はどんなふうにされてるんでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 具体的な部分は最終日、議会全員協議会で税制改正の部分についてはご

説明申し上げたいと思います。 

 今言われた部分につきましては、現実的に実際の売買評価と市が決定している評価額という

のは若干の誤差があるんですけど、あくまでもこれは市の評価額についてはやはり70％という

形の中での価格を決定してますので、一部そういう部分もございますけど、基本的にはあくま

でも、これは国の関係、それから不動産鑑定士関係とも協議した結果、やはり売り急いだ場合

はどうしても通常の価格より下がるという部分の中で、今のところ私たちも都市圏の税務協議

会とかという形の中で、要望は出してるんですけど、現実的に今はやはり国としては、国の評

価額もございますので、国の評価額がございまして、そして県がまた評価いたしまして、それ

を参考に市が最終的な鑑定評価しますので、現状的にはこのままの形の中で推移せざるを得な

いという形で考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） ここには、今言われましたように、それぞれの事情がありまして、売買

価格については差が出るというのはあります。 

 ただ、今の中で、大体実勢価格の70％をめどにというような考えでよろしいんでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） そのとおりです。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに委員からは。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、同じく２項２目国有資産等所在市町村交付金、これについ

ての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 進みます。 

 ３項軽自動車税、１目について、１節、２節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４項１目市たばこ税について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、５項の１目特別土地保有税、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、６項の都市計画税、先ほど固定資産税の減額の関係で、こ
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れも5,173万6,000円の減額になっております。これに対する６項１目１節、２節についての質

疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、７項の入湯税について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、昨日から論議になっておりました歴史と文化の環境税

760万円の減額になっておりまして、審査資料７ページに報告されております。本日資料も提

出されております。これについての質疑ありませんか。 

 不老副委員長。 

○副委員長（不老光幸委員） １つは、税の徴収義務事業者の数なんですけども、平成15年から今

日まで、その数は変わっておりますでしょうか。推移をお願いします。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 数につきましては、今現在では27事業者で、国博がオープンしましたの

で、国博の事業者が１件増えたという形になっているところでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 不老副委員長。 

○副委員長（不老光幸委員） 国博が開館いたしまして、駐車場の状況も変わってきておりまし

て、例えば従来は義務者としての適用がなされなかった事業者でも、現状としては適用するよ

うな感じになっているんじゃないかなというのがあるんじゃないかなということが一つと、そ

れからもう一つ、今度３年経過の見直しがありまして、その義務者としての適用条件ですか

ね、これについて変えられるというか、何というか、それについての見直しをされるかどう

か、お伺いしたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 最初に言われました適用につきましては、現実的に今のところ10日以下

と５台以下という形の中で、国博がオープンいたしまして、若干10日過ぎるようなところもご

ざいましたので、正月以降毎日調査しながら、現実的には今１件が指定するような状況になる

ように考えております。ほかのところも、事業者の方にアンケートをとって、実態調査とそれ

とアンケート調査の中で、１点目につきましては、そういう形で調査をしながら条例に該当し

た場合は指定していくような形になってくると思います。 

 続きまして、２点目につきましては、適用の内容の変更の件ですけど、これはやはり今後税

制審議会の中で、そういう分も含んで、全体的なことで検討していただくような形になると思

います。最終的には市の方で決定したいというふうには考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） これ、この歴史と文化の環境税を導入する前にも議論したんですが、い
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わゆるあそこの都府楼政庁跡の駐車場みたいに、車で来るけども、無料でとめられると、そう

いったところと有料との問題をどうするのかということで、当時一度はたしか有料化にすると

いうような回答もらった記憶があるんですね。それといわゆる歴史と文化の環境税というの

は、有料の駐車場にとめるから歴史と文化の環境税をもらうのか、それとも何で環境という名

前をつけて税金にしてるのか、いわゆる車で来るお客様に対しての歴史と文化の環境税を私は

取るというふうに理解をしているわけですが、そういった観点からした場合に、いわゆる国博

の無料駐車場の案内等が出ておりますが、私はどうも納得いかんわけですね。だから、すべて

を有料化していく方向に行かないと、歴史と文化の環境税を取っていただいている、それを協

力していただいている業者の方には納得いかんのじゃないかなというふうに思うんですが、私

ならそう思いますね。何で有料駐車場だけに歴史と文化の環境税を取るのか。だから、無料の

駐車場でも歴史と文化の環境税を取るべきだと思うんです、税金だから。そうしないと、同じ

車で来て、有料駐車場にお金を出してとめる人、早く来てお金を払わずに無料の人は税金が要

らない。全く不公平に思いますが、その点いかがでしょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） １点目の都府楼政庁跡前の駐車場の有料化につきましては、市としても

鋭意有料の方向で文化庁と協議をいたしまして、最終的にやはり文化庁の方で、あれは史跡指

定地で、駐車場じゃないので、有料化はできないという形で、文化財課の方から話を聞いてお

ります。 

 あと、市役所にも無料してますけど、この件につきましても、どうしても採算ペースを考え

ますと、有料化すれば赤字になるという形で、市役所の方も断念しているところでございま

す。 

 ほかには、国博は有料でございますので、ほかには周辺には無料はないというふうには考え

ているところでございます。 

 あと、有料駐車場に、これは定義する部分については、あくまでも太宰府市全域の有料駐車

場という形になりますので、無料になると、これはすべて無料の駐車場になれば、それこそ会

社の駐車場も、それから自宅近くに借りている一時駐車場もすべて該当、税法的にそういう形

の、やはり一部というわけにいきませんので、その定義づけとして有料という形で設けている

ところでございます。これ無料になると、すべての駐車場が税の対象になるということで、そ

この辺の二重課税等も考慮いたしまして、有料駐車場という形の中で定義しているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 最終的にはそういうやり方というのは理解はできるんですが、国立博物

館無料駐車場という案内はなかったですかね。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 
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○税務課長（古野洋敏） 無料駐車場という案内はございません。あれは恐らく、国立博物館に行

くと混雑するので、民間の有料駐車場をご利用くださいという看板で、国立博物館については

北側も南側もすべて有料で協力していただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 力丸委員。 

○委員（力丸義行委員） 特別徴収義務者のことでお尋ねしたいんですが、特別徴収義務者といえ

ば、駐車場をぬけて考えたときに、いわゆるサラリーマンの給与の中で住民税等を特別徴収義

務者ということで会社の経営者側が徴収していただき、市に納めるというのが特別徴収という

ものの基本というか、私が知るところではそういうことで、最近もあるとは思うんですけど、

企業が特別徴収をしないと。各社員にそれぞれ個人で住民税を払うようにというようなことが

現在もあってるんじゃなかろうかと思うんですが、片やそういったことが仮に認められたとし

て、駐車場税の場合も特別徴収をしないといったときに、市として何か法的な拘束力があるの

かどうか、その辺をお尋ねいたします。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 一応特別徴収義務は一つの徴収方法の税法上の手段でございますので、

この辺につきましては、市としてはやはり税法に違反する行為という形で考えております。今

のところは、やはり特別徴収者として指定した以上は徴収をしていただくというか、その義務

が発生する。これは税法上の問題ですので、そういうふうには考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 力丸委員。 

○委員（力丸義行委員） だから、住民税の場合ですよ、それを認めてきてるんじゃないんです

か。住民税で、だから特別徴収をやめますという企業に対して、市として何か法的な拘束力を

もって何かされたということはないでしょう。ということは、歴史と文化の環境税の特別徴収

義務者に対しても同じことが言えるんじゃないかなと私は思って、今質問してるんです。本当

に法的な拘束力があるのかどうか。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 現状の税法上でいきますと、法的な拘束力はあるというふうに考えてお

ります。やはり市の条文に載せまして、特徴義務者の指定という形の中で、歴史と文化の環境

税の条例の中に、これは市の法律ですので、その中に特別徴収義務者という形の中で指定して

います以上につきましては、やはり税法に基づく特別徴収義務者の義務は履行してもらうとい

う形で法的な方法としてはそういう形で判断しているところでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、この条例をつくるときには大変論議になって、特別徴収義務者

に指定されると、義務を怠ったりすると罰金、それから犯罪的科料、こういう扱いまでという
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状況での審議をされた経過がありまして、特別徴収義務者に27と新たに国立博物館の業者はそ

の義務があるという過去の論議があっておりますので、そういう今税務課長のご報告だと思い

ます。これに関連する質疑がありましたら。 

 田川委員、いいですか。 

○委員（田川武茂委員） はい。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ほかにはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは進みます。 

 ２款地方譲与税、１項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、同じく自動車重量譲与税の１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３款１項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４款１項１目についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、５款１項１目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６款１項１目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、７款１項１目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ８款１項についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ここで審査資料の８ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 地方交付税前年度２億3,290万円の減額に対して、国が臨時財政対策債６億6,300万円との調

整起債内容について資料が出されております。ここで見ますと、市税、交付税、この減額分の

部分として、臨時財政対策債、前年と比較して減額になっております。一般財源の関係で５億

3,470万円、3.92％の減額です。交付税が２億3,290万円の減額ですが、この部分については９

ページをお開きいただきますと、どのような状況であるかと見ることができます。平成18年

度、地方特例交付金についても46.5％の減額です。普通交付税についても5.9％の減額、特別

交付税については前年と同じですが、この29億円は次のページを、10ページを出していただき
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ますと、ここに保育所運営負担金として国庫負担金１億5,436万3,000円が交付税対象外という

形、こういう交付税の部分から対象外にされたということになります。 

 様々な形で、三位一体改革で交付税措置とかいろんな部分が出てきますので、その辺をお含

みいただきまして、交付税の中に入れて減額をしているという状況になりますので、それでは

予算書24ページに入ります。 

 それでは、９款１項１目についての質疑ありませんか。 

 清水委員。 

○委員（清水章一委員） 今、委員長の方から説明がありましたので、少しお尋ねします。 

 地方特例交付金が昨年より半分ぐらいになってますね。それの当初予算でいくと、私の調査

では２億8,300万円ぐらいあったのが約１億4,300万円、これ減額になった理由ですね。それと

恐らく定率減税の方かなと思ったりもするんですが、そういう様々な絡みがあると思いますの

で、その部分について説明お願いしたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） 財政課長。 

○財政課長（井上義昭） 地方特例交付金につきましては、従来国の減税分をこれで補てんをして

おったわけですが、昨年度につきましては、地方財政対策の中で税源移譲予定特例交付金とい

うのが入っております。これは、基本的には県の教職員の関係の人件費が予定特例交付金とい

う形で入っておったわけですが、市町村も一部関係ございますけども、この分が全額廃止され

たというのが一つございます。それと、減税分が２分の１に縮減されたというようなことで、

地方特例交付金の全体の原資そのものが46.2％の削減になっております。 

 主な理由といたしましては、以上のとおりでございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 清水委員。 

○委員（清水章一委員） だから、その減った分が減税分をやめたっていうことでしょう。その分

個人住民税が増えたのか。減った分がそれでいってるとかということをきちっと説明しない

と、減っただけの見方になるわけですよね。その分がきちっと補てんされてるのかどうかとい

うこともあるわけですよね。 

○委員長（武藤哲志委員） 財政課長。 

○財政課長（井上義昭） ただいま清水委員さんがおっしゃいましたとおり、減税が縮減された分

については当然個人市民税が増額になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、進みます。 

 10款１項地方交付税について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 11款１項１目、質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 12款１項１目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 12款２項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、審査資料の10ページ、先ほど説明しましたが、現在五条保

育所、南保育所、そして都府楼保育所は今年の４月から民間移譲されます。それで、保育所の

保育料についてが資料として出されておりますし、国庫負担については、まず私立の保育所の

部分については太宰府園から都府楼保育園、それから管外の保育所、県の負担金、こういう状

況になって報告がなされております。 

 現在のところ、12款２項の２目２節児童福祉費負担金、ここの部分が保育所保育料現年分２

億4,620万7,090円、ここの数字と合計額が合うようになっておりますので、それでは12款２項

の２目について、委員から質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 13款１項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５目。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ７目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、13款２項１目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目について、質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４目についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 14款１項１目についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 14款２項１目についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、４目については審査資料の11ページ、ここで要保護児童就

学援助費補助金として、まず小学校では715万円の減額、中学校では337万2,000円の昨年から

見ての減額になっておりますが、資料が出されておりまして、準要保護児童・生徒の就学援助

事業は税源移譲予定特例交付金で行うことになり、そのために大幅な減額となったという報告

がなされております。 

 それでは、４目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５目。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 14款３項１目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 15款１項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目について、質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、15款２項の１目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 15款２項２目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４目について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 15款３項１目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４目。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５目、６目、７目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 16款１項１目、質疑ありませんか。 

 なお、ここでは駐車場使用料金が240万円の増額になっておりますが、以前から決算委員会

でも審議になっとった駐車場の使用料、職員駐車場の料金の引き上げを行ったということでし

ょうか。 

 行政経営課長。 

○行政経営課長（宮原 仁） この駐車場につきましては、出先機関その他の施設の分を昨年の

10月から徴収をしたということで増額になっております。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 清水委員。 

○委員（清水章一委員） いきいき情報センターの貸付料について、これは昨年と同じ金額、これ

はパインバリューの貸付料の話ですかね。 

○委員長（武藤哲志委員） 財政課長。 
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○財政課長（井上義昭） 当初予算に計上しております数字につきましては、現在のパインバリュ

ーの使用料でございます。それで、今回議会全員協議会の中でもご説明をいたしましたが、株

式会社マミーズというのが４月１日から引き継ぐことになりましたので、その賃料に引き直し

ますと、約961万2,000円の増額になります。これは補正予算で対応させていただきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには委員から質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、16款１項２目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、16款２項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 17款１項について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 18款１項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、19款１項について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 20款１項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 20款２項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 20款３項１目についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 20款４項、なおここでは審査資料の11ページ、保留地処分金として佐

野土地区画整理事業保留地処分金として２億4,795万6,000円が計上されております。ここの

11ページでは、16宅地分の保留地処分を行った金額を計上し、１宅地当たり平均1,550万円

で、７万5,000円の平方メートル当たりの積算という報告が出されております。 

 それから、次の審査に入る前ですが、12ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここで、総務、民生、衛生、農林水産、こういう状況での雑入ですが、この雑入の内容につ

いて、総務費雑入、民生費雑入、衛生費雑入、農林水産費雑入、商工費雑入、14ページです

が、土木費雑入、消防費雑入、教育費雑入、こういう雑入について、詳しく資料が提出されて

おります。 

 それでは、20款４項１目、５項１目について、委員から質疑ありませんか。 

 中林委員。 
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○委員（中林宗樹委員） 今年度は16宅地分ということでございますけども、保留地は大体これで

終わりですか。 

○委員長（武藤哲志委員） 区画整理課長。 

○区画整理課長（大内田 博） 佐野土地区画整理事業の保留地につきましては、今回上げている

ほかにも一応10か所程度の保留地については用意できるような形で、一応平成18年度で保留地

は全部処分できるような形になっております。 

○委員長（武藤哲志委員） 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） その処分についてですけども、これは見込みとしては全部直接販売で処

分される予定ですか、それと処分できる見込みはありますか。 

○委員長（武藤哲志委員） 区画整理課長。 

○区画整理課長（大内田 博） 平成18年度で区画整理課が区画整理係に縮小される予定でござい

ます。基本的には、市の職員で処分する予定でございますけど、課の縮小、係になったときの

人員の配置によっては、どこかに委託する方法も考えることを検討する時期になるかもわかり

ません。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 中林委員。 

○委員（中林宗樹委員） はい、わかりました。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに、20款４項１目、５項１目について、質疑ありませんか。 

 清水委員。 

○委員（清水章一委員） 総務費の雑入と教育費の雑入がかなり減額になって……、総務費の雑入

は増えとるんですかね。昨年と比較すると大分増えてる。昨年が2,500万円ぐらいの雑入だっ

たのが7,200万円になっているような感じがしますが、その説明とそれから教育費の雑入が逆

に今度は4,100万円が300万円ぐらいに下がっておりますので、その理由をちょっとご説明いた

だきたいと思います。 

 それから、審査資料の12ページに、これ秘書広報課なんですかね、広告の掲載料20万円とい

う金額が雑入で上げてます。この説明と、それから自動販売機の売り上げの手数料というのが

計上されてますので、この４点にわたってちょっとご説明をいただきたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、今委員から出された内容で、総務費の雑入の増額、それか

ら教育費の雑入の減額、それから審査資料の12ページの広告料の掲載、自動販売機の手数料、

この４つが質疑が出ておりますので、回答を求めます。 

 財政課長。 

○財政課長（井上義昭） まず、総務費の雑入の増額につきましては、これは資料の12ページの中

ほどにございますが、光熱水費として5,116万7,000円を上げております。これはいきいき情報

センターの部分の光熱水費を今回財政課の方で支払うというようなことで、組みかえをいたし

ておりますので、それに伴います各施設からの収入分でございます。それに伴いまして、教育
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費の雑入があわせて減額になっております。 

 それともう一点、自動販売機売り上げ手数料につきましては、これはテレホンカードの売り

上げ分の手数料でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 広告については。 

 秘書広報課長。 

○秘書広報課長（和田有司） 広告の掲載料20万円につきましては、市の広報紙への広告掲載を平

成18年度の後半から予定をいたしたいと思っております。この20万円につきましては、筑紫野

市の平成17年度予算で100万円、筑紫野市が計上されておりまして、それを参考に計上をいた

しております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 清水委員。 

○委員（清水章一委員） 一月当たり幾らぐらいになるんですか。 

○委員長（武藤哲志委員） 秘書広報課長。 

○秘書広報課長（和田有司） 一月当たりにしますと、３万円ぐらいですかね。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、21款１項１目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４目。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５目について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６目、先ほど減税補てん債は８ページの資料で説明しております。７

目についても関連がありまして、説明しております。 

 ６目、７目、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ここで10分まで休憩をし、申しわけございません。延長し

ます。 

 まず、予算書９ページをお開きいただきたいと思います。 

 第２表債務負担行為として、中央公民館舞台操作業務委託から複写機賃借料、債務負担行為
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が提出されております。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、10ページ、第３表地方債、一般会計出資債から臨時財政対

策債までの17億8,220万円、これの地方債が提出されております。これに対する質疑ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ここで11時10分まで休憩をし、歳入全般について質疑を

し、そして討論、採決を行いますので、ここで10分まで休憩します。 

              休憩 午前10時58分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時10分 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、再開します。 

 ただいま歳入についての審査を行いました。 

 それでは、歳入全般について質疑がありましたら許可します。 

 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） 当初予算説明資料の６ページを見ますと、今年個人市民税が11.2％伸

びを示してるんですけども、これは税源移譲に伴うものかどうかということが一点と、あとは

三位一体改革で様々な見直しがなされているんですが、これが太宰府市には結果として年に何

億円ぐらいの影響、プラス・マイナスですね、そこら辺がなかなか見えにくくて、普通交付税

は大幅に減額になっておりながら国庫負担金が増えるとか、私たちなかなかその出入りがわか

らないんですけども、今後太宰府市の財政計画を立てるに当たっては、この三位一体改革がど

のような形で、どのような金額で影響を与えるかということがよくちょっとわかりにくいの

で、そのあたりの金額がわかりましたらお願いいたします。 

○委員長（武藤哲志委員） 財政課長。 

○財政課長（井上義昭） まず、三位一体の改革の中で、金額がどのように割り振りをされておる

のかということでございますが、三位一体の改革の手法といたしまして、毎年やり方が変わっ

ております。それで、基本的には国庫補助負担金の減額に伴うものは、大体８割程度は所得譲

与税として返ってきております。ですから、おおむね８割ということで、財政の収支見通しの

中では、おおむねそういった数値をもとに、原資の伸びである程度調整をしております。 

 それで、国庫補助負担金の減額に伴うものは所得譲与税で対応されますが、地方財政そのも

のの財源不足が生じた場合にどうするのかというのは、先ほど言いました例えば地方交付税が

大幅に減額をされておりますので、その補てん措置として臨時財政対策債、ですから平成18年

度の当初予算につきましては、地方財政対策といいますか、その考え方の中には、まず国庫補

助負担金の減額に伴う補てん措置と地方財政の収支不足を補てんするための臨時財政対策債、

それと地方税、この３つを合計いたしますと、平成17年度並みの財源の確保をするというのが
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国の方針でございまして、本市におきましても、そのような視点で編成をいたしております

が、平成18年度につきましては、税の伸びが全体で地方税として4.7％ほど増収を見込んでお

ります。地方財政収支見通しではですね。 

 ところが、その4.7％の中には県税が8.2％入っております。県税の伸びが多うございまし

て、市町村につきましては、2.2％の伸びしかないと。その中でも、先ほど税務課長から話が

ありました固定資産税の評価がえに伴いましての減額措置がありますので、それとさらに本市

の場合には法人市民税、地方財政収支見通しでは法人市民税が11.4％増加するという見込みを

しておりますが、本市の場合はむしろマイナスになっておるというようなもろもろの調整があ

りまして、結果的に大体1.4％ぐらいの減になっておるかと思います。そういう形で予算編

成、三位一体の部分につきましては、基本的には所得譲与税で８割返ってくると。それ以外の

地方財政の収支バランスのとれないものについては臨時財政対策債というようなことで補てん

をされております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） その前に、さきの一点質問に対してのお答えがなかったんですけど

も、個人市民税が３億円ぐらい伸びているのは、税源移譲に伴うものなんですね。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 市民税に伴うものは、税源移譲というよりは基本的には税源移譲に絡み

ますけど、税制改正の部分でございます。皆さんもご存じと思いますけど、老年者控除の廃

止、配偶者の均等割の全額課税、公的年金の見直しの改正、定率減税の２分の１の減少、それ

から老年者非課税措置の廃止という形で、平成18年度は５項目税法が改正になっていますの

で、その部分の市民税の増額という形で考えていただければいいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 財政課長。 

○財政課長（井上義昭） ちょっと説明が不足しておりまして申しわけございません。 

 税源移譲につきましては、平成19年度から対象になります。したがいまして、平成18年度中

に税源移譲として考えられているのが所得税から市民税の方に税源を移すということで、税率

の一律10％のフラット化で考えられております。それで、そのうち６％が市民税、４％が県民

税というような形になりますので、おおむね３兆円程度になります。今の財政規模からいきま

すと、全国の地方の財政レベルからいきますと、その10％フラット化することによって、おお

むね３兆円の税源移譲がされることになります。そういう方向で、今税制改正の方に取り組ま

れておりますので、最終的には適用が平成19年度の税からそういう形になるということでござ

います。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 不老副委員長。 
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○副委員長（不老光幸委員） 細かいことかもしれませんけど、参道がございますね。あそこの店

とかそういったもので、事業主体者が太宰府の市民とそうじゃない方があるんですけども、そ

の割合が大まかわかればお願いしたいのと、もう一つは太宰府市民の事業者と部外者の事業者

との関係で、税収上差があるのかどうかお伺いしたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 具体的には把握していませんけど、概略でいきますと、１割２割が市外

者が店舗を借りて実施しているという形でございます。税収については、何ら変わりありませ

ん。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） 先ほどお答えいただいて、２度するような形になりますけども、先ほど

企業誘致、今の法人市民税関係からすると、やはり一番弱いのがその部分だと思っていますの

で、お伺いしますけども、先ほどまちづくり企画の方の回答をいただきましたけども、いわゆ

るそれ以外の太宰府に企業といいますか、そういったものの誘致を考える余地はないのかどう

か、私はこういったほかに新たな税収という面からしたときには、新たなものを見つけていか

ない限り、税収には結びつかないと、増収には、思っているんですよ。ですから、そういった

考え方をやはり持つべきではないかなというふうに、これはこれで、これはこれという言い方

いかんですが、先ほどのこれ、先ほど言ったのは研究所とか学術の件ですよね。これはこれと

して誠に結構な話だと思うんですが、これ以外にやはりそういったものをする必要性があるん

じゃないかと思いますが、その点いかがですか。 

○委員長（武藤哲志委員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（松田幸夫） 企業誘致を含めまして、宿泊施設も機会があればそういう誘致に結

びつけていきたいというふうに思っています。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 今そういったふうにお答えいただいているんですが、それを要するに積

極的にやるのか、そういう回答をいただくけども、本当にやっているかどうかというのが非常

に疑問というか、一つも結果に結びつかないというのが歯がゆい部分があるんですけど、それ

は土地の問題、先方の問題、いろいろあるでしょうから、そういった面からして、やはり新た

なまちづくりが必要かどうかですね。ぜひ考えていただきたいなというふうに、考えておられ

るとは思うんですけども、なかなか結果としていろんなものが結びついてこない、目に見えて

こないんで、果たしてできるのかどうかというのが非常に疑問に思えてくるんですよ。やはり

やってる以上は結果として出てこないと、せっかく回答いただいてもね、いろんな質問して回

答いただくけども、結果が出てこない限りにおいては、本当にやってるんだろうかという疑問

しか生じてこないというのが偽らざる気持ちでございますので、その点ぜひ今後ともによろし
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くお願いしときたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 田川委員。 

○委員（田川武茂委員） 歴史と文化の環境税の問題ですけど、これについて実態をちょっとお伺

いしたいんですが、私も領収書、500円の領収書ですね、これをこちらから領収書を下さい

と、そういうふうに言わんと、実際領収書を発行してくれんのですよね。そこら辺の実態はど

ういうふうになっとるのか。調査なんかしてないんですけど、そこら辺の税務署との関係はど

ういうふうに、税務署じゃないですね、これは市の歴史と文化の環境税ですから。そこら辺の

やる人はやってますよね。発行しとる人は発行しとる。発行してない人は発行してない。それ

じゃ平等性が私は欠けると思うんですけど、そこら辺の何か実態を把握、つかんでおりました

らちょっと。 

○委員長（武藤哲志委員） 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 歴史と文化の環境税の領収書につきましては、基本的には無人の駐車場

とかもございますので、現実的に発行できてないところもございます。あと、土、日とかとい

うのは無人のところも事業者、またパートの方が管理されてありますので、各事業者には領収

書の発行は市としてはお願いしているところでございます。しかしながら、やはり忙しいとき

には駐車の車を入れたり、出したりするのが精いっぱいで、一部領収書を発行していないとこ

ろもございますので、再三事業者の方には領収書の発行のお願いはしているところでございま

すし、今後も協会というのができましたので、協会を通してそういう形の中で領収書の発行を

してもらうような形でお願いしていきたいというふうには考えています。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、質疑はないようですので、以上で質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、反対討論から許可します。 

 反対討論はありませんか。 

 山路委員。 

○委員（山路一惠委員） 平成18年度の一般会計の予算については、反対の立場から討論をいたし

ます。 

 国の方針がそうだから仕方ないというのもあるかもしれませんが、それにしてもやっぱり公

共業務の民営化、広域化、それから受益者負担を原則とした市民サービスの低下、切り捨てな

どが本当に顕著にあらわれているなというふうに感じました。詳細については、最終日の本会
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議でさせていただきますけれども、そういった視点から賛成できない部分が含まれております

ので、予算については反対いたします。 

○委員長（武藤哲志委員） 賛成討論はありませんか。 

 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） 平成18年度の予算に対し、賛成の立場から討論いたします。 

 本年度の予算は、施策別枠配分方式を使い、地方債の発行を25億円に抑え、また単独事業の

抑制など、様々な工夫がなされていると思います。しかしながら、その内容の中で、幾つか疑

問に思う点がありますので、その点を要望といたしまして、賛成討論といたします。 

 まるごと博物館プロジェクトに対して、様々なハード部分での整備はなされておりますけど

も、基本的な市況調査を行う統計調査に対して予算計上がなされていないなど、これは本来の

一番基本でありますので、その統計調査がなくていろいろハードの部分を整備しても、地域的

な経済効果にはつながらないと思いますので、その点を今後見直していってほしいと思いま

す。 

 それと、地域コミュニティ推進プロジェクトでありますが、これは市民との協働ということ

を言いますと、一番大事な施策であると思います。その中で、行政区に対する補助金のあり方

を今後全般的に見直してほしい、それとまほろば号の運行に関しては、地域の住民と一緒に育

てていくという視点で、そのコースの選定に当たりましても、地域住民を入れながらそのコー

スを選定していくなど、利用しやすいようなコースにしていって、乗車人数を増やしていくよ

うな形でやっていってほしいと思います。 

 またもう一点ですが、高齢化に伴い、介護保険などの特別会計がかなり年額が増えておりま

す。今年の施策の中で、高齢化対策として具体的な取り組みが薄いように思われます。この点

も詳細は本会議の際に述べたいと思います。 

 以上、賛成討論といたします。 

○委員長（武藤哲志委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第44号「平成18年度太宰府市一般会計予算について」、原案のとおり可決することに賛

成の方は挙手を願います。 

（大多数挙手） 

○委員長（武藤哲志委員） 大多数挙手です。 

 したがいまして、議案第44号「平成18年度太宰府市一般会計予算について」は原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対１名 午前11時26分〉 

○委員長（武藤哲志委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第４５号 平成１８年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 
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○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第２、議案第45号「平成18年度太宰府市国民健康保険事業

特別会計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 270ページをお開きいただきたいと思います。 

 なお、歳出に当たって参考にしていただく資料として、審査資料の50ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 まず、平成18年度の部分ですが、国保税収入未済の件数と前年度の徴収状況ですが、国保税

の収入未済については昭和59年度から昨年の平成16年度、2,430という数字が出ております。 

 なお、不況の影響で、特に平成10年度からが増額、223から455、ずっと平成14年度が788、

昨年度は1,328という状況です。 

 平成16年度の徴収状況、担当部でも大変努力はいただいてますが、国保の一般医療現年度分

として収入未済額が9,047万2,497円、収納率については92.93％、そういう昨年度の部分が一

般介護や医療、現年度として１億184万4,089円の収入未済があります。また、今までの収入未

済総額の部分ですが、滞納合計としては合計の３億4,462万7,451円、国民健康保険の滞納額と

して出されております。 

 また、51ページには資格証明書、それから短期保険証ですが、太宰府市については、短期保

険証は341世帯、資格証明書は16世帯、なお未納については保険証について窓口受け取りを通

知いたしている関係で361世帯です。これが国民健康保険の歳入歳出にかかわる内容です。 

 それでは、270ページの１款１項１目、各節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２項１目、各節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３項１目について、各節質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２款１項１目、２目、３目、４目の各19節についての質疑

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） １項５目の12節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款２項１目、２目の19節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（武藤哲志委員） 同じく３項１目、２目の19節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 同じく４項１目の19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 同じく５項１目19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３款１項１目、２目の19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４款１項１目19節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５款１項１目、２目の19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６款１項１目、２目の11節から14節までの質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ７款１項１目の25節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ８款１項１目の23節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ９款１項１目、２目の23節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 10款１項１目についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、再度歳出全般についてのかかわりがあります284ページ、

給与明細について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、歳入の審査に入り、一括して質疑漏れがありましたら許可

します。 

（「歳出もですか」と呼ぶ者あり） 

 歳出、はい、じゃあ歳出の質問漏れ、歳入行って一括して許可します。 

 それでは、260ページ、１款１項の１目一般被保険者国民健康保険税の１節から４節まで質

疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目の退職被保険者国民健康保険税の１節から４節まで質疑ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（武藤哲志委員） それでは、２款１項１目、２目の１節、２節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２款２項の１目１節、２節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３款１項１目１節、２節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４款１項１目１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４款２項１目、２目、１節、２節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５款１項１目１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６款１項１目１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ７款１項１目１節、２節、３節、４節、５節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ７款２項１目１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ８款１項１目、２目の１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ９款１項１目、２目、１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ９款２項１目、２目、３目、４目、５目の各１節、質疑ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ただいま国民健康保険の歳入歳出、給与について、全般に

ついての質疑がありましたら許可します。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） 戻る形で申しわけないんですけども、項目からいえば、一般被保険者高

額療養費がありますけども、２款の。これは要するに市民の中でこれの貸付制度というのが、

高額療養費の、ありますよね。こういったことへの認知度、実際こういう場面に当たらないと

わからないとは思うんですけども、いわゆる知らないがために非常に、どう言いますか、それ

を払うまで入院して出られないとか、そういったことを思ってある方が多いのではないかとい

うふうに思うんですね。そういった面での市民のいわゆる認知度をどれぐらいあるのかなとい

う、結構やっぱり知らない方の方が現状多いのではないかと。ですから、それはもちろん最初
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からその部分は手続を市民がしなくても、できる体制があればいいんですけども、知っとかな

ければそれを手続もできないということが多いと思いますが、その点いかがでございましょ

う。 

○委員長（武藤哲志委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（木村裕子） 高額療養費の貸し付けにつきましては、広報など、また窓口などで

も啓発をしておりますけれども、病院の窓口でそういった指導をしていただいてるようです。

今後もやはりそういった制度の周知には努力をしていきたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 山路委員。 

○委員（山路一惠委員） 平成18年度から人間ドックが廃止をされてますよね。それで、病気を早

期発見して医療費を抑制するというのも一つの考え方としてあると思うんですけど、廃止をさ

れた理由といいますか、考え方についてお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（木村裕子） 人間ドックにつきましては、今保健センターで実施されております

基本健診、これがかなり充実してまいりまして、基本的な健診としてはそんなに遜色がない形

になっております。それと、一つは予算的に150人という限られた範囲での人間ドックになり

ますので、かねて国保運営協議会の中でも、ごく一部の方に対するサービスについての疑問も

出ておりましたので、総合的に判断しまして、人間ドックは平成18年度から廃止、それにかわ

りまして、保健事業を充実させていくことに重点を置くための予算配分とさせていただいてお

ります。それは、保健師を１人増員という形で今後充実をさせていきたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 先ほどの再質問で申しわけないですけど、それは病院によっては使用で

きないということはないですね。そういうのは、その手続をするときに、病院名からそういっ

た登録があるかないかを担当の方で調べられると思うんですよ。ですから、もしかして病院に

よってはそれが適用できない病院もあるのかなと。わざわざその登録してあるかどうか、調べ

る必要ないわけですよね。その病院さえわかればできるわけですから、いや、なければないで

いいんですよ。 

○委員長（武藤哲志委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（木村裕子） 高額療養費の貸し付けは、別に病院は指定とかはありません。該当

すれば９割の貸し付けということで行っております。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） ということは、別に病院調べる必要ないわけですよね。通っているとこ

だけが、そこに行ってるとこだけわかれば、その病院が市の方に登録してあるとか、そういっ

た表とかそういうものは実際は見る必要ないんでしょう。それは見られますよね。ちゃんと病
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院の先生から、病院名から。 

○委員長（武藤哲志委員） 国保年金課長、今福委員から質疑があっている部分について、大き

な病院じゃないと高額療養の貸付制度は該当しないと思うんですよ、今。だから、県外の場合

はどうかとか、県内の病院の場合、大きな福岡大学病院だとか、九州大学病院だとか、済生会

については大きな病院で手術すればあれでしょうけど、個人病院で貸し付けをするというよう

な部分というのは余りないと思うんですが、その辺を今福委員が質問しておりますので、回

答下さい。 

 国保年金課長。 

○国保年金課長（木村裕子） 確かに通院で高額に該当するということは、事例的にはそうないと

思います。高額医療費に該当するという場合は、おおむね入院とかのケースが多いと思いま

す。病院によって、指定病院とかはありませんので、いかなる病院であっても高額に該当すれ

ば貸し付けを受けられます。 

○委員長（武藤哲志委員） それと関連がありますが、先ほども各課長からあっておりまして、今

年は税制の改正が行われてますよね。それで、年金控除、配偶者特別控除、それから定率減税

の廃止、こういう状況ですが、まず国民健康保険税はそのまま応能応益の関係ですが、ある一

定控除がなくなった分、健康保険税が上がるということでは、担当の税務課の方としてどのく

らい上がるのか、計算をされておりますか。 

 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 状況によって違うと思いますけど、基本的に二、三万円程度は、その状

況によって違うと思いますけど、やはり少なければ１万円とか、３万円とかという形の中で、

ある程度の所得に応じてなってきますので、国民健康保険税も年間にするとやはり平均して３

万円程度は上がってくるような状況になるというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） 今後、担当課の方に、介護保険料が引き上がったり、国民健康保険税

が引き上がったり、特に新聞の投書欄見ると、年金生活者が課税になったという形で再三の投

書なんかがあって、今後窓口には相当そういう問い合わせなんかが来ると思うんだけど、そう

いう対応ができますかね、今でさえ忙しいようですが。 

 税務課長。 

○税務課長（古野洋敏） 国民健康保険税も所得によっては７割軽減とかという形の中で、所得に

よっては軽減措置というのがございます。現実的に、３割から４割程度はそういう軽減措置を

適用されて税を納めているという状況がございますので、市としても、その辺の相談があれば

そういう形の中でいろいろ相談に乗っていきたいというふうには考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第45号「平成18年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について」、原案のとおり

可決することに賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（武藤哲志委員） 全員挙手です。 

 したがいまして、議案第45号「平成18年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算につい

て」は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前11時43分〉 

○委員長（武藤哲志委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第４６号 平成１８年度太宰府市老人保健特別会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第３、議案第46号「平成18年度太宰府市老人保健特別会計

予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 296ページをお開きください。 

 まず、審査資料51ページをお開きいただきたいと思います。 

 歳入歳出全般がありますので、51ページ、老人保健の対象、老人医療の対象の推移ですが、

現在のところ、年間平均対象者、平成14年度、平成15年度、平成16年度と出していただいてお

るんですが、逆に平成14年度が7,349人、そして平成15年度が7,185人、平成16年度が老人医療

の対象者が6,899人と、こういう状況で減少傾向になっております。 

 それでは、296ページ、歳出の１款１項１目２節から13節まで、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款１項１目、２目の20節、12節についてに質疑ありませんか。 

 渡委員。 

○委員（渡美穂委員） 済みません。この医療費なんですけれども、医療対象者の人数はこれ年

齢の引き上げによって減っているんですが、医療費がまた大幅に増額しているこの算定根拠と

いうのは一体どのように考えておられるんでしょうか。 
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○委員長（武藤哲志委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（木村裕子） 平成16年度の当初予算につきましては、一応枠配分という形の中で

予算編成しておりますので、実質的な医療費につきましては、平成16年度と平成17年度は微増

という形で、そんなに増えてはおりません。対象者が減少しておりますが、少し微増という形

になっております。予算が７億7,000万円増加しておりますのは、予算的に今年は施策評価と

いうことで予算配分いただきましたので、実態に見合う形の予算を計上することができまし

た。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、３款１項１目23節、４款１項１目、２目の23節について、

質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４款２項１目28節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５款１項１目についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それから、300ページに給与明細がありますが、これに対する質疑あ

りませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、歳入の審査に入ります。 

 まず、１款１項１目１節、２節についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２項の１節、２節について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款１項１目の１節、２節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３款１項１目１節、２節についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４款１項１目１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５款１項１目１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６款１項１目、２目の１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（武藤哲志委員） ６款２項１目についての１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６款３項１目、２目、３目の各１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、再度歳入歳出についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 以上で質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第46号「平成18年度太宰府市老人保健特別会計予算について」、原案のとおり可決する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（武藤哲志委員） 全員挙手です。 

 したがいまして、議案第46号「平成18年度太宰府市老人保健特別会計予算について」は原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午前11時50分〉 

○委員長（武藤哲志委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第４７号 平成１８年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第４、議案第47号「平成18年度太宰府市介護保険事業特別

会計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 320ページ、審査資料の52、53ページをお開きいただきたいと思います。 

 現在、太宰府市の介護保険料の階層別人員と滞納状況ですが、また介護階層の要支援から要

介護５、これは変更に今後なるようですが、現在のところ、介護保険料の階層別として、第１

段階、第２段階と階層の部分で一番所得の少ない階層としては160人、太宰府市では第３段階

が4,052人、第５段階が1,933人ということです。 

 滞納状況としては、無年金者というか、そういう状況です。年金の受給者については、年金
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から天引きをされていますが、現在のところ介護保険が始まって、平成12年度から平成16年度

の部分として、平成16年度は491万2,460円、こういう形で報告をされております。 

 それから、介護階層別の要支援から要介護５までの対象者として、平成17年２月と平成18年

２月時点での増減関係ですが、要支援はマイナス13人です。それから、要介護５は逆に43人の

プラスで310人、総数としては2,241人で、増減として146人の増になっております。 

 それで、平成16年度の6,899人の老人医療対象者数の中での部分を見ますと、数字が出てく

ると思います。 

 それでは、320ページの１款１項１目２節から19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目の19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） １款２項の13節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） １款３項１目４節から19節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２目の４節から13節まで質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４項１目11節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５項１目１節、19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款１項１目、２目の19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３目、４目、５目、６目、７目、８目、９目の各19節について、質疑

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 10目の19節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款２項１目から５目までの各19節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 同じく２款２項の６目から８目の19節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款３項１目12節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款４項１目の19節、質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款４項２目の19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款５項の１目、２目、３目、４目の各19節について、質疑ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３款１項19節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４款１項１目、２目の11節から14節まで、質疑ありませんか。 

 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） 済みません。予算書の335ページの委託料の中で、運動機能向上事業

委託料262万8,000円と上がっているんですけども、この運動機能向上事業というのはどういっ

たことでしょうか、具体的に。 

○委員長（武藤哲志委員） すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） この点につきましては、こういった専門の業者がおりまして、

そちらの方に委託するように予定はしております。それで、大体これ、介護予防一般高齢者施

策ということでございまして、一般高齢者をできるだけ、今の健康状態といいますか、それを

できるだけ持続していただけるような形の運動器ということになりまして、まだちょっとその

運動器具そのものについては把握しておりません。中身については具体的に承知しておりませ

ん。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 済みませんね。介護予防、後からしようと思っていたんですけど、今出

ましたので。 

 介護予防で、先ほど予算審査の中で、年齢、人口別の表をもらいましたけども、今介護予防

対象年齢は大体幾つぐらいを対象にした考え方を持ってありますか。 

○委員長（武藤哲志委員） すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） 大体対象高齢者が１万2,000人ちょっとありますけれども、そ

れの大体５％というところで予定しております。ですから、大体600人程度を一応見込んでお

ります。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） それで、今から５年、10年たつと、対象が物すごく増えるわけですよ

ね。いわゆる今の高齢者と言われる方々と、今の我々の年代からすると、体力が相当違う。そ

ういう面からしたときに、将来の予想というのはなかなか難しいとは思いますけども、非常に

危うい状況になってくる可能性というのは強いと思うんですね。そうすると、この介護予防費

だけでも莫大なことになるのではないかという面からしたら、今介護予防に相当お金を使って
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も、私はいいのではないかというふうに思うんですよ。ここに力を入れたところが将来のこの

市町村といいますか、地方自治、ここに勝つような気もするわけですよね。そうしないと、ち

ょうど我々は戦後の一番、この表の中で人口が多いところにおるわけですよ。それがいわゆる

団塊の世代が今から退職をしていくという年代ですけども、ここがこの介護、使うか使わない

か、これによって相当その市の運営というのは変わってくると思うんですよね。 

 そうすると、その年代にいかに、今の高齢者ももちろん介護予防ということで必要でしょう

けども、その前の段階の世代にいかにそういったことが大事かということを植えつける、この

作業をめんどくさいかわからんけども、やっていくということが、私は将来に対するこの介護

がどうなるのかにかかってくると思うんですが、その点いかがでしょうか。それは個人の、一

人ひとりの予防と言われればそれまでやけども、そういったことの説明をしていくべきではな

いかなと思いますが、いかがでございましょうか。 

○委員長（武藤哲志委員） ここで13時まで休憩します。 

              休憩 午後０時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、再開します。 

 午前中に福委員から質疑があった部分について、すこやか長寿課長の答弁を求めます。 

 すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） ただいまの福委員さんのご質問につきましては、私ども担当

としましては、非常にごもっともだと思います。私どもも十分その辺は感じておりますけれど

も、この平成18年度から始まります介護予防事業につきましては、一応国が示しております予

算の使い方について、一応の制約がございます。その予算の枠内でできるだけのそういった効

果を上げていこうというようなことでもございますので、とりあえず平成18年度についてはこ

の地域支援事業は２％、介護給付費の２％の範囲内でこういった介護予防事業とか、包括的支

援事業とか、任意事業とかをやりなさいという指導があっておりますので、最終的に平成19、

20年度で３％という一応の制約があります。そういったこともありまして、福委員さんが言

われることはよくわかりますけれども、今予算に上げさせてもらっております中身で、当然私

ども介護保険だけではすこやか長寿課だけでは対応できるものでもありませんので、そういっ

た意味では保健センターあるいは国保年金課、また広い意味では社会教育課のいろんな事業、

活動等とも、もちろんまた社会福祉協議会とも十分連携を取りながら、言われるようなそうい

う介護予防事業、広い意味での介護予防事業に、今私どもでできる範囲の努力はしていきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 課長が言われるのも私はよくわかるんですけども、今の課長のそこには
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今のままでは十分ではないと思うと、そう課長も思ってあるんじゃなかろうかと推測はします

が、違っとれば申しわけないけども、いわゆる今まで一般質問でも清水議員がこの介護予防、

特に長野県あたりの例を引いて、こうしたらどうだろうかという要望を今までしてきておりま

す。そういった意味からも、太宰府としてこの点特にやはり、この人口の推移というのは別に

太宰府だけが団塊の世代がおるわけじゃありませんから、全国的にそうなんですけども、やは

りこういった面に力を入れてこそ、今後の高齢化に対する対策の一つ、重大な一つになるとい

うふうに、多分自分も介護保険にお世話になると思うんですよ、それまで生きとけば。わかり

ませんが、多分今の健康状態からすると、何かそうなりそうな気もいたしますけども、そうな

らんように我々努力せないかんというふうに思っておりますけども、まだ元気な人は全くそう

いう気持ちはないと思うんですね。私は半分、病院ばっかり行っておりますから、特にそう思

いますけど、本当に今そういったことに全く関係のない健康な団塊の世代も、まさか自分がそ

うなるというふうには思ってないと思うんですよ。しかし、そういう今年齢である人たちがこ

の介護保険にお世話にもしなり始めたら、やはりこの予算からしても、随分大変なことになる

のではないかと思いますので、事前予防としてやはりここに力を入れるべきと。また今後、こ

の問題につきましては、別の機会でまた主張はしてまいりますけども、ぜひその点は要望をし

て、今日は終わりたいと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、４款１項２目の４節から14節、今質疑を行いましたが、ほ

かに委員から質疑ありますか。 

 渡委員。 

○委員（渡美穂委員） 地域包括支援センターのことでお伺いしますけども、この委託料出てま

すけど、具体的にその委託先を教えていただきたいということと、その所在地、それから今後

市民に対して、この地域包括支援センターの内容、業務内容とかそういったことの周知をどの

ような方法で考えておられるのか、また地域包括支援センターの指導方法等もどのように考え

ておられるのかをお聞かせください。 

○委員長（武藤哲志委員） すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） 地域包括支援センターにつきましては、本市の場合は委託でと

いうことで考えております。それで、市内をまず中学校区ごとの生活圏域を設定しなさいとい

うふうな指導もありまして、本市では中学校区を一つの生活圏域というふうにとらえておりま

して、その２つを１つの地域包括支援センターに委託するということで、全体的に市全体では

２か所の地域包括支援センターということになろうと思います。 

 その１つは、まず社会福祉法人の梅香福祉会、高雄にありますサンホームとか、サンケアと

か、特別養護老人ホームとかやっておりますそちらの方でございます。それともう一つは、医

療法人の悠水会、水城病院さんですね、そちらの方に予定しております。 

 これの周知方法等につきましては、もちろんまた介護保険の方のパンフレットもつくります

し、また今現在のケアマネージャーさんの連絡会議等が定期的にあっております。そういった
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ところでのケアマネージャーさんを通じての周知とか、一般的にはまたもちろん広報等も含め

てお知らせしていきたいと思っています。 

 それで、また具体的には、この地域包括支援センターに関しましては、このすこやか長寿

課、また保健センターと連携を取りながら、この地域包括支援センターの職員さんと常時定例

的な、定期的なそういう情報交換なりをしていく必要があるかと思っておりますので、そうい

う意味では県の直接の研修もこの地域包括支援センター職員に対してはあっておりますけれど

も、市独自ではそういったケアマネージャーさん、事業所との連絡会議あるいはそういった関

係課とも共同して地域包括支援センターと情報を密にしながら、こういった介護予防事業が円

滑に運営されていくような形の指導をやっていく必要があるかと思っています。 

 以上です。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは進みます。 

 ４款２項の１目、２目の１節から15節、11節から20節まで質疑ありませんか。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） これ４款２項19節の住宅改修支援事業補助金は、いわゆる今まで高齢者

の住宅でやっとったあの分ですか、この19万2,000円というのは。 

○委員長（武藤哲志委員） すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） これはすこやか長寿課のすこやか長寿係の方で、一般高齢者の

中でやっておりますこういった住宅改修支援をするための費用としまして、１人頭2,000円の

プランの作成料、それがこの住宅改修支援事業ということでここに予算化しておるものでござ

います。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） そしたらちょっと申しわけないけどさ、この本体はどこに載っとうかい

な。住宅改修支援事業、これは介護じゃないのかな。介護ですよね。 

○委員長（武藤哲志委員） すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） 予算はこちらの方で、介護保険の特別会計の方に予算化してお

りますけれども、実際の事務としましては、すこやか長寿係の方でやっておるということでご

ざいます。同じ課内ではありますけれども、担当はそういうことで分けております。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは進みます。 

 ５款１項１目25節、６款１項１目23節、７款１項１目、８款１項１目、２目の23節につい

て、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、340ページの給与については前年と変わりません。質疑あ

りませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、342ページの債務負担行為、２項目、認定審査会支援シス

テム賃借料、それから地域包括的支援システム賃借料の債務負担行為が平成18年度から平成

21年度、平成19年度から平成22年度です。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、344ページの地方債の前々年度末における現在高並びに前

年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書の、財政安定化基金借入金の前々

年度末現在高として１億3,714万4,000円、そして当該年度の現在高として１億1,370万3,000円

が調書として提出されております。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、歳入の審査に入ります。 

 １款１項１目１節、２節、３節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款１項１目の１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３款１項１目１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３款２項１目、２目、３目、４目、各１節について、質疑ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４款１項１目、２目の１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５款１項１目１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５款２項１目、２目、各１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ６款１項１目１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ７款１項１目、２目、３目、各１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ７款１項４目１節、２節についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ８款１項１目１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ９款１項１目１節、質疑ありませんか。 
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 山路委員。 

○委員（山路一惠委員） ちょっと滞納のことでお伺いしたいんですけども、資料でも52ページで

出していただいているように、年々件数としてはかなり伸びがあるんですね。介護保険料は年

金からの自動引き落としですから、引き落としができない状況なのかなというふうに思うんで

すけれど、この183件の特徴をわかれば教えてください。 

○委員長（武藤哲志委員） 納税課長。 

○納税課長（児島春海） ここで平成15年度と平成16年度が特に多いようになっておりますけど、

これは基本的に時効の関係でございます。それで、介護保険はなかなか全体的にすべてが賛成

という方も出ないということもあります。この介護保険に批判的な方もおられますし、私もこ

れ料でございますので、なかなか税のようなやり方ができないという問題もございます。そこ

ら辺のところで、非常に苦慮しているということも事実でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 山路委員。 

○委員（山路一惠委員） 徴収の方はそれは大変だというのはよくわかるんですけれど、それで滞

納がたしか１年だったと思いますけど、続けば介護サービス受けられなくなりますよね。そう

いう方は実際のところ、今何人ぐらいいらっしゃるのか、数字がわかれば教えてください。 

○委員長（武藤哲志委員） すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） この対象者につきまして、特別徴収は実際はすべて完納でござ

いますので、普通徴収の対象の方がということになりますけれども、今お尋ねの細かい数字に

つきましては、ちょっとここで資料持ち合わせておりませんので、後ほど報告させていただけ

ればと思います。 

○委員長（武藤哲志委員） まず、資料でいただいております52ページですね、今委員から質疑が

あっておりますが、平成12年度が２名おられて7,600円と、平成13年度は29人、平成14年度が

34人、平成15年度が150人、年々ちょっと増加傾向ですが、これは私が当初説明したときに、

特別徴収できないというか、年金の給付日に年金額から天引きされる人は問題ないと思うんで

すが、無年金者というか、25年の資格がない、福祉年金も該当しないという、こういう部分の

滞納状況ということで受けとめていいでしょうか。 

 納税課長。 

○納税課長（児島春海） すべてそうではないと思いますけど、最初の初年度に、介護保険がかか

るときですかね、年金が最初に支給されるとき、これ最初から自動引き落としじゃないんです

よね。半年後から自動引き落としになりますので、そこら辺の方の未納というようなことも一

部ございます。基本的には、特別徴収で年金からは全額引かれますので、その方に対してはす

べて滞納はございません。ただし、一部途中から自動引き落としする前は納付書で納めてもら

う、その方たちは一部滞納になっている分もございます。 

○委員長（武藤哲志委員） そうすると、納税課長、40歳から介護保険料の支払い義務が出てき

て、社会保険じゃない人は国民健康保険で保険税と介護保険料と両方あるんですが、この滞納
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がこの中に入っているというふうに見ていただいてもいい、それはまた違うんですか。対象者

だけを出してきてるんですか。 

 その辺ありますので、じゃあ納税課長。 

○納税課長（児島春海） 審査資料の50ページのところでございますけれども、それの分で国保の

40歳から以上の方の滞納者がここに上がっております。 

○委員長（武藤哲志委員） 今、納税課長から説明受けて、50ページの方の国民健康保険の40歳以

上の部分の介護保険料がこちらの方で、それから今質疑があってる部分についての52ページ

は、65歳以上ですかね、65歳以上の滞納者というふうに説明がありました。 

 それでは進みます。 

 ７款１項の４目、８款１項の１目まで行っておりました。それじゃ９款１項１目１節、９款

２項の１目１節、９款３項１目、２目、３目の各１節について、質疑ありませんか。 

（「先ほどの山路委員の質疑に対する回答がおかしいのではないで

しょうか」と呼ぶ者あり） 

 もうちょっと待っていただけませんか、総括的な部分、許可しますので。 

 それでは、318ページの廃款市債は財政安定化借入金については廃目です。 

 それで、まず歳入の関係では、申しわけございませんが、308ページをお開きいただきたい

と思います。 

 地域包括的支援システム賃借料が平成19年度から平成22年度まで1,428万円、この債務負担

行為が計上されております。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、歳入全般について質疑漏れがありましたら、質疑を行って

ください。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） わかってないのは私だけかもわからんので申しわけない。今この52ペー

ジに滞納で件数が183件、平成16年度ですね。平成17年度は出ていませんけど、これは、要す

るに年金受給者の方が対象での今滞納状況であるというご説明がありましたよね。違うと。い

や、それ以外は50ページに入ってるでしょう。そうやね。そういう説明でしたよね、今。違う

かいな、私の理解がおかしいんかな。 

○委員長（武藤哲志委員） 再度福委員からの質問に対して回答を求めます。 

 納税課長。 

○納税課長（児島春海） ちょっと説明が仕方が悪かったかもしれませんけれども、この52ページ

に残ってる部分は65歳以上の方の主に年金受給者以外の方の分です。年金受給者も一部、これ

先ほど言いましたように……。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） いや、わかった、わかりました。 
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○委員長（武藤哲志委員） 納税課長。 

○納税課長（児島春海） だから、その分につきましては、基本的に年金の少額もしくは普通徴収

の方でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） わかりました。それで、いわゆるさっき、山路委員はわかっとうかもわ

からんけど、要するに滞納者で、今現実に介護を受けようと思っても受けられない人はいない

ということね、被保険者の中で。 

○委員長（武藤哲志委員） すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） いや、例えば今福委員さんおっしゃるような形になるとすれ

ば、その時点で滞納分を支払ってもらうと、介護保険料の滞納分がもしあったとした場合にで

すね。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） いや、それはわかる。 

○委員長（武藤哲志委員） すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） ですから、先ほどの山路委員さんの点については、今ちょっと

調べよりますけれども、多分この滞納分の中で、実際はそういう今のこの滞納してある人は、

とりあえず介護サービスを受ける必要がないと。滞納はしてるけど、そういう状態の方かなと

思います。今はちょっとそこの中身は……。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） それはそうでしょう。だから、今調べようわけね。 

○委員長（武藤哲志委員） すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） 一応今調査しよりますので。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） それすぐわかる。わからんちゃろ。 

○委員長（武藤哲志委員） すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） すぐ出るかどうかも含めて今ちょっと。 

○委員長（武藤哲志委員） ちょっとお諮りします。もう予算委員会終わりますからね、だから…

…。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） 山路委員と僕が質問ですから、後日でも結構ですから、環境厚生常任委

員会に報告してください。 

 いや、もういいじゃないですか。もういいとでしょう。 

 ならもうやめとこうか。 

○委員長（武藤哲志委員） いいですか。今質問して資料が欲しいとか、そういう実態追って持っ

てくると、本日で委員会終わりますから、後日配付という形でいいですね。 
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 福委員。 

○委員（福和美委員） 結構です。 

○委員長（武藤哲志委員） そうしないと、委員会中ならば待つことはできるでしょうけど、委員

会終わった後に資料を全員に配付をするということになりますけど、いいですか。 

 山路委員。 

○委員（山路一惠委員） 仕方ないですよ。今……。 

○委員長（武藤哲志委員） 納税課長。 

○納税課長（児島春海） 私の方からちょっと答えます。 

 介護保険で、滞納者で、サービスを受けられてないということはございません。私の方でそ

れをするというようなことをしてる件数は１件もございません。 

○委員長（武藤哲志委員） よろしいですか。 

 すこやか長寿課長。 

○すこやか長寿課長（有岡輝二） 先ほどの山路委員さんの質問を一応確認してきましたところ、

とりあえずは該当する方はゼロです。ありません。ただ、この新しい保険制度が４月以降始ま

りまして、該当する人が出てくる可能性がゼロとは言えません。今段階ではゼロということで

ございます。 

○委員長（武藤哲志委員） いいですか。それじゃもう資料も出ませんから。 

 それでは、歳入の審査を終わります。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「その前にちょっと」と呼ぶ者あり） 

 その前にちょっとって終わってますから。終わって今…… 

（「総括的に」と呼ぶ者あり） 

 総括的、今したでしょう。 

 それでは、討論の要求があっとりますので、討論を許可します。 

 山路委員。 

○委員（山路一惠委員） 介護保険については、平成18年度が大幅な見直しということで、昨年の

10月、それから今年の４月に制度が変わって、やっぱり高齢者と家族に対する負担というのが

物すごく大きくなるんですよね。それは税制改正なども含めたところで、保険料の値上がりと

いうのもありますけれども、そういう高齢者、利用者に負担を負わせて、国がその分の補助金

なり交付金を減らしてきてるという、そういう制度の大きなところでの問題点というのもやっ

ぱりありますし、法のとおりにやらなければいけないというのは確かにあるんですけれども、

介護保険制度については私は反対ですので、予算についても反対をいたします。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに討論ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第47号「平成18年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について」、原案のとおり可決

することに賛成の方は挙手を願います。 

（大多数挙手） 

○委員長（武藤哲志委員） 大多数挙手です。 

 したがいまして、議案第47号「平成18年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について」は

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対１名 午後１時26分〉 

○委員長（武藤哲志委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第４８号 平成１８年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につい 

              て 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第５、議案第48号「平成18年度太宰府市住宅新築資金等貸

付事業特別会計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めていきたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 354ページ、まず１款１項１目９節、11節、12節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款１項１目、２目23節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３款１項１目の25節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、次のページの356ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込み

に関する調書が出されております。３項目、国庫貸付事業、県費貸付事業、市単独事業、合計

の前々年度末現在高は7,728万4,000円、当該年度末現在高見込額としては3,613万9,000円で

す。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、歳入の審査に入ります。 
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 １款１項１目１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款１項１目について、１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３款１項１目１節、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３款２項１目１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ４款１項１目１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５款１項１目について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５款１項２目についての質疑、各１節から４節までの質疑ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５款１項５目の１節から４節までの質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 同じく４目の１節から４節までの質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５目の１節についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、再度歳入歳出全般についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 採決を行います。 

 議案第48号「平成18年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について」、原案の

とおり可決することに賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（武藤哲志委員） 全員挙手です。 

 したがいまして、議案第48号「平成18年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に

ついて」は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午後１時29分〉 
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○委員長（武藤哲志委員） 以上、本会議において報告いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第４９号 平成１８年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第６、議案第49号「平成18年度太宰府市公共用地先行取得

事業特別会計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳入歳出一括して進めたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 360ページをお開きいただきたいと思います。 

 それでは、歳入の１款１項一般会計の繰入金、まず一般会計予算の、皆さん、175ページを

お開きいただきたいと思います。 

 175ページ、８款４項２目公園事業の公園新設関係費ですが、ここで繰出金として、公共用

地先行取得事業特別会計繰出金として7,982万8,000円がここで繰出金として計上されておりま

す。その金額が、まず歳出の１款の合計額として元利合計額の数字となっております。これに

基づく歳入歳出という一般会計の繰り入れと支出の部分です。説明があっておりました高雄公

園の先行用地という状況になります。 

 全般的に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、362ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここで、公共用地先行取得事業債として、前々年度末現在高、前年度末現在高見込額それか

ら今年度末現在高見込額の部分が報告されております。前々年度２億3,692万5,000円、今年度

末は7,897万5,000円です。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、全般的に再度質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 以上で質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第49号「平成18年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計予算について」、原案のと

おり可決することに賛成の方は挙手を願います。 
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（全員挙手） 

○委員長（武藤哲志委員） 全員挙手です。 

 したがいまして、議案第49号「平成18年度太宰府市公共用地先行取得事業特別会計予算につ

いて」は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午後１時33分〉 

○委員長（武藤哲志委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第５０号 平成１８年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第７、議案第50号「平成18年度筑紫地区介護認定審査会事

業特別会計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 370ページをお開きください。 

 １款１項１目４節から19節まで、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） １款２項の１目１節から９節までの質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２款１項についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、374ページ、給与明細についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、歳入の審査に入ります。 

 １款１項１目１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ２款１項１目１節について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ３款１項１目についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、再度歳入歳出全般についての質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 採決を行います。 

 議案第50号「平成18年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算について」、原案のとお

り可決することに賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（武藤哲志委員） 全員挙手です。 

 したがって、議案第50号「平成18年度筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算について」

は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午後１時35分〉 

○委員長（武藤哲志委員） 以上、本会議において報告いたします。 

 ここで委員にお諮りします。 

 あと水道事業会計とそれから下水道事業会計の審査になったわけですが、関係部だけを残し

て審査に入るか、このまま行うかを皆さんにちょっとお伺いしますが。 

（「関係部だけでいいのではないですか」と呼ぶ者あり） 

 今、委員から関係部だけだということで意見が出とりますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、ここで45分まで休憩します。 

 関係部課のみ残っていただき、ほかは勤務についていただきますようお願いいたします。 

              休憩 午後１時36分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時45分 

○委員長（武藤哲志委員） 予算委員会を再開いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第５１号 平成１８年度太宰府市水道事業会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第８、議案第51号「平成18年度太宰府市水道事業会計予算

について」を議題といたします。 

 まず、１ページ及び２ページから審査に入りたいと思います。 

 まず、会計予算の第１条、それから第２条、第３条、第４条と業務の予定量、太宰府市の水

道事業については市長の提案理由の説明があっておりましたが、給水戸数、それから収益的収

入及び支出、資本的収入及び支出について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、第５条関係の企業債について、今年度の限度額が出され、

利率は４％以内というふうに、償還の方法は繰上償還ができるようになっております。それか

ら、一時借入金についてが第６条、そして第７条、第８条、こういう形で提案されておりま
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す。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、これに基づく収益的収入、支出の明細書が４ページ、５ペ

ージにあります。同じく６ページ、７ページです。８ページ、９ページです。10ページです。

そして、資本的収入及び支出が11ページです。12、13ページというふうに明細書が出されてお

ります。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、14ページをお開きいただきたいと思います。 

 平成18年度の水道事業会計資金計画書が提出されております。受入資金と支払資金、それか

ら次年度繰越現金として計上されております。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、給与明細書についての質疑ありませんか。 

 福委員。 

○委員（福和美委員） 支出の中で、５ページの薬品費の中に活性炭が入っていませんよね。こ

れは何年かに１回、活性炭は入れかえるようになっていると思うんですが、次の入れかえ時期

はいつになりますかね。 

○委員長（武藤哲志委員） 施設課長。 

○施設課長（轟  満） ご質問のとおり、浄水場の活性炭、これは活性炭吸着槽といいまして、

鋼板製でできたその中に活性炭を入れております。この部分を取りかえる場合は委託料の方で

組んでおります。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 委託料の方でね。 

○委員長（武藤哲志委員） 施設課長。 

○施設課長（轟  満） 薬品費じゃなくてですね。実際、松川それと大佐野両浄水場にそういう

装置がありますが、平成18年度については計上しておりません。大体２年から３年、取りかえ

時期についてはそれを目安にしておりますが、実際の取りかえについては、活性炭自体の効果

あたりを事前に調べさせて予算計上するように考えております。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 本予算には入ってないわけね、今回は。 

○委員長（武藤哲志委員） 施設課長。 

○施設課長（轟  満） 入っておりません。 

○委員長（武藤哲志委員） 福委員。 

○委員（福和美委員） 入ってないですね、はいはい、結構です。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、15ページの給与については前年と同じように14名という形

で報告されております。これに対する給与部分について、質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、19ページの債務負担行為について、企業会計システム機器

賃借料について、平成22年度までの限度額として115万7,000円が計上されております。これに

対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、20ページ、21ページの平成17年度水道事業予定貸借対照表

と損益計算書、それから平成18年度水道事業予定貸借対照表が22ページにあります。これに対

する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、再度全般的な質疑があったら許可します。 

 片井委員。 

○委員（片井智鶴枝委員） 今、水道は少し水余りの状態ではないかと思うんですけども、これか

ら人口の増加が予測されますが、まだ今の状況で対応はできるかどうか、そこら辺の予測をお

願いします。 

○委員長（武藤哲志委員） 上下水道課長。 

○上下水道課長（宮原勝美） ただいま平成18年度の施設能力としまして、１万9,800、これは

１日でございます。これは海水淡水化施設まで入れました分での施設能力でございます。 

 今後につきまして、新聞報道でもあっておりますように、まず大山ダムが平成19年度の予定

でしたのが平成24年度完成に延びました。平成25年度から供給開始される予定です。それと、

最新の情報によりますと、五ヶ山ダムが平成22年度の予定でございましたけど、平成29年度完

成、平成30年度供給というふうに最近変更されております。ですから、今の１万9,800が篠

栗町から900応援給水をいただいておりますのが平成18年度で終了いたします。平成19年度

から１万9,000で、平成24年度までその施設能力で経営していくことになります。 

 今の給水人口の伸びからしまして、平成18年度、大原団地が平成17年度工事が終わりました

ので、150戸新しく加入していただきます。平成19年度は菅谷団地が平成18年度工事を行いま

すので、約65戸ぐらいが加入されます。あと平成20年度、平成21年度あたりで予定しています

のが、通古賀と吉松の区画整理、これが進捗しまして、徐々に加入していただくというところ

で予定しています。 

 結論から申し上げますと、平成25年度の大山ダムの供給開始までの間、そうまで水余り現象

は生じないものと思っております。ですから、大山ダムが来ましたら、少し長くなりますけ

ど、大山ダムが4,700でございますけど、大山ダムが来ましたら、今の筑後川の江川、寺内

ダムの日量3,200が利水安全度をかけたところでの75％に落とされます。ですから、2,400

に落ちます。それと、先ほど言いました篠栗町が900落ちますので、4,700来ました時点で

実質は3,000増加するという予定でございます。 

 以上でございます。 
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○委員長（武藤哲志委員） ほかには。 

 安部委員。 

○委員（安部 陽委員） 先ほど福委員から薬品の問題が出ておりましたが、特に松川ダム、こ

れかなり住宅建ち込んでおりますけど、次の下水道との絡みもありますが、そこに対する水質

がかなり悪くなってきているんじゃなかろうかと思いますけど、下水道工事の問題もあります

が、現在の下水道との絡みですね。結局、汚水が入らないような措置を現在してあるのか、そ

の件です。 

○委員長（武藤哲志委員） 施設課長。 

○施設課長（轟  満） ご質問のとおり、松川ダムと大佐野ダムと比較した場合、確かに松川ダ

ムは水質は悪うございます。ただ、松川ダムにつきましては、相当以前から河川の水質検査、

それとダムの水については毎日定期的な水質チェックを行っております。近年、極端に水質が

悪くなっている状況ではありません。確かに上流部の雑排水は入ってきておりますので、でき

るだけ早い時期に下水道の整備を考えております。 

○委員長（武藤哲志委員） 田川委員。 

○委員（田川武茂委員） 極端に悪くはないという回答ですけど、天気のいいときは臭いんですよ

ね。あそこの水が流れるところへ行ったら物すごく悪臭がするわけですよね。それで、ヘドロ

が、あんたたち見たことがあります。ヘドロがもうね、真っ黒いヘドロがへばりついてます

よ。そして臭いんですよ。これはやっぱり一般市民が見たら、これは苦情が出てくるんじゃな

いかなと私は思うんですけど、それは全体になればね、わからんかもわかりませんけど、あれ

は市民が見たらいい感じは持たんと思うんですよ。こんな水をおれたちに飲ませて、買わせて

とかですよ、そういうふうになるんじゃないかなと、私それを心配しとるんですがね。 

○委員長（武藤哲志委員） 施設課長。 

○施設課長（轟  満） 浄水場の水につきましては、原水の水質検査、それを十分しまして、そ

れに対応できるような施設を既に整備しております。浄水した後の水質チェックをしまして、

安全な水を使用者の皆様にお配りするように毎日チェックしておりますので、ご安心していた

だいていいと思っております。 

○委員長（武藤哲志委員） 田川委員。 

○委員（田川武茂委員） それはわかりますよ。だがしかし、目で見てそういう状況やから心配す

るんですよ。 

○委員長（武藤哲志委員） 清水委員。 

○委員（清水章一委員） 田川委員と全く同じで、確かにそちらの方はきちっとした形のお水を飲

ませているということは、それはそのとおりじゃないとまた困るわけです。ただ、少なくとも

松川に流れてくる川の流れの汚れに対しては、やっぱり市民の方が当然それ見て不安を持たれ

るのは当たり前の話ですよね。だから、どこから流れてきているか、特に油が流れてきたりし

ているということで、そのたんびに私のところへ電話がかかってくるわけですね。だから、水
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道も使われている方もおられるでしょうし、松川から上流は井戸ですから、余計そういう面に

おいて心配される方もおりますので、一日も早い、そういう市民の不安をなくすような努力を

していただきたいと思いますけども。 

○委員長（武藤哲志委員） 施設課長。 

○施設課長（轟  満） 確かにそういう懸念も、皆さんの水質に対する不安は十分存じておりま

す。油等の流出についても十分対応できるような体制をとっております。できるだけ早い時期

に、先ほども申しましたが、上流部の下水道整備を早い時期に行っていきたいと思っておりま

す。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、採決を行います。 

 議案第51号「平成18年度太宰府市水道事業会計予算について」、原案のとおり可決すること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（武藤哲志委員） 全員挙手です。 

 したがいまして、議案第51号「平成18年度太宰府市水道事業会計予算について」は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午後１時58分〉 

○委員長（武藤哲志委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第５２号 平成１８年度太宰府市下水道事業会計予算について 

○委員長（武藤哲志委員） 次に、日程第９、議案第52号「平成18年度太宰府市下水道事業会計予

算について」を議題とします。 

 まず、１ページをお開きください。 

 まず、会計予算の１条、そして２条、業務の予定量です。排水戸数、それから第３条の収益

的収入及び支出、第４条の資本的収入及び支出、これに対する質疑ありませんか。 

 不老委員。 

○委員（不老光幸委員） 今、上水の方でお話がありましたように、北谷地区の汚水の工事なんで

すけど、できるだけ早くというご返事ですけども、大体どれぐらいかかるのかということと、

それからもう一つは、内山地区は今度はまた違うルートでやってきていると思いますけども、

筑紫野市の工事のできぐあいからあると思うんです。そちらの方もいつごろにできかかるとい

うか、そういうのがわかりましたら教えてください。 

○委員長（武藤哲志委員） 施設課長。 
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○施設課長（轟  満） ９ページの資本的収入及び支出の建設改良費、１目の公共下水道整備

費、その中の委託料の中に全体計画委託料というのを平成18年度計上しております。この中身

について若干ご説明いたします。 

 この中身につきましては、まず１点目が北谷地区の下水道整備ということで、御笠那珂流域

下水道の全体計画の中に北谷地区を入れるための認可作業業務委託費を計上しております。現

在、御笠那珂につきましては、全体的な見直しが進められておりまして、この見直し作業が終

わりますと、太宰府が要望しております北谷地区が全体区域に入ることができます。それを受

けまして、太宰府市の認可変更、要するに北谷地区を入れた部分での下水道事業の認可変更を

取る予定にしております。その事務作業を平成18年度に上げております。 

 この認可を受けまして、後は実施設計、実際の工事に入ってくるわけでございますが、平成

18年度認可で、できましたら平成19年度に実施設計、平成20年、平成21年で実際の工事を現在

のところ計画しております。 

 残り内山地区、この分につきましても、この全体計画委託料の中で、内山地区につきまして

は、宝満上流流域の下水道事業に入っておりますが、この分については全体計画の中に既に内

山地区は入っております。後は実際の事業を行います事業認可、この事業認可を行うための認

可の委託料を同じく平成18年度に計上しております。同じように、内山地区も順調にいきます

と、平成18年度に認可を取りまして、平成19年度実施設計、平成20年度工事着工という段取り

で現在のところ考えております。 

○委員長（武藤哲志委員） それでは戻ります。 

 まず、１ページの１条、２条、３条、４条について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、２ページの５条、６条、７条、８条について、質疑ありま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、４ページをお開きいただきたいと思います。 

 今、不老委員からあっておりましたが、一般会計の181ページをお開きいただきたいと思い

ます。ここに審査の関係で、他会計の補助金として計上されております。 

 まず、181ページの下水道事業という形で、一般会計から下水道には支出をする関係があり

まして、公営企業の負担金として、下水道事業会計負担金と補助金と二通りあります。この金

額が４ページの１款営業収益の他会計負担金として8,073万9,000円と、それから２款の営業外

収益の一般会計補助金として６億764万9,000円、またはぐっていただきまして、８ページに資

本的収入の他会計負担金のところに158万3,000円という形で上がっておりまして、また他会計

負担金の下の方に先ほど言いました部分の8,692万7,000円がここで計上をされております。 

 それでは、収益的収入及び支出について審査を行います。 

 まず、４ページの収入についての質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） ５ページの支出について、６ページについても同じです。５ページか

ら７ページについて質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、資本的及び収入的支出についての８ページの収入の各１款

からの部分について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、９ページの支出の１款、先ほど施設課長から説明があって

おりました建設改良費までの部分について質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、10ページの企業債の償還金について、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、11ページに平成18年度下水道事業会計の資金計画書が提出

されております。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、職員総数ですが、昨年と変わらないという形で、給与明細

についてが12ページ、13ページ、14ページ、15ページに提出されております。これに対する質

疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、16ページに債務負担行為として企業会計システム機器賃借

料として115万7,000円が計上されております。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、17ページに平成17年度下水道事業予定貸借対照表、それか

ら18ページに平成17年度下水道事業予定損益計算書、それから19ページに平成18年度下水道事

業予定貸借対照表が提出されております。これに対する質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） それでは、再度総括的な質疑がありましたら許可します。 

 安部委員。 

○委員（安部 陽委員） 特に北谷地区にたくさん企業が来ておるわけですね。合併浄化槽等も含

んで、そういう企業にどのような規制をかけてあるのか。やはり環境を守ってもらうために、

何らかの形で企業に規制をかけていないと、垂れ流し的な問題が出てくると思うんですが、そ

の点の措置はどうしてありますか。 

○委員長（武藤哲志委員） 上下水道部長。 

○上下水道部長（永田克人） 北谷区域に、今主に法人等が来てる分については、山浦地区でござ

いまして、流れは宇美川の方に流れるところに建物が建っております。地権者の方には、要す
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るに用途地域を明らかにせんとこういった状況になるということで、違法的な建物等が建ちま

すので、市街化区域等への編入をやはり促していかなければならないという考えを持っており

ます。そういったところから、今のところ企業等が来ることについての規制というのは特にか

けられない状態でございますので、あくまで地権者の意思に任せるというふうなことで考えて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（武藤哲志委員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 以上で質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 採決を行います。 

 議案第52号「平成18年度太宰府市下水道事業会計予算について」、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（武藤哲志委員） 全員挙手です。 

 したがって、議案第52号「平成18年度太宰府市下水道事業会計予算について」は原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成19名、反対０名 午後２時08分〉 

○委員長（武藤哲志委員） 以上、本会議において報告します。 

 これで予算特別委員会に付託された案件はすべて終了しました。 

 ここでお諮りします。 

 本委員会における審査内容と結果の報告につきましては、議事録も作成されることですの

で、委員長にご一任願えますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（武藤哲志委員） 異議がないということで、異議なしと認め、委員会の審査内容と結果

の報告につきましては、委員長に一任することに決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（武藤哲志委員） これをもちまして予算特別委員会を閉会します。 

              閉会 午後２時09分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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